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【巻頭文】

はじめに

オセアニア教育研究の意義と必要性

オセアニア教育学会会長

笹森健（青山学院大学）

１９９７年１２月、５０回以上の研究会を重ねてきた「オセアニア教育研究会」が

更なる発展を期して「オセアニア教育学会」に脱皮したことは大変喜ばしいことであ

る。これを機会に我が国のオセアニア地域の教育研究に拍車がかかることを期待した

い。と同時に研究を通して、我が国の教育の現状を考える上で有効な示唆を提供した

いものである。従来の我が国の教育研究においてオセアニア地域を研究の対象とする

ものは決して多いとは言えず、むしろ軽視されてきたと言っても過言ではなかろう。

その理由は第一には、この地域で最大の国であるオーストラリア、次に大きな国であ

るニュージーランドが共に英国の植民地であったことから、多くの面で英国の教育の

影響が色濃く、英国の教育を研究すれば事足りると考えられていたこと。第二に、英

連邦の一国として独立はしているもののその歴史は浅いこと。第三に、その他の南太

平洋に存在する国家はいずれも発展途上国であり、研究の対象として取り上げても我

が国が学ぶものがないと考えられていること。第四に、地理的に遠く離れていること

から、無理をして出かけても経費や所要時間に比して得るものが少ないと思われてい

たこと、などが挙げられる。

しかしながら、先進国と発展途上国の経済格差により出現した大量の移民の問題、

国連を中心に各国が展開する少数先住民族に対する人権の保障、連邦の相次ぐ崩壊に

よる民族意識の高揚とその結果と思われる地域紛争の多発、一方で人口衛星の利用に

よる情報通信技術の発達による情報の入手が容易になり世界が狭まったことなど世界

的な環境の変化は著しく、２０世紀の後半はその前半とは全く違った様相を呈しなが

ら２１世紀を迎えようとしている。

このように急速に様相を変化させている世界の状況の中で、次世代を担う子どもの

人間形成に関わる教育を、従来のままの欧米中心の教育研究だけで事足れりとしてい

いものかどうかは厳しく検証されなければならないと考える。この意味からも最近の

日本比較教育学会では欧米以外の地域、特に東南アジア諸国、東アジア諸国を対象と

した教育研究の成果が相当数発表されてきていることは喜ばしいことであり､今後益々
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特定地域に偏重することのない教育研究の成果が発表されることを期待したい。

本学会創設の狙いもこの観点にたったものであり、我が国の教育研究が従来ともす

れば軽視しがちであったオセアニア地域の教育研究を通じ、我が国の教育を見直す契

機とするのが目的である。この地域は上記した世界の急速な変化をもたらしている先

進国（オーストラリアやニュージーランド）とそれを取り巻く多くの発展途上国を地

域内で抱えており、多くの移民の問題、先住民族に関する問題、発展途上国に対する

教育援助の問題など、変化の激しい世界各地で生起している問題の多くをみることが

できる。したがって、この地域の教育を研究することは世界の動向を考察する一助に

なるものと確信する。

１．オセアニア諸国の現状

さて、オセアニア教育研究の対象とするオセアニア地域とはどこを指すのか。日本

百科大辞典（小学館刊）によると次のように記している。「『オセアニア』が大洋を

意味するために、大洋州ともいわれる。オセアニアの陸地はオーストララシア（オー

ストラリア大陸およびタスマニア島など）・ニュージーランド・太平洋諸島の三つに

大別できる。太平洋諸島はさらにポリネシア・メラネシア・ミクロネシアの三島群に

区別することができる｡」しかし、マレートーマス(MurrayThomas)とネビルポス

トレスワイト(NevillePostlethwaite)の共著「太平洋の島々 における学校教育」

（SchoolinginthePacificlslands）では、ニュージーランドはポリネシアに属す

る国としており、上記で三つに大別したのとは異なった取り扱いをしている。

また､朝日年鑑（１９９８年版)の各国要覧ではオセアニア地域に含まれる国として、

次の国々を明記している。（カッコ内の数字は人口一独立年を示す）すなわち、オース

トラリア(人口1,829万－1901年英連邦内の自治国)､ニュージーランド(357万－1947

年英連邦の一国として独立)、ナウル共和国（１万－1968年)、西サモア（１７万－1962

年)、フイジー（８０万－1970年)、トンガ王国（１０万－1970年)、パプアニューギニア

（440万－1975年)、ソロモン諸島（39万－1978年)、ツバル（１万－1978年)、キリ

バス共和国（８万－1979年)、バヌアツ共和国（１７万－1980年)、ミクロネシア連邦

（１１万－1986年事実上)、マーシャル諸島共和国（６万－1986年事実上)、パラオ共和

国（２万－1994年）をあげ、その他にアメリカ、フランスなどの海外領土も含むとし

ている。とはいえ、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニアの三国

を除けば、人口が１００万人を超える国はなく、数多くの小島から成り立っている地

域である。
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しかし、国別の現状をみると、オーストラリアとニュージーランドだけがＯＥＣＤ

加盟国の中の２１か国で構成する開発援助委員会(DevelopmentAssistanceCommittee

-DAC)に属して積極的に開発途上国への援助を実施している先進国である。１９５

５年の統計によれば、開発途上国に対する開発援助としてオーストラリアはＧＮＰ比

0.36％、ニュージーランドは0.23％（２１か国平均0.27％、日本は0.28％－出典"De-

velopmentCo-0pel､ation，１９９６Report''0ECD）を拠出しているが、ＤＡＣの２１か国

平均と比較しても積極的な姿勢であることがわかる。さらに目的別に教育援助に限っ

てその割合をみると、オーストラリアは拠出額の14.1％、ニュージーランドは３４．４

％（日本8.5％、２１か国平均10.7％）となっており，ニュージーランドは２１か国

中最高の割合を示していることは注目すべきである。これにたいし経済基盤施設の援

助ではオーストラリアは22.8％，ニュージーランドは8.3％（日本42.1％、２１か国

平均21.2％）で、日本とは対照的な援助であることがわかる。オセアニア地域のこれ

ら２国以外の国々はその援助を受ける立場の国々であり、毎年多くの学生が高等教育

段階を中心にオーストラリアとニュージーランドから多種の奨学金を受けこれら両国

で学ぶ機会を与えられている。そして帰国後に彼らは母国で留学中に得た知識と技術

を活用して国家に貢献しているのである。これからも、上記の２か国がこの地域では

突出した国であることがわかり、これら２か国はこの地域の国々に政治・経済面は勿

論のこと、特に教育面で多くの学生を受け入れる形で教育援助を行っているといえよ

う。

２．注目すべき教育の特色一オーストラリアとニュージーランド

オーストラリアは我が国の約２２倍の広大な国土をもつ国に、１８００万余の人々

が住む国である。人々の多くは主に東部海岸地帯に住み、６州２直轄区に区分されて

いるとはいえ、人口密度は海岸地帯と内陸部では大きな差がある。一方、１９０１年

に英連邦内の自治国となって以来白豪主義政策をとっていたが、１９６０年代半ばに

白豪主義を放棄したことにより世界各地からの移民が増加し、いわゆる多文化国家に

変容してきている。人口の約５００万人は第二次世界大戦後に世界中の１００か国以

上から移民してきており、最近はアジア地域の出身者の増加が目立っている。この他

に先住民のアボリジニーやトーレス海峡島しょ民が３０万人以上（１９９６年国勢調

査）おり、この数は増加の傾向にある。国土と国民のこのような現状は、当然教育面

でも種々の影響をもたらしており、それが特色ともなっている。まさに変化の激しい

世界各地で生起している問題の多くをこの国でみることができる。歴史はまだ２００
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年余りと浅い国ではあるが、宗主国英国とは違った独自性を積極的に取り入れた教育

の推進に努力している。我が国の教育を考える上で多くの示唆を得ることが可能であ

り、我が国としても決して軽視してはならない諸施策をみることができる。以下にそ

の中の主な特色を記そう。

①地域主体の教育を心掛けていることである。連邦政府の教育省は高等教育の責任

を担うが、初等教育・中等教育・職業教育については州・区政府の教育省が担当する

体制となっている。しかし、その施策実施の過程においては地方・地域の住民の意向

を反映させており、連邦政府或いは州政府は学校経営や教育内容にいたるまでガイド

ライン（指針）を設定するに留まっている。具体的にはニユーサウスウエールズ州で

は教育行政機関として学校審議会（SchoolCouncil）を設置するように方針を出して

いるが、その設置は地域・地区により様々である。西オーストラリア州でも同じで、

学校審議会とＰ＆Ｆ（Parent＆FriendsAssociation-我が国のＰＴＡに類似の団体）

の両方を設置する学校、どちらか一方だけを設置する学校などがあり、その設置は学

校に任されている。教育内容についても同じで、自分の学校ではドイツ語とフランス

語を教えるが、隣の学校では日本語とインドネシア語を教えるといった具合に｢地域

のおらが学校｣との意識が強い。いわゆる学校主体の学校経営（School-basedMana-

gement）がなされているといえる。

②平等と公正、質の向上を目指す教育であること。前記したように、日本の約２２

倍の国土に日本の人口の約７分の１の約１８００万人が住む国家であること、それに

世界の多くの国からの移民と先住民で成り立つ国家であることは、多文化・多民族で

多くの遠隔地を抱える国であることを示している｡この中で国家として統一するには、

これらの現実を見据えた理念が要求される。それが平等と公正、質の向上であり、教

育はこの理念の実現に向けたものであることが要請される。連邦政府も州・区の政府

も「不利益な立場に置かれている人々 」（disadvantagedpeople）に対する教育の保

障を積極的に推進しようとしている。遠隔地に住む人々に対する教育、障害者に対す

る教育、先住民に対する教育、経済的に困窮している者に対する教育、移民に対する

教育などがそれである。中でも移民に対しては、特に言語教育を重視しており、それ

も英語社会で生活できる英語力の習得だけを目標とはせず、母語を大切にさせる言語

教育を重視していることである。これは先住民に対しても同じで英語の習得と同時に

彼らの文化を尊重する母語の学習も保障してきている。国民全体の平等と公正及び質

の向上を考慮した教育を実施している。

③子どもを中心とした教育であること。①で地域主体の教育を心掛けていることを

記したが、このことは学校現場でもいえる。教員に大きな裁量が認められ、教員は子
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どもの実態に対応した教育を展開している。具体的には教育内容の選択、教科書の作

成、独自の教育方法（１単位時間の弾力的運用など）などがそれである。また、生活

面では各学校に教育心理学を専攻したカウンセラーが学校単独か数校かけもちで設置

されており、子どもの悩み・相談に日常的に対応している。さらに、図書館利用の指

導が初等教育の早い段階からなされており、子どもの興味関心の喚起に大きな役割を

果たし、上級生は自分で図書検索を行い必要な情報を各自で得ている。このように子

どもの学習に対する興味の喚起や生活上の相談等に対応できる体制がとられている。

④科学技術の進歩を積極的に取り入れた教育であること。広大な国で遠隔地にまで

教育を徹底させるには何らかの手段が必要となる。オーストラリアでは当初から遠隔

地に対する教育が要請されていたため、種々の手段がとられた。１９４０年代までは

無線やラジオを利用した通信制学校（CorrespondenceSchool)、５０年代から６０年

代にかけての放送学校（SchooloftheAil,)、７０年代以降の人工衛星（AUSSAT）利

用による教育、そしてテレビやコンピューター利用による教育と絶えず科学技術の進

歩を取り入れた教育がなされている。学校現場では、すでにノートや鉛筆の代わりに

ノート型のパソコンを全生徒にもたせて日常の授業を実施している私立学校もある。

以上、オーストラリア教育の特色の主なもののみを挙げたが、これら一つ一つが我

が国の現在の教育に大きな示唆を与えてくれよう。

ニュージーランドは、横浜市より少し多い約３５０万人の人口があり、北島と南島

から成っている。１９０７年英国の自治領となり、１９４７年英連邦の１国として独

立して現在に至っている。この国も８割近い約７８％が白人で、多くは昔ヨーロッパ

から移民してきた祖先をもっている。また、１３％が先住民のマオリ族で、約５％が

南太平洋諸国から移住してきた人々である。オーストラリアと比較して、この国は教

育に限らず種々の面で宗主国英国の影響を残している。しかし、特に１９８０年代末

より教育面で大きな改革を断行し、従来の教育体制を変えようとしている。そこで、

主な教育の特色を以下に記し、我が国の教育を考える一助にしたい。

①中央集権体制から地方分権体制への移行である。従来の教育体制は中央の文部省

に権限が集中しすぎ、文部省機構の肥大化をもたらしていた。すなわち、文部省一地

方教育事務所（全国３地域に分割）－教育委員会（全国を１０に分割して設置）の行

政系統のもとに、就学前教育・初等教育を担当する学校委員会、中等教育を担当する

中等学校委員会、高等教育機関を担当する審議会／委員会が設置されて教育行政を担

当していた。この体制を中央段階では文部省を改組し、地方段階では各学校に「学校

審議会」（BoardofTrustees）を設置して学校運営の責任を負わせるという大胆な改
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革を実施した。また、学校運営を円滑にするため「学校憲章」（Charter）を制定し、

承認されればそれを拠り所として運営させる体制をとっている。

②教育活動を調査する機関の設置である。学校段階に導入された学校審議会が当初

の目標のように機能しているかどうかをチェックする機関として「教育調査・監査機

関」（EducationReviewOffice）を設置した。これは全国を１０に分割して設置され

た地区事務所（DistrictOffice）で管轄下の学校を調査し、学校側から報告書の提

出を求め、問題が有る場合は中央の機関（CorporateOffice）で再検討を加え善処す

るものである。実際に係官が学校に出向いて数日にわたり検査するものである。

③先住民のマオリ族に対する施策である。１９８０年代末の教育改革はマオリの学

校段階での経営管理に彼らの参加を認めたが、それ以前からマオリのためのマオリに

よる教育機関が種々創設されていた。それが教育改革以後はより加速されており、こ

の動きが今後どのように発展していくか注目する必要がある。ニュージーランド社会

では公式文書は既に英語とマオリ語の両方で記述されているものが多いが、加えてマ

オリ語による教育機関が今後増加していく傾向にあることを考えると、ニュージーラ

ンド政府の文部省がどのように調和のある教育体制を築いていくか注視しなければな

らない。オーストラリアにおけるアボリジニー自身のオーストラリア社会に対する態

度とマオリのそれとは大きく異なっていることを考えると、十分な情報を得て的確に

分析していくことが必要である。

以上､オーストラリアとニュージーランドの教育の特色の主なもののみを挙げたが、

これら以外にも注目すべきものがある。例えば教育制度自体（ニュージーランドの中

間学校一IntermediateSchool)、言語教育への対応、教育援助のあり方、私立学校

に対する両国の対応、障害者に対する教育、職業教育さらには就学前教育など今後よ

り以上の研究が望まれる分野も多々ある。我が国はもちろん世界的にみても注目すべ

き課題が残っている両国について研究を進める意義は大きい。

3．我が国におけるオセアニア教育研究の動向

上記の特色を有するオセアニア地域の教育に関する研究は、最近になって若い研究

者を中心に漸次多くなってきている。種々の教育関連の学会において、最近は少なく

とも１本の研究報告がなされるようになった。しかし、その数はまだ多いとはいえず

満足できるものではないと言わざるを得ない。

そこで、ここでは日本で最大の教育研究団体である日本教育学会及び全国規模の専

門学会の紀要に掲載された論文及び本学会の紀要等を通じ、オセアニア教育研究の動
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向を記し、今後の研究の必要性を再確認したい。

オセアニア教育の研究は、本学会の前身であるオーストラリア教育研究会・オセア

ニア教育研究会が出している４号を数える紀要「オーストラリア教育研究」（第３号

よりオセアニア教育研究）でみられる。紀要には研究論文１７本、研究ノート１本、

現場報告２本、書評１本が掲載されオセアニア地域の教育研究のいわば先導的役割を

担ってきたといっても過言ではなかろう。

１９９０年代に入り、研究の成果は種々の学会や全国規模の専門学会で発表される

ようになり、専門学会の紀要に掲載されるものが出てきた。最も権威のある紀要とい

われる日本教育学会の紀要「教育学研究」に次のものが掲載され、この面の研究に弾

みをつけた。「ニュージーランドにおける教育行政改革」第５６巻第２号（笹森健）１９

８９年と「オーストラリアにおける言語教育政策一公正と質の向上の視点から一」第６２

巻第４号（神鳥直子）1996年がそれである。

また、我が国の外国教育研究の中心で専門学会である日本比較教育学会の紀要「比

較教育学研究」には、１９９１年以降殆ど毎号にオセアニア地域の研究の成果が掲載

されるまでになっており、研究が着実に成果を挙げてきていることがわかる。掲載年

順に掲載論文を列挙すると次の通りである。「豪州ニユーサウスウエールズ州の教育

改革一教育行政制度の地方分権化政策を中心に－」１７（笹森健）１９９１年、「多文化

主義がもたらした「新しいオーストラリア」に関する考察」１９（樋口信也）1993年、

「オーストラリアにおける英語以外の言語教育政策一多民族社会における教育の保障

の観点から－」２０（神鳥直子）１９９４年、「オーストラリア高等教育におけるリカレ

ント教育一成人学生増加の背景と８０年代以降の動向一」２１（出相泰裕）１９９５年、

「オーストラリアにおけるナショナル・カリキュラムに関する考察一実施過程を中心

に一」２２（佐藤博志）１９９６年、「ニュージーランドにおける学校理事会一学校の教

育活動に対する父母・地域の教育要求の反映の視点から－」２３（福本みちよ）１９９７

年、「オーストラリアにおける子どものための哲学教育一思考力を育成する道徳教育の

ための一考察一」２３（西野真由美）１９９７年、「高等教育システム改革に関する豪英

比較一「二元制」から「一元制」.への転換過程」２４（杉本和弘）１９９８年。

さらに、他の全国規模の専門学会にもオセアニア地域の教育研究の成果が掲載され

るようになっている。日本教育行政学会の紀要「日本教育行政学会年報」には、「オ

ーストラリアにおけるSelf-ManagingSchoolに関する一考察一多文化主義政策の観点

から－」２１（見世千賀子）１９９５年と「豪州ヴィクトリア州における学校財政制度に

関する考察一学校への財政権限委譲と学校改善の関係構造の解明」２３（佐藤博志）

1997年がある。また日本教育制度学会紀要「教育制度学研究」には「豪州ニユーサウ
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スウェールズ州における学校審議会に関する考察一学校長と父母・地域社会の連携を

視点として－」第４号（伊井義人）1997年、日本教育経営学会紀要には「オーストラ

リア首都直轄区の学校評価に関する考察一自律的学校経営における学校評価の役割に

着目して－」第３８号（佐藤博志）1996年と、全国規模の種々の専門学会に論文が掲

載され､研究成果が報告されている。これらの執筆者は大部分若手の研究者であり、今

後の活躍を期待したい。

ここでは、日本教育学会と全国規模の専門学会の紀要に掲載された研究成果を紹介

したが、この他にも会員所属の各種学会、大学学部紀要、研究室紀要、雑誌等にも発

表されるまでになった。より一層高いレベルの研究成果を専門学会の紀要等に掲載さ

れるよう努力していきたいものである。

一方、最近は文部省科学研究費による「総合研究」や「特別研究」のプロジェクト

に、オセアニア班或いはオーストラリア班としてこの地域の研究者が加わり、世界各

国を研究するプロジェクトに「オセアニア地域」が位置づけられるようになって積極

的に研究を推進している。そして、プロジェクト全体の成果を収録した報告書に、オ

セアニア関連の論文を発表している。

報告書が出されたプロジェクト名とオセアニア関係の参加者は次の通りである。

．「後期中等教育の史的展開と政策課題に関する総合的比較研究｣－研究代表手塚武彦

平成２－４年度（オーストラリア班一笹森健、前田耕司、佐藤晴雄）

．「国際理解教育の理論的枠組と学習内容に関する国際的比較研究」－研究代表樋口

信也平成４．５年度（オーストラリア班一樋口信也、笹森健、小山内洗）

．「国際理解教育の教材と教員研修に関する国際的比較研究」－研究代表樋口信也

平成６．７年度（オーストラリア班一樋口信也、笹森健、小山内洗）

．「学校と地域社会との連携に関する国際比較研究」－研究代表金子忠史

平成６－１０年度（オセアニア班一樋口信也、笹森健、神烏直子、福本みちよ）

．「多文化教育に関する総合的研究一公教育におけるエスニシティヘの対応を中心に

研究代表江原武一、平成８．９年度（オーストラリア班一樋口信也、笹森健、

見世千賀子、神鳥直子）

．「学校評価に関する実証的研究」－研究代表牧昌見、平成８．１０年（佐藤博志）

以上、オセアニア教育研究の動向をみてきたが、南太平洋諸島の教育についての研

究成果の報告はまだない。我が国に示唆を得ようとする観点からは研究の対象とする

には議論があろうが、教育協力と援助の面から現状を正確に把握して情報を提供する

ことは本学会の使命の一つである。
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全体とすれば若手の研究者が積極的に研究を進めてはいるものの、まだ一部の者で

あることは否定できない。今後全国的に多くの者が研究を深めて全体のレベルの向上

に貢献してほしいものである。

おわりに

従前のオセアニア教育研究会が１９９７年１２月に「オセアニア教育学会」として

再出発したのを機にオセアニア教育研究の意義と必要性について本稿を纏めた。総括

的に言えば以下の諸点から今後益々研究を深める必要性があろう。

第一に、本学会は従前の「研究会」として運営された時期からすでに我が国のオセ

アニア地域の教育研究の先導的役割を果たしてきたといえるが、更なる研究を深めて

我が国の外国教育研究の発展に貢献できるように努力しなければならない。我が国の

教育研究に対する認識は、客観的にみても欧米の教育研究に偏重していることは多く

の研究者が指摘するところである。日本では忘れ去られた面（例えば創造性重視の教

育など）を教育活動で今なお実践しているオーストラリアやニュージーランドの教育

を研究する意義は大きいといわざるを得ない。

第二は、世界的に大きな問題となっている移民の受入れと対応、それに伴う言語教

育の問題は、我が国は勿論世界各国の英知を結集して解決すべき課題である。これら

の問題に積極的に取り組んでいるオーストラリアやニュージーランドの教育から学ぶ

べきことは多い。

第三は先住民族への対応も学ぶべき点である。オーストラリアとニュージーランド

の対応は対照的であり、我が国をはじめ先住民族を抱える国の対応のあり方に示唆を

与えるものと考える。国民一人一人の人権を保障することは国家の大命題である。と

りわけ不利な立場に置かれている人々については多くの困難が伴うが、種々の施策を

展開している両国の取組から何らかの示唆を得られるものと考える。

第四に障害者教育及び就学前教育についても学ぶところは大きい。初等教育の段階

からの障害者に対する理解を深める教育は、そのまま社会生活のあらゆる場面で見ら

れ、あらゆる施策に盛り込まれている。国民一人一人を尊重する教育は示唆が多い。

第五は国民主体の教育行政政策は、我が国のあり方に大きな示唆を与えてくれてい

る。「はじめに国民ありき」とする考え方が施策の根底にあり、権威に対して批判的

である。連邦段階で提示する種々の施策に対し州レベルさらには地域レベルで独自の

判断を下して、弾力的施策を現実に展開しており学ぶことは多い。

とはいえ、「オセアニア」地域はオーストラリアとニュージーランドだけではない。
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二国以外の国･地域についても今後情報の収集につとめる努力を惜しんではならない。
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【オセアニア教育学会創立総会講演】

学会の創立を記念して谷内達（東京大学）

本日はオセアニア教育学会の創立、誠におめでとうごきいます。創立と申しまして

も、既に百数十人の盛大な学会になったそうでございまして、また研究会ということ

で長く、たくさんの実績を積まれておられます。今ご紹介いただきましたように、私

はオーストラリア学会という、もう少しシンプルな名前の学会の事務局長を１０年近

く務めております。オーストラリア学会の場合は、何も研究会としての実績を積まず

に２０数人で作ってしまいまして、それからいろいろな方にお入りいただき、やっと

200人を越えたところでございます。地域を限って、また教育という分野に限っただ

けでこんなにたくさんの人がおいでになるということは、これは笹森先生をはじめと

いたしまして、皆様方の大変ご活発なご活躍の成果であるかと思われます。

私は教育ということをそれほど研究しているわけではなく、私の専門は地理学でご

ざいます。地理学というのは実際に歩き回って確かめたことだけを言うという、良く

言えば実証的、悪く言えばスケールの小さい分野でありますので、今回も、実証的と

いうと言い過ぎかもしれませんが、あまり抽象的な言葉をならべて一見高遥なことを

話すよりは、私自身の過去の経験から、私とオーストラリアあるいはオセアニアとの

関わりというのを、身の上話の中で、私の感じていることを所々で話していきたいと

思います。教育にはまったく門外漢である人間が、感じたままのことを自由に思いつ

きで話しをさせていただきますので、皆様方のご活動あるいは教育に関する研究に関

して、無知蒙昧と申しますか、誤解があるかもしれませんが、お許しいただきたいと

思います。

身の上話と申しましても、生まれた時からのことを話しても仕方がないので、中学

校からの話をしたいと思います。私の在学しておりました中学・高校は、現在の筑波

大学附属でありまして、当時は正に教育と名の付いている東京教育大学附属中学校・

高校でありました。いわゆる旧制の高等師範附属中学校でございます。そして、そこ

に大変名物の地理の先生がおられました。その先生は大変お年を召した方で、私が２

年生のときに定年でお辞めになられたという先生でございました。お名前を山本ゆき

お先生と申しまして、確か戦前に出版された百科事典などの執筆にも加わっておられ

たりという、地理教育の分野では相当偉い先生だったということです。しかし、将来

私が地理学あるいはオーストラリアないしオセアニアと縁ができるとは夢にも思わな

かった中学校の１年生、２年生の頃でしたから、変なおじいさんが妙なことを言って
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るという軽度の認識の先生でありました。そして、私の中学・高校の何十年も年上の

先輩と話しても、この先生は必ず共通の話題になるというぐらい長年お勤めになられ

た名物先生でありました｡この先生のニックネームが、‘オーシヤン，と言いまして､当

時ですから、上級生から‘あれはオーシャンだ，と言われるとかなりの人がウイスキー

だと思ったらしいのですが､もちろんこのオーシヤンはオセアニアと同じ海のオーシヤ

ンであります｡もちろんご承知とは思いますが､現在の地理教育とは全然やり方は違っ

て、当時の中学校の地理教育では、日本一周・世界一周を割と隅々まで丁寧にやって

おりました。そしてその世界一周の順番として当時の標準コースであり、かつ教科書

もそういう順番になっていたのが、アジアからアフリカ、ヨーロッパ、南北アメリカ

と進んで最後にオセアニアというコースであり、大概の場合オセアニアは時間切れで

やらないというのが当時の状況でありました。そのオーシヤン先生がなぜオーシヤン

と名が付いたかといいますと、最初にオセアニアから始めて、逆回りで最後にアジア

をやるという、彼の信念であり、その方針に由来しているということでした。、

そのことが、何十年も前の先輩と話しても通じるということは、昔からそうだった

らしいのです。まだ中学１年の１学期が始まったばかりで、英語を習いはじめた頃で

ありまして､オセアニアというのは英語で広い海の｢ocean｣という言葉が起源なのだと

いうことから始まって、「オーシャン」というのは発音がだめだとか、「オウシャン」と

いうのだとか一癖あるというので“オーシャン'，という名前が付いたのであります。

余談ですが、この先生に高校で世界史を教えているお子さんがおられまして、親子で

中．高の先生をしているというめずらしいケースなのですが、彼は当然ニックネーム

が‘子シャン’でありました。そのオーシャン先生のオセアニアから世界一周を始め

るという方針の理由を申しますと、要するに一番簡単だから先にやるということなの

です。私も地理学を専門にしておりまして、中学や高校の教科書の編集をお手伝いし

たり、地理教育に関しましては同業者もずいぶんいる関係から申しますと、確かに中

学校の最初にいきなり朝鮮半島は南北に３８度線で分かれておりますとか､中国では人

民公社ができたなどという話をするというのは難儀なわけです。アジアは歴史も大変

であるし、ややこしい地域なわけで、それに比べるとオセアニアはまず歴史がややこ

しくなく政治的な話はほとんどしなくてもよく、非常に素朴な意味で、自然について

も人についても割と単純な話ができるという面があり、それがオーシャン先生の教育

上の配慮であったかと思います。

この事を、やや一般的に日本におけるオーストラリアないしオセアニア研究の意義

ということに結び付けるとすると、オーストラリアなりオセアニア地域の専門家にな

るとか地域研究をやるというようなことを思わなくても、あることを議論するのに一
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種の実験室というかケーススタディ、あるいは実験動物的なものとしてオーストラリ

アやオセアニアを扱うということは、楽であるというと誤解を招きますが、複雑な要

因が比較的少ないという点で割と詰めた議論ができるのではないかと思います。私の

場合も地理学の分野でいろいろ議論するときに、オーストラリアを扱う場合、案外開

拓当初からの記録が残っており、そのような意味で議論をしやすいということを感じ

ます。私の学位論文も「天然資源と都市の発展との関係」というテーマで執筆したの

ですが､その場合も１８００年代のオーストラリアの一番古い時期からの記録が大学の図

書館などに残っており、例えば、囚人のリストのようなものまで見ることができ、当

然小さい町の盛衰といったものを詳しく知ることができたわけです。そういう意味で

は、オーシヤン先生のお考えは、ただオセアニアは簡単だからということだけではな

く、少なくともある問題を絞って話をしやすいということであったと思われます。

そのように、大変面白い先生ではあったのですが、実は正直に申し上げますと、私

の個人的趣味はアフリカにありました｡いつかアフリカに行きたいと思いながら中学・

高校を通じてアフリカの本を読み漁りました。読み漁るといっても、その当時、書店

には日本語で読めるアフリカに関する本など旅行記のたぐいなどしかないわけです。

そして、ついに身の程知らずにも、ジョン・ガンサーの『アフリカの一幕』という専

門書にまで手を出しまして、何も分からないのに無理矢理読んでいました。ちょうど

その頃ガーナが独立したり、多くの国が独立しつつあるときで大変注目されていまし

た。そのようなわけで、結果的に私が実際にオーストラリア及びパプア・ニューギニ

アを中心とした地域に関わるのは就職してからであります。私は結局地理学の方へ進

みましたが、その時も別にオーストラリアをやるというつもりはなく、やはりアフリ

カをやるには地理学が一番良いと思っていました。先ほど申しましたように、地理学

は自分の足で歩いて論文を書かなくてはいけないという分野であります。今は割と気

楽に学部や修士の学生でも外国へ行って論文を書く人が出てきましたが、当時ですか

ら外国などに行けるわけがありませんでした。ですから、たとえ外国を対象にしよう

と考えても、修士ぐらいまでは国内の地域調査の経験を積むというのが一般的であり

ました。私も会津の山奥で卒業論文を書き、能登半島で修士論文を書くということを

やったわけです。

ちょうど私の世代はいわゆる紛争世代でありますから、その頃の大学は滅茶苦茶で

したからこのまま大学にいても仕方がないという状況で、修士を終えたあとに通産省

所管の特殊法人であるアジア経済研究所（以下アジ研）に就職しました。アジ研とい

うのは名前はアジアですが第三世界を、広くソ連や東欧まで含めたほとんど海外の大

部分を対象としておりましたので、アフリカへ行けると思っていたのですが、その時
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オーストラリアを中心にオセアニアを研究するプロジェクトがあり、経済学専門の方

と２人でそれをやることになってしまいました｡それが1970年のことであります｡ちょ

うどいわゆる資源ブームその他で鉱産物の貿易であるとか､牛肉のトラブルなどがあっ

た時期で、おそらく私の専門が地理学だったので鉱産物や鉱山といったことには都合

が良いという判断であったのかもしれません。アジ研では幸いなことに、このことは

今でも幸いだったと思っているのですが、３０歳そこそこの若い研究員を家族連れで２

年間現地に派遣するという制度がありました。派遣される先にもいろいろあります

が、オーストラリアに派遣されるのは楽な方でありまして、他にはかなり当時生活条

件の厳しいあやしげな国で、とにかく派遣されて２年間生き延びてくるというような

ものもありました｡そのような訳で､私も３０歳になっていなかったと思いますが､1970

年代の半ばに、家族を連れてオーストラリアに行くことになりました。

オーストラリアで２年間暮らしましたが、上の子が３つか４つになって近所の幼稚

園に通わせたり、大学からあてがわれた宿舎の目の前の小学校で毎日小学生を見てい

たりというような生活でした。アジ研の仕事での派遣でしたので、キャンベラのオー

ストラリア国立大学の居侯になっており、そこの地理学のセクションの客員研究員に

なっていました。そこで、一番親しく議論などをしていた方の奥さんが地元のハイス

クールの地理の先生をしていたということで、結果的にはずいぶんお話をうかがいま

した。同時に、ある教科書会社から『世界の地理教育シリーズ』という大シリーズの

オーストラリアの地理の教科書の翻訳を人づてに依頼されました。外国でその国の本

を日本語に訳したことはその時しかありませんが、ある意味では非常に良い経験でし

た。現地にいるということで、確認及び実質的な裏付けを容易に取ることができ、原

著者にもすぐ会えるので、話しながら作業を行うことができました。また中身もさる

ことながら、後ろの方の数ページにわたって、翻訳だけではなくオーストラリアの教

育事情について書くように依頼されました。その時に、先ほど言いましたが奥さんで

先生をされている方や原著者、その他いろいろな方と話をしながら、少なくとも地理

に関しては教育状況をうかがうことができました。

その時に驚いたことは、企画した日本の教科書会社の編集の方はとても気楽に考え

ていたようですが、少なくとも１９７０年代当時、まず翻訳する教科書を選ぶのが大変で

した。日本であればそれがどこの教科書会社であろうと、どの教科書をとっても文部

省があれだけしっかり縛りつけていれば、細かいところは違ってもどれもみな内容は

同じわけです｡オーストラリアでも１９６０年代までは日本と同じような状況であったら

しいのですが、完全に自由化になったことで、州政府が教育を管轄するという状況の

ため、国定教科書も検定教科書もなく、包括的にオーストラリアについて記述してい
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る教科書がないということで、とても大変だったわけです。当時のオーストラリアの

ハイスクールなどで使っていた地理の教材というのは、３０ページや５０ページほどぺ

ラペラのパンフレットのようなものがついており、それぞれの出版社が勝手にこれを

授業に使ってほしいと思いながら作るわけです。共通の教科書ではなくて、先生がこ

れを使えば役に立つと考えて使うという点で、大学と似ているわけです。それも、概

論的な本があまりなくて、例えば『オーストラリアの羊について』というベラペラの

本が１冊あったり、『オーストラリアの水資源について』というようなものがあったり

するわけです。もちろん外国地理の場合でも世界一周などやらず、もし日本を教えた

いのであればこれを使ったらいかがですかという『Japan』という本があるわけです。

そしてその『Japan』という地理の教科書に､折り紙の折り方から君が代の楽譜まで載っ

ているという面白い教科書があったのですが、オーストラリアの人がみなそれを使っ

ているわけではなく、州政府からの最低限の要請で、外国地理の場合ヨーロッパやア

メリカばかりになってしまうと困るということで最低アジアの国を１～２ケ国必ず扱

うということで、それがたまたま日本であったりインドネシアであったりするわけで

す。そして、どの国を勉強するかは学校どころではなくて、先生の勝手です。当時、そ

のような状況を聞きました。たまたまその時、比較的厚くてオーストラリアのことが

いろいろ書いてある教科書を見つけまして、それを翻訳することになりました。です

から後ろの方に、くれぐれもこの教科書はオーストラリアで一斉に皆が使っているわ

けではありませんということを書かなければならず、ずいぶん日本と様子が違うなと

いうことを感じました。

その日本に関する教科書は、サムライの話から、天ぷら屋のカウンターの写真、い

ろいろと日本人の生活に関することが書かれており面白かったです。日本で外国のこ

とを紹介する場合に、このようなことは必要かなと思うほどの内容でありました。少

し話が逸れますが、どこかの機関が外国の教科書がこんなに日本のことを間違って書

いてるということを調べておりました。確かにけしからんことかもしれませんが、私

は間違っても仕方のないほど事細かに教科書に書いてあるために起こることであると

思います。逆に日本の場合は無味乾燥な通産省のレポートの様な外国地理教育であっ

たわけですから間違いようがなく、また､公式の統計などのみを基にして教科書を作っ

ているわけですから面白くも何ともないわけです。しかし、どのようなものを食べて

いるのかというようなことを書いていくと、だんだんどこかで間違いが出てきます。

そういう所でずいぶん日本と違うなと感じました。どちらが良いかということは一言

では言えませんが、おそらく日本の中だけで地理教育の議論をしていると、日本の中

での枠組みでしか議論できないので、こういうまったく違うオーストラリアのような
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地理教育のやり方があるということをより多くの人が知っていた方が、物の考え方を

広げるためにはいいのではと思いました。もちろんオーストラリアの真似をするとい

うことではありません。これはもう２０年ほど前の話でありますので、今はずいぶん進

んできただろうとは思います。

それから、アジ研から北海道大学へ移りましたが、北大時代はそれほどオセアニア

とのつながりはありませんでした。その後三重大学に移りました。三重大学には全国

でも数少ないオセアニアという名前が入っているコースがある大学でありまして、そ

こに引き抜かれたわけです。アジア・オセアニアということでアジアと抱き合わせな

のですが、オセアニアを研究している人間ということで私がそこに呼ばれまして、し

ばらく中国の歴史の先生や東南アジアの社会学の先生などと一緒におりました。

そのあとに、現在の東京大学の教養学部に移ったのですが、三重大学時代に、豪日

交流基金が出資し、オーストラリア研究シンポジウムを発足させました。私はそこで

企画委員を務めました｡その時のメンバーが先ほど話しました２０数人のオーストラリ

ア学会のきっかけになったわけです。その当時は企画委員会のメンバーやそこで話を

してもらう人を探すのが非常に大変でした。それに比べると、現在はハネムーンの行

き先の第１位であるとか、非常に気楽に学生諸君もオーストラリアを訪れるという状

況になりまして…。

これが大急ぎで述べた身の上話なのですが、そのような経験を踏まえてその中で感

じてきたことを、必ずしも教育ということではないかもしれませんが、教育にもアナ

ロジーが効くのではということで述べたいと思います。アジ研のときの活動もそうで

ありましたし、三重大学のアジア・オセアニアコースのときも、現在のオーストラリ

ア学会でもそうなのですが、いわゆる地域研究という言葉に付きまとう問題は、地域

研究ということと、蛸壷的な意味での専門分野､つまり経済学や教育学､地理学といっ

たものとの両立が非常に微妙なわけであります。オーストラリア学会は一応建前とし

てはその理想を追おうとしています。つまり分野は問わずということにして、かつ、分

科会も作らないということで経済屋さんであれ、文学屋さんであれみんな一緒にやろ

うということにしたのです。この事を学際的というと聞こえは良いのですが、国際と

いうのは‘国，が前提になっていてそれがお互い仲良くする、関係するということで

あるように、学際というのは‘学，が残るわけです。つまり、究極にはオーストラリ

ア学にするのかどうかということは非常に微妙な問題になってくるわけです。実際に

はオーストラリア学とすることのメリットとデメリットがありまして、下手をすると

悪い意味でのオーストラリアオタク、オーストラリアマニアになってしまい、ただの

オーストラリアのものしり屋さんになってしまうのです。やはりその議論をするとき
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には、せっかく長い伝統をもつ経済学なら経済学の研究方法を地理学なら地理学の研

究方法というものをしっかりとやることを前提とした上で、共通のフィールドである

オーストラリアをやるということにしなければいけないのではないかと思うわけです。

そういう意味では、長い伝統をもつ専門分野でのデイスプリンというものは折角だか

ら大事にしたいということを､アジ研のときにも感じました｡アジ研の場合はプロジェ

クト主義ですから、何学などと言う必要はないのですが、しかしそれでも経済学をき

ちっとやった人、地理学をやっていた人、政治学をやった人などが一緒になって研究

するということになるわけです。ですから、初めからオーストラリア学であるとかイ

ンド学であると言うことは必要なかったのです。個人のディスプリン及び研究の基盤

はやはり伝統的な分野のデイスプリンとして行いながら、プロジェクトとしては横断

的に行うといううまい使い分けができるのかどうかということを、特に三重大学では

大変悩んだわけであります。具体的には、学部レベルで経済学もろくに分からず、ア

ジア・オセアニアコースに入った学生にいきなりアジアやオセアニアの面白おかしい

話をして良いのだろうかということがありました。つまり、地域としてヨーロッパや

アジアをやるということは今とてもはやりですが、それは学問として行おうとすると

あまり適さないことがあり、ただ地域を対象にしただけですとただのオタクになって

しまうということが考えられます。大学院にも進まず、就職先も大学で何を勉強した

か関係ないと割り切ってしまえば、大学をカルチャーセンターのようなものだと割り

切ることもひとつの考えかもしれません。学部教育では学問や理論をやるよりは、実

際の生きたアジアなりオーストラリアなりの話をする方が学生のためであるという現

実論はあると思うのですが、真面目な意味で研究として考えると、それで地域研究と

いうものが成り立つのかということは非常に難しい問題なのです。よく私が頼まれ

て、今、日本でオーストラリアの地域研究をやっている人はどんな人がいますか、ど

んなことをやっていますかと聞かれたり、オーストラリアの地域研究における地理学

の寄与について書いてくださいというようなことを言われるのですが、答えにくいわ

けです。それは、機械的にやれば自分の知っている範囲の学術雑誌のタイトルを全部

ならべて、少しでもそのフィールドがオーストラリアであるものを挙げていけばかな

りの数があるわけです。ところが書いた本人がオーストラリア研究をしているつもり

はまったくないということがあり得るわけです。端的な例を申し上げますと、私の同

じ大学の理学部で自然地理学を専門にしている私と同い年の教授がいるのですが、彼

は乾燥や砂漠、砂丘というものを専門にしていまして、何回もオーストラリアに行っ

ているわけです。砂漠化や砂丘ということを議論するために、もちろんアフリカでも

良いのですがオーストラリアも自然科学的には興味深いということで、いろいろ細か
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い調査をしていくつも論文を書いています。

しかし彼はオーストラリア研究者かというと本人はまったくその気はないし、私も

入れとはいいませんが本人もオーストラリア学会に入る気はまったくないというわけ

です。すなわち、純粋に自然科学としての自然地理学の追求のためにたまたま材料が

オーストラリアであるということだけだというわけです。これは実は人文・社会科学

の分野でもあり得ることだと思うわけです。つまり、一見外国地域を対象にしたから

といってその地域研究を総合的に行う一環として研究しているというつもりはまった

くないということ、そして特定の専門分野の研究のためにたまたまラボラトリーとし

て、あるいは実験動物的な意味で取り上げただけであり、最終的な目標は何かの理論

を極めるということであっても一向に構わないわけで、そのことが悪いといっている

わけではないのです。むしろその方が中途半端にオーストラリアの地域研究であると

して混乱してしまうよりは手堅く、学問的成果はあると思います。そして私自身もそ

ういった問題をいつも悩みながら、どちらをやっているのだろうかということを考え

てきました。

これを教育になぞらえて申しますと、日本の教育の在り方や一般的に教育の在り方

を考えるひとつの事例としてオーストラリアを取り上げることと、オーストラリアを

理解する上で経済・社会も大事だけれども教育面も重要であるということで研究を行

い、他の経済学や社会学の先生と議論してオーストラリア全体の中に教育を位置づけ

るということではだいぶ違うのではないかと考えられるわけです。また、かなり重な

るのですが、別の言い方をしますと、オーストラリアをより理解するために研究を行

うのか、それとも日本に関しての議論が最終目標であるがその事例としてたまたまオ

ーストラリアを参考にするのかでだいぶ違ってくるということがあります。そうする

と、最終的な目標が対象地域のよりよい理解をしていくということは、例えば豪日交

流基金などはそれを期待していると思います。しかし先ほど言ったように砂丘の研究

などが端的なケースかもしれませんが、最終的には自然地理学の自然科学としての一

般的な乾燥メカニズムの解明というところに還元するためにたまたまオーストラリア

の論文も役に立つだろうということもあるわけです。ですから、一般理論への還元か

日本の実態への還元かはともかく、オーストラリアのためではなくてオーストラリア

は利用する手段であって、最終的な目標はオーストラリアのよりよき理解ではないと

いうことはあり得るわけです。決してどちらが良いとか悪いとかということではあり

ません。

少し話しが堅くなってしまいましたが、妥協的あるいは誘導的な言葉かもしれませ

んが、おそらくどちらの立場であっても、少なくとも対象地域であるオーストラリア
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やオセアニア、パプアニューギニアというものをよりよく理解する上では、一人でカ

バーしなくてもけつこうですから横断的に、そしていろいろなデイスプリンをもった

方が一緒に議論する場があり、一緒に研究するプロジェクトがあるという方が、理解

しやすいということは当然なのであります。問題なのは、特定の専門分野の目的ある

いは一般理論、日本への還元のためにたまたまオーストラリアを取り上げた場合に、

少なくとも人文・社会科学関係の場合には分野横断的な視点が必要ではないかという

ことです。その砂丘を研究している先生にオーストラリアの文化にまで付き合えとい

うのは少しかわいそうかもしれませんが、やはり彼もオーストラリアの牧畜というよ

うなことは、自然科学の論文としては明示しなくても自分の研究との関連で気にはす

るわけです。ましてや人文・社会科学分野ですと、特定の現象を追いかけると、例え

ば私の場合ですと人口や年の盛衰を追いかけると割り切ろうとしても、どうしてもそ

こに歴史や制度、政治、それから場合によっては自然的なバヅクグラウンドまで考え

なければならないわけであります。私の場合はとくに天然資源との関係というものを

テーマにしていましたから、嫌でも自然のことがわかっていなければいけないという

ことがあります。そういう意味での分野横断的な視点というのは、おそらく外国をフ

ィールドにする場合には、たとえ理論への、あるいは日本への還元をめざして研究す

るのであってオーストラリアの包括的な地域研究の一翼を担うのではないという立場

で研究するとしても、やはりそういう分野横断的な視点というのがあってもいいので

はないかと思うわけです。

そのような視点が必要だという、少し気になる例を申し上げます。オーストラリア

にいた時に新聞を読んでいますと、日本ではオーストラリアの記事などは新聞にほと

んど出ませんが、向こうでは当然毎日のように日本のニュースや日本とオーストラリ

アの関係に関わることが出てきます。これは日本の新聞にもよくあることなのです

が、オーストラリアのある消費者団体の人が日本に行ってきたという記事が出ていま

した。日本へ行って、日本の消費者団体の人と会ったことやどこかの市の団体が言っ

ていたことなどというような非常に小さな事例が出てきて、それが一般化されて、日

本ではこのように消費者がとても強くて活発に活動しており、非常に進んでいるとい

うような記事になってしまうわけです。それはおそらく、調査団が日本へ行って、日

本では割と張り切っているところが紹介されて、その話を聞いて煽られるということ

であると思われます。日本の方もわざわざオーストラリアから来れば、見栄を張って

一番かっこいい事例を出すわけです。そして、感心してオーストラリアに帰ってその

ような記事にするということであると思います。しかし、同じ事を日本の消費者団体

がオーストラリアに行ったらやっているかもしれないわけです。オーストラリアに
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行って、似たようなことを聞いて、感心して帰ってきて、オーストラリアではこのよ

うなことを消費者は行っているというような記事にするというお互い様なことも考え

られます。これは少なくとも相手の客観的な状態を理解するのには程遠いわけです。

ただ強いて言えば、たとえそのような一面的、窓意的な、いわば過大評価があったと

しても､おそらくその消費者団体にとっては目的を達している可能性があるわけです。

日本の誤解が誤解でも良いわけです。どこかに夢の理想郷があることにしてしまえば

良いわけで、日本を模範にしてしまえば良いわけです。そのように‘日本では既にや

っている，というようなことをオーストラリアで叫べば、その消費者団体が主張する

ことを裏付けることができるわけです。日本でもよく聞く‘既に欧米では…,という

ことと同じであり、それはそれで政治的アピール効果はありますから消費者団体の話

ですから構わないとは思いますが、研究としてはどうかという感じがあります。です

から、ある特定の事例や分野に限ったものを、その背後にある文化や歴史といったも

のの中で位置づけることが大事であると思います。逆に裏返しのこともありまして、

一般にオーストラリアの話やスウェーデンの話などというと良い話ばかり登場して模

範的に扱われがちですが、逆にインドなどの話になるといつも悪い例ばかり取り上げ

られるという気の毒なケースがよくあります。その場合でも、歴史的、文化的あるい

は経済的な背景で見ないと本当に相手を理解したことにはならないわけです｡しかし、

悪い例として警告に使うだけであれば、むしろ気の毒ですが悪い例を出して脅かすと

いう方法もないわけではないのですが、研究としてはどうかと思います。

そういう意味で、研究として外国をフィールドにするときには、特定のテーマ以外

にそれに関わるであろう広い範囲のバヅクグラウンドを知っていることが大事なので

すが、別にこの事は目新しいことではなく、実は我々は少なくとも日本に関しては無

意識にやっていることなのであります。例えば日本だけを対象にして、日本の中だけ

で議論していると、簡単に蛸壷に入れるわけです。だからといって日本を事例とした

蛸壷研究が本当に蛸壷かというとそうではなくて、我々が自覚していないだけなので

す。そういう抽象論ではなく、具体的に地理学に関係した例で申します。日本での地

理学は昔は自然の側面と人間の側面とをごちや混ぜにするということが多かったので

すが、それでは学問的に論文を書きにくいということでどんどん蛸壷になっていきま

した。ですから、人文地理学では自然地理は勉強しなくて良い、あるいは自然地理の

人は自然科学に徹して人間の要素は気にしないというようなことになっていき、また

その方がすっきりとした論文は書き易いということでした。しかし、それでも日本の

人文・社会現象に関する人文地理の研究というのは、自然地理学とまではいかなくて

も、自然的な基盤であるとか自然環境、要するに単純なことでいえば新潟の方は冬に
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雪がたくさん降るとか北海道は寒いというような自然地理的なバックグラウンドとい

うものは、当然の前提になっているわけです。ですから、日本の都市の盛衰なり交通

のシステムなり、あるいは産業の問題なりということを議論している場合でも、暗黙

のうちにそれ以外の自然地理的なことは当然知っているわけです。当然日本の歴史に

関することも知っているわけです。おそらく論文に明示的に書かなくても、文化的な

ものもすべて下敷きになっているわけで、書く人が日本人であり、読む人が日本人で

あれば、それらはすべて飛ばせることなのです。ところが、例えばオーストラリアを

フィールドにして同じ事を行おうとすると、オーストラリアの自然に関して全く知ら

ないというわけにはいかないわけです。純粋に都市の問題や産業の問題を考えるとき

に、何も天然資源の知識とまではいかなくても、ここから先は全く雨が降らないとい

うようなことや歴史的な背景について知っていないと､何の議論もできないわけです。

つまり、分野横断的な視点が重要というと聞こえは良いのですが、少なくとも日本に

関して研究している限りは、我々は無意識にそれをやっているが自覚していないとい

うことであります。しかし外国を対象に研究をするときに怖いことは、バックグラウ

ンドを全く知らないで研究をすると先ほど述べた消費者団体のように特定のものだけ

を見て一般化してしまうというようなことがあるのではないかということです。

最終的にみなさんはいろいろな動機で研究をなされていると思います。従ってオセ

アニアへのよりよき理解のために教育面からアプローチするという位置づけの方もお

られるであろうし、あるいは日本の教育を議論する上で、より視野を広げるためにオ

ーストラリアやオセアニアの事例も参考にするという方もおられると思います。どち

らの立場でもけつこうですが、多少の温度差はあるにしても、常に研究の蛸壷的な意

味でのテーマに徹して論文を書くほうがすっきりしますが、常にその背後に日本にお

いて無意識に意識しているバックグラウンドというものを、対象国の歴史や文化、自

然まで含めて、より意識的に位置づけるようにしたいものだと思っているわけです。

[テープ書取り・文責萩原宏(茨城大学大学院)］
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オセアニア教育研究に期待するものテリー・ホワイト（豪州大使館）

創立おめでとうございます。私がずっとオセアニア教育研究会の仕事を遠いところ

から見ておりまして、みなさんのしていらっしゃる研究は大変重要性のあるものと

思っております。それはオーストラリア人の感覚からしてもそうでありますし、日本

の立場からも非常に重要な仕事かと思います。ですから今日、オセアニア教育研究に

期待するものということについて話をする機会をいただいたことを本当に光栄に思い

ます。みなさんに私が何を期待しているかということをずっと考えてまいりました。

私は日本のことが大変好きで、出来るだけ日豪関係を、もちろん今は非常によろしい

のですが、今後さらに経済の面、貿易・外交の面だけではなく、人のレベルで、一般

市民のレベルでさらなる進展をめざす必要があると思います。その中でも教育が重要

な役割を担っていると考えております。

何を期待するかということをずっと考えていたのですが「教育とは何か」そういう

観点から話を進めていきたいと思います。といいますのもオーストラリアの教育につ

いては、はっきりと言及するのが難しいのです。各州によっても違いますし、州の中

でも都会と田舎では大きな隔たりがあり、オーストラリアの教育とは何でしょうかと

いう問いには実際のところ我が国の専門家においてさえもはっきりしていないのが実

状です。しかし日本は非常に一元化されている教育制度を持っておりますので、その

両者の比較研究を行うことで、お互い何か得るものがあるのではないかと思います。

我々が教育に関して関心を持ったとき､たいていの場合現在のことだけを考えます。

つまり現在の教育制度のどこがよいかどこが悪いか何を改善すべきであるかといった

ことを考えるのですが、教育そのものを考えてみますと、やはりそれは将来への仕事

なのであります。例えば来年（1998年）の４月１日に一年生になる子どもたちは２０１５

年に社会に出るということになります。つまり「2015年にはどういう世界になってい

るのだろうか」ということまで考慮に入れなければならないのです。コンピュータ技

術などの革新によって､私どもの今やっております仕事が２０１５年の社会ではなくなっ

ているかもしれません。事務所に通勤せずに家で仕事をするようになるかもしれませ

ん。高齢化が進んでいく中で若者たちはどういう役割を果たすべきなのでしょうか。

彼らは社会に対してどういった貢献をしていくことが出来るのでしょうか。今、京都

で環境会議が開かれていますが、そういう点からも未来の社会像を模索しなければな

りません。ですからオセアニア教育研究にとって、歴史的分析をふまえた上で未来の

教育制度をどういったものにしていったらいいだろうかを考える、そういう視点が重

要であると思います。
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「教育」という言葉を考えてみますと日本語では「教える」と「育てる」の二つの

語がありますが､これは両方とも－大人から子どもへ－の意であり、つまり"downwards”

の考え方なのであります。英語のEducationはラテン語から来ておりますが、そのも

ともとの意味は「子どもから引っぱり出す」というものであります。つまり子どもが

自分の考えていることを発表する、または複雑な問題を分析してそして正しい答えを

得ていくことが、Educationの本来の意味なのであります。ですから日本の２０１５年の

社会においてどちらの用語法が適当であるかということも非常に重要なことであると

思います。

教育の役割、といいますか教育の主たる目的は、社会に貢献できる人材を輩出する

ことであります。今まで、特に日本経済という文脈の中でＯＬ、サラリーマンづくりと

いうことが教育の主な眼目とされてきたのですが、２１世紀のことを考えていきますと

社会に貢献できる人材の輩出がやはり重要になってきます。ですから研究の課題のひ

とつとして、現在頻繁に閣僚たちによって取りざたされる改革というものが果たして

ほんとうに出来るのだろうか、そしてそれに際して必要なものは何か、さらにどう改

革していけばよいのであろうか、もし参考にする例があるとしたならそれはどこにあ

るだろうか、などということがあげられると思います。オセアニアの教育､つまりオー

ストラリア・ニュージーランド、太平洋の様々な小さな国々の教育制度に目を向ける

ことは全て良いというわけではありませんが、研究して発表されていかれることを私

個人は大変期待しております。なぜなら、もちろん私は大使館の者ですから、オース

トラリアの良さを日本の皆さんにも分かっていただきたいのですが、それだけではな

く明治維新の時のように日本が海外の良い部分を自己に身体化していくことが非常に

重要なことであると考えるからです。

教育はいつからはじまるか、ということはきわめてアクチエアルな話題です。特に

その中でも言語教育は頻繁に議論に登場します。例えばオーストラリアでは小学校３

年生からアジアの言語を勉強しなければならなくなっています。それが義務となって

いるのです。なぜなら私たちはアジア太平洋諸国の中の一国であり、私たちの将来は

アジアにかかっていると考えておりますので、子どもたちが外国の言葉・習慣・考え

方が分からないというのではうまくいかないのではないかと思うからであります｡今､日

本でも一部では英語を小学校に導入すべきかどうかを話し合っていますし、漸く文部

省でも英会話などの授業を小学校から始められるようなシステムを準備しております。

それは２００３年から始まるようです。そういったことを考えますと、我々が今直面して

いる問題、例えば核問題といったものは国際的な観点から見ないと解決のしょうがな

いものですし、そしてそれを解決できるのは他ならぬ「ヒト」のみですので、子ども
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たちが他者を理解し、自己を表現していくことは大変重要なことであると思います。

教育がいつ終わるのか、ということも皆さんに考えていただきたい課題であると思

います。卒業してから働く、というよりも卒業してから真の意味での勉強がはじまる

というのが私の考え方であります。私は３８歳になりますが、私の人生と同じ時代に人

類は月面を歩きましたし、スペースシャトルは飛び立ち、そして着陸するようになり

ました。最近のことではパス・ファインダーが火星の写真を撮ったということもあり

ました。私は２０歳の時に当時の最新鋭のコンピューターを買いました。今の基準から

考えますと非常にのろまな機械なのですが､当時でメモリーが６４キロビットあったの

です。私が買ったときに店の人は「どうして６４キロビットのコンピューターがほしい

のか、そんなに大きなメモリーは使えないよ｡」と強く言われました。今私がもってい

るコンピューター、今のもずいぶん古いのですが、６４メガビットのメモリーをもって

います。しかしそれでも足りません。インターネットに接続するとき、私のモデムは

56ｋのものなのですが、それでも遅いのです。ＩＳＤＮが欲しいと思い、大使館に６４ｋの

ISDNを入れたのですが、それでも遅いのです。128ｋを導入しようかと今大使は考え

ているのですが､たぶん私はそれでも遅いと思ってしまうでしょう。ここで言いたかっ

たのは､この二十年のうちに技術がどれだけ進んだかです｡私は大使館の中でコンピュー

ターボーイ、と呼ばれています。実際にはコンピューターについて分かっているふり

をしているに過ぎないのですが。もし私が過去二十年の間、自分でまったく勉強をし

なかったとしたら、万年筆しか使えない人間になってしまっていたかもしれません。

また、私は横浜の米国国務省日本語研修所で今井先生のもとで勉強しましたが、それ

は高等教育を卒業してからのことであります。つまり、卒業後の勉強も大事なもので

す。通産省が言っているような“LifeLongLearning”とかいったものではなく、個

人が自分の自己開発を考えて自分の行いたい社会・会社・大学への貢献を考えてから

勉強していかなければならないと思います。ですからみなさんにもそういうことを考

えて“LifeLongLearning”や生涯教育といったものは果たしてどのような意味があ

るのか、どういう風に必要I性を皆に伝えていくか、ということは非常に大事なことだ

と思います。

さらに、２０１５年のことを考えまして、子どもに何を教えたらいいかを妻と話し合い

ました。これで夫婦喧嘩になってしまったのですが、それはこれが複雑な問題である

からだと思います。妻は子どもに勉強のやり方だけを教えればいいことを強調しまし

た。妻をご存知の方はよくおわかりだと思いますが、彼女は自分の意見をはっきりと

主張する人間ですから、それで喧嘩になったのです。私はそれは確かにいいことであ

ると思いましたが、数学などはどうしたらいいのかと思いました。彼女はそういった
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ものは、機械に任せればいいと言ったのですが…。といいますのも教育の内容に関し

ても現在議論されておりまして、中教審の中においても議論されております。何が必

要なのでしょうか。私は子どもの教育という一定の期間を楽しめるようなシステムを

作らなければならないと思います。鍋のように何でも詰め込もうとすれば、子どもは

いやがってしまい、何も得るものはないのではないかと思います。勉強という言葉は

大変面白い言葉でありまして、明治６年にできた言葉であります。それ以前にはより

単純な「学ぶ」という言葉が使われていたらしいのです。皆さんもおわかりになると

思いますが、勉強という言葉には辛い．苦しい．自分が苦労しなければならないとい

う意味を含んでいます｡以前の勉強の意味はお店の人が苦労する、つまり割り引く、の

意味なのです。今でも関西ではこの意味で用います。先ほどの話に戻りますが、やは

り子どもたちが子どもの期間をできるだけ楽しめるものにすることが大事であると思

います。楽しい授業ができるよう、先生たちに道具を渡す、これも研究課題の一つで

あると思います。

日本の教育制度・オーストラリアの教育制度を見ていきますと、先生が一番苦労し

ていると思われます。余り自由がなく、子どもたち、親、政府関係者たちの期待が大

きすぎるためにプレヅシャーがかかってしまうのです。ですからできるだけ先生も楽

しめる、自分の仕事に満足できるようにしていくことが非常に大事だと思います。そ

ういう意味での研究課題として「中央政府の役割とは何だろうか」ということがあげ

られるでしょう。現在の日本とオーストラリアの状況を比較するとはっきり見えるの

は、日本は、こういったら語弊があるかもしれませんが、「細かく手を出す｣、という

よりもinvolveしていく。私は文部省の方を存じておりますが、彼らも非常に苦労し

ています。細かい仕事をしなければならないので、教育制度全体が見えてこないほど

に仕事が細かくなってしまっています。それに対して、オーストラリアの中央政府は

といいますと、学校教育・大学教育に関心を持たない、とまではいえないにせよ、余

り手を出しません。ご存じのことと思いますが、学校教育は州の責任です。大学教育

は大学の責任であって専門家に任せています。学校教育の大変望ましい改善の一つと

して、教育内容を校長先生に任せるという傾向が現れています。地域の人々と力を合

わせ、学校委員会を作り、地域住民・親の代表・生徒の代表・校長先生が委員会を通

じて、学校の運営・教育内容・学校内規則といったものを決定していく試みが、ヴィ

クトリア州などでは行われています。私がヴィクトリア州の田舎の学校にお邪魔した

際、子どもの笑顔が大変目立っており、これはよい試みなのではないかと思いました。

次の課題といたしましては教育の国際化についてであります。といいますのも国際

化も改革と同様、頻繁に政治家の口からでる言葉でありまして、その国際化という言
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葉の意味を考える必要があると思うのです。海外修学旅行や海外での教育体験といっ

たものが教育の国際化であるはずはございません。留学とも余り関係のないことだと

思います。私はもう大使館で教育担当ではないので言っても差し支えないと思います

が、国際化のほんとうの意味は考え方の国際化にあると思うのです。単なる海外体験

で考え方が変わるとは思えません。「我が国」という考え方から「この国」という考え

方への転換が必要なのではないでしょうか。ただこのことを論文にしても博士号はと

れないのですが｡こういったことも私が皆さんに期待しているものの一つであります。

さらに、「壁」のない学校、「壁」のない大学についてであります。私はクイーンズ

ランド大学出身です。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、あそこはキャンパス

が非常に広く、自然も多く、教育環境が非常に優れているところです。私が卒業後に

大学に行ったときのことです。先生と一緒にこのくらいの大きさの教室に入ったので

すが、そこに学生の姿がなかったのです。私は狐につままれたような気になりました

が、先生はビデオカメラの前で授業をされているのです。これは衛星放送でオースト

ラリアのみならずアメリカにまで、あちらこちらの大学で見ることの出来るものなの

だそうです。先生は生化学、特にウイルスの研究で非常に高名な先生です。先生にこ

のことについて質問しましたら、今の学生は先生を選んでいるということでございま

す。つまりジヨンズ・ホプキンス大学によい先生がいるのであればそこで授業を受け

て、クイーンズランド大学で試験を受ける。そういったように一番良い教授を選んで

いるのです。この考えを発展させたヴァーチャル大学といったものが今出来つつある

のではないかと思います。２１世紀の学校・大学はどういったものになっていくので

しょうか。インターネットの普及によって学校に行く必要がなくなり、コミュニティ

教育が重要になるかもしれません。また、アメリカではホームエデュケーションとい

いますが、家庭の中で教育を受けるといったものも非常に注目を集めています。教育

といったものは本来後者、教室や体育館とは関係のないものであるはずですから「壁」

のない教育機関も考えていただきたいと思います。

最後といたしまして、教育というものは世界中の課題であると思います。その課題

を考える上で最も重要なのが指導力、リーダーシヅプだと思うのです。もちろんオー

ストラリアの教育大臣は優れた人物だと思いますが。その中でも一番大切なのはヴィ

ジョン、すなわち視野ではないかと思います。ですから皆さんのような研究をなさる

方の一番の責務はヴィジョンづくりではないかと思うのです。論文を執筆される、あ

るいは研究をなさる際に、論文の読み手のことや研究に対する先生の反応などといっ

たことを超えてヴィジョンを作っていくことが大事なのではないかと思います。皆さ

んがヴィジョンをお持ちでないのであれば教育は改善できませんし、オセアニアの教
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育についての比較研究をされても意味ないものになってしまうと思います。ですから

最後のお願いといたしまして、学生さんも先生の方々もヴィジョンをもちながら研究

していただくことを期待しております。非常に長くなりましたがご静聴ありがとうご

ざいました。

[テープ書取り・文責木村大(早稲田大学)］
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メッセージマーテイン・ウイーヴァーズ（駐日ニュージーランド大使）

「オセアニア教育学会」の創立にあたり、心よりお慶び申し上げます。ニュージー

ランドと日本との間では、政治、経済、教育、文化など幅広い分野での交流が活発に

行われており、学術交流も例外ではありません。ニュージーランド国内では、日本語

および日本に関する研究が昨今盛んであり、一方日本におけるニュージーランド学も

着実に発展を見せています。

長年にわたる定期的な研究会を基盤に、この度笹森会長を始めとする会員の皆さま

が「オセアニア教育学会」としてあらたに活動を始められますことを、私達は大いに

歓迎いたします。互いの国の研究は、必ず両国の関係強化につながることでしょう。

大使館といたしましても、日本におけるニュージーランド研究促進のために、できる

かぎりのお手伝いをさせていただきたいと存じます。

本日の総会に私自身出席できませんのは大変残念ですが､是非盛会となりますよう､ま

た、学会創立を機に今後ニュージーランドと日本との間で活発な学術交流が展開され

ますよう願っております。
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＜論文＞

オーストラリアにおける｢学習困難(Learnin9Difficulties)j概念と教育施策の開始

一「学習困難｣に関する下院特別委員会での議論を中心に一

玉村公二彦

（奈良教育大学）

はじめに

１９９０年代、我が国において「学習障害（Learningdisabilities)」の概念は、「新

しい教育概念」という言われ方もされ、各方面から注目されるものとなってきている

（上野，1992)。しかし、欧米における「学習障害」についての研究は、「読字障害

（dyslexia)」などの概念も含めれば、おおよそ100年もの研究史を持つものである。

我が国でもこれまでに多数の翻訳、著書、論文が発表されているが、その多くがアメ

リカの研究の紹介・解説にとどまる傾向にあった。しかし、今日の研究の発展段階に

即して言えば、アメリカにおける「学習障害」研究の紹介・解説に終始することでは

十分とは言えないだろう。近年、「学習障害」に関する研究の過程では、国際的視座が

強調され、国際比較研究が進められつつあり、そこでは、アメリカでのアプローチと

の類似性と異質性が指摘されつつある（Kronick，1992)。これらのアプローチは、「学

習障害」が、教育上の障害概念であるが故に、各国の文化と教育を根に持つ概念であ

るという点からみても当然の方法論的要請といえよう。そこで、本稿では、１９７０年代

半ばまでのオーストラリアにおける研究と議論を取り上げ、その教育学的な特徴を明

らかにすることを目的としたい。

オーストラリアの教育界は、障害や特別なニーズをもつ子どもの教育に関して、教

師と学校の活動の自立性の保障の下で、柔軟な教育体系の創造と不断の革新、教育方

法の実験的試みの奨励を行ってきた。また、そのような試みに対して、州政府は固有

の財政的基礎を提供している｡連邦全体にわたる障害児教育の現状を把握することは､広

大な国土を持つオーストラリアでは非常に困難な作業である。概括的にみれば、オー

ストラリアの学齢児童･生徒の2.5％から３％が障害児教育を必要とする障害を持って

いると考えられ、この内、おおよそ２％が通常学校に在籍しており、0.7％が障害児学

校に在籍している。加えて、14％ないし１５％の児童・生徒が学習ないし行動上の問題

によって学校生活での特別な教育サービスの援助を必要としていると指摘されている

（Elkins（1990))。以上のように、オーストラリアのSpecialEducationでは、学習

ないし行動上の問題を持つ子どもも含めて論じられている｡Elkins(1983)によれば､オー
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ストラリアでは、「学習障害｣を障害のカテゴリーとして認定し教育措置を展開したア

メリカとは異なり、障害のカテゴリーとするというよりは、「学習困難（Learning

Difficulty)」という概念を用い、教育全般の生態学的な検討を進展させる中で、教育

サービスを展開してきた経過を持っている。

オーストラリアでは、イギリスのSpecialEducationの影響も受けながら、先に述

べたように「学習障害（LearningDisabilities)」という用語ではなく、「学習困難

（LeamingDifficulties)」として総称される傾向にある（またその中の特別な困難

を持つタイプをさしている場合もある)。イギリス、オーストラリアの場合、用語とし

て「学習困難」が使用されることは「学習障害」のとらえ方の特徴を示すものではあ

るが、対象となる児童・生徒は、アメリカでの「学習障害」と同等の子ども達を指す

ものである。ここでは、混乱を避けるために、以下では、「学習困難」という表記で統

一しておきたい。いずれにしても、教育制度上の相違や障害児教育の蓄積、教育

的な取り組みの相違などによって、概念上の変化が生まれることは、「学習障害」研究

において特記すべき事柄であるといえよう。

1．オーストラリアにおける「学習困難」研究の開始

少なくとも１９５０年代以降、オーストラリアの学校において、幾人かの児童・生徒が

基本的なカリキュラムの分野で一定の標準に達していないということが明らかにされ

てきていた。初期においては、知能テストの結果に信頼がおかれ、このような子ども

たちのうち、知能テストの得点が標準的なものが学力不振児（underachievers）とし

て認識され、それに対して、低い学力水準でしかも知能テストの得点が標準以下の他

の生徒たちは、学力遅進児（slowlearners）と呼ばれてきた。

オーストラリアにおける「学習困難」研究は、Shonel1,Ｆ.』.とShonell,Ｒ､Ｅ･の研究

にその噌矢を見ることができる。Shonel1,Ｆ.』・は、１９３０年代はじめロンドン大学にお

いて読みについての心理学的・教育学的研究を行い博士号を取得した。Shonell,R､Ｅ

は診断的達成的テストの開発に貢献した（ShonellandShonell,1960；Shonell,1948)。

バーミンガム大学にいる間、Shonel1,Ｆ.』.は、基礎教科の学習における諸困難につい

ての研究のために臨床と実験の研究のための治療教育センターを設立した。オースト

ラリアに帰国した1949年､Shonellはクイーンズランド大学に同様の治療教育センター

を設立していた。

このセンターでは、リメディアル・テイーチャー（治療教師）の養成と「基礎教科

において遅れ｣を経験している子どもについての研究を活発化させていった｡Shonel1,Ｆ.』・

は、「遅れ（Backwardness)」という用語を用いながら、「学習困難」と「軽度知的障害」

－３０‐



の両者を含む内容を検討していたのである。

教員養成については、治療教育センターでは、１９５２年にリメディアル・ティーチャ

ー（治療教師）の養成をおこない、オーストラリアの各州から多くの教師が参加した。

しかし、当時、訓練された特別な教師および学校教育における治療プログラムは少な

く、治療教育を展開する上で多くの制約が存在した。

治療的教育実践と連携した研究について、1953～1957年の間、治療教育センター報

告（ShonellandRicherdson,n.d､）は、「基礎教科において遅れ(backwardness)」を

経験している子どもに対して用いられる診断的、治療的手続きを報告している。治療

訓練の効果について、示されたデータの興味深い点は、年少の子どもたちに比して、小

学校の最後の２年（第７学年、第８学年）においては、子どもたちの反応はより乏し

いものであったということである。その時期、調査研究のフィールドとなったクイー

ンズランド州においては中等教育に入学する子どもはきわめて希であったことにも注

意がいるであろう。従って、１２歳から１４歳までの子どもを援助する治療教師は、教

師自身が最後の援助者であるということを認識せざるを得なかったのである。治療教

師は、遅れを持つ子どもたちが、学校を離れる以前に、成人として求められる読み、算

数、作文が熟達のレベルにまで到達するよう努力しつつ、「もっと長く援助することが

できるならばもっと満足が行くであろう」と指摘していたのである。また、いくつか

の研究が治療教育の題目の下に、５０年代から６０年代にかけて行われ、それらの大多

数は、Shonellによって１９５４年に発刊されたTheSlowLearningChildというジャー

ナルの中で報告されている。

2.アメリカ「学習障害」運動の影響と「特異性学習困難児協会」の設立

１９６０年代注目すべき変化が現れた。すなわち、実際上全ての子どもが、少なくとも

中等学校の３年間は終えるようになってきたのである。「学習困難」を持つ生徒達が、

治療的な援助が利用可能な小学校から、治療的援助があまりない中等学校に移ってき

たのである。

その間、初期のオーストラリアの「学習困難」を経験している子どもたちについて

の研究実践には、イギリスの強い影響が見られるものであったが､６０年代においては、

アメリカの展開についての問題意識の増大がみられた。

１９６０年代の間、アメリカ合衆国での調査が、学力不振の子どもについての父母・教

師の考え方に主要な影響を与えてきた。医学研究者は、「微細脳損傷」「識字障害」な

いし「知覚障害」という分類を用いて、学力不振について異なった説明を展開した。

アメリカにおける「学習障害」運動の成長は、過去２０年の間オーストラリアにおける
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教育的変化に重大な影響を及ぼしたものの一つであり、DudleyHagger（1976）によっ

てオーストラリアにおける「学習困難」の自覚の発展が詳細に記述され、また、いく

つかのオーストラリアにおける初期の「学習困難」研究は、Elkins（1975）によって

要約されている。

アメリカの「学習障害」運動の最大の影響は、そのような子どもを持つ親の組織化

という点にみることができる。１９６８年、オーストラリアの親たちは各州において特異

性学習困難児協会(SPELD)を組織した｡アメリカ合衆国における学習障害児協会(ACLD）

と同様、SPELDは「学習困難」の諸問題を公表し、政治上においてもロビー活動にお

いて効力を発揮した。いくつかの州の学校における意識の高まりに対して、子どもへ

の治療的援助のレベルを向上させるよう準備が行われた。

SPELDの確立以前においては､診断と教授サービスは十分利用可能なものではなく､通

常は大学のクリニックないしは子どもの保健サービスの一部としてのみ行われていた。

しかしながら、公立学校の特別サービスの拡張は、「学習困難」の要求の一層の意識の

向上がなされつつある社会での必要に未だ十分合致するものではなかった｡Clements，

Kerk，Frostigを含むアメリカの「学習障害」のリーダー達がオーストラリアを訪問

した１９７２年頃、オーストラリアにおける大多数の教師養成機関では、特殊教育のコー

スを提供しはじめ、急速に特別な教師の供給を増加させた。治療的援助の制度が整備

され、学校心理学者や多くの治療ないしリソース教師の養成は、７０年代初期における

教育システムによる特徴ある対応であった。そして、各州での取り組みをもとに、「学

習困難」を持つ子どもたちのために開発されたサービスのタイプ（主として取り出し

指導のモデルやリソースルームモデル）が、学習困難を経験している全ての子どもた

ちの要求に合致するよう拡大される必要があるならば、治療教師の養成と雇用を連邦

レベルで審議していくことが求められることは明らかであった。

３．「学習困難」についてのオーストラリア下院特別委員会の活動一「学習困難」の

定義とその処理の問題

「学習困難」の分野への問題意識と運動は、オーストラリア連邦政府が調査を行う

ことによって解決策を見い出さなければならない地点にまで高まっていた。SPELDの

ロビー活動は、とりわけ国レベルにまで影響を及ぼし、１９７４年１０月、連邦政府は、特

別の権限を持つオーストラリア下院特別委員会を設置した。

（１）委員会の目的と活動

委員会は、次のことを目的とした（SelectCommitteeReport，1976)。

（a)オーストラリアの子どもと大人の間における「特異性学習困難」のすべての形態
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の出現率を調査すること

（b)それらの困難を制圧するために現在とられている方法を検討すること

（c)「特異性学習困難」の軽減の際にとられている現在の方法での成果について報告
すること

（d)コミュニティ一般における、とりわけ医療、保健、教育、社会福祉の専門職の間

における、「特異性学習困難」の認識を検討すること

（e)オーストラリアにおいて、現在、特別な「学習困難」の出現率と関連した諸問題

がどの程度まで調査されたのかを検討すること

（f）「特異性学習困難」を持つ個人が被る社会的、情緒的ないし他の社会的不利を検
討すること

(9)「特異性学習困難」のコミュニティ内での意識を向上させるためにとることがで

きる方法を推薦すること

（h)その困難を軽減するために、わけても、適切な治療プログラムが早期から奨励で

きるように、特別な学習上の兆候を発見するための広範囲にわたる幼児のスクリー

ニングのニーズを検討するために、ボランティア団体と同様、連邦政府ないし州お

よび地方政府と協力した連邦政府がとることができる活動を推薦すること

特別委員会は、公的に情報を求め、４００以上にわたる上申書と親や関心を持つ市民

からの手紙が受け付けられた。この証言の吟味に続いて、公聴会がオーストラリア中

の主要都市で開催された。証言は4,000頁以上となり、委員会は報告書の中で次のよ

うな示唆を行った。

．「学習困難」の出現率とオーストラリアの学校の効率性についての資料を得ること

・障害児と他の教育上不利益を持つグループのためのプログラムの開発を育成すること

・後の困難を減少させるために早期教育の機会を増やすこと

・遅滞をもつ読み手のために、適切な研究を教材化すること

・読み書きの問題を克服することを希望する成人を援助すること

．読みを教授したり、「学習困難｣を経験している子どもを援助するための教師を一層

準備するような教師養成プログラムを開発すること

（２）用語の検討一「学習障害」概念への疑問

審議が進むに連れて、特別委員会によせられた意見具申の中に定義的立場において

重大な多様性が存在することが明確になった。第一は、古い習慣が容易になくならな

いことが記された。「読字障害（dislexia)」ないし「微細脳損傷（minimalbraindys-

function)｣といった古い用語が必ずと言っていいほど語られた。第二は、多くの定義
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は基本的神経学的機能障害の存在に基づいたものであった。定義の第三のグループは

排除原理に基づくものであった。しかし他は、「学習困難」と他の学力上の問題を区別

する困難性を処理するような相関的なものを用いたものであった。第五の定義のカテ

ゴリーは適当な知能に中心的な役割を与えたものであった（ただし、軽度精神遅滞児

の教育措置の見直しを行い、精神遅滞の判別についてのDunn（1968,1971）の概念化

は、アメリカにおいてみられたようにはオーストラリアにはインパクトを与えること

がなかった)。

しかし、他の意見具申は診断上から導かれた「学習困難」の定義に強く反対するも

のであった。数多くの意見具申は自己満足的予想の危険性に警告を唱えていた。一つ

の意見具申は、定義を企図することを唱道するのではなく、「学習困難」を持つ子ども

（障害児）から、子どもの「学習困難」へと焦点を移すところまでいっていた。この

ような変化に賛意が表され、次のような議論が表明されていた（SelectCommittee

Report,1976ｐ・10)。

（a)学校での学習の際に困難を経験している子どもたちを援助する教育的手続きは、

病因論それ自体に依存することは少なく、子どもの診断的なラベリングというより

はむしろ教育的ニーズに基づいて組織されるべきである。

（b)特殊な「学習困難」に適した定義を行うための資料を得る調査は実りあるものと

はならなかった。実際、子どもの持つ問題が生来的な機能障害と関連しているのか、

対応の不適切さと関連するものなのか、子どもと子どもが受けた対応とが合致して

いなかったのかを決定することは難しい。いいかえれば、学習のつまずきとしての

「落ちこぼし（dyspedagogia)」仮説は、「読字障害(dyslexia)」「微細脳損傷(mini-

malbraindysfunction)」ないし別の用語と同様、筋道の通ったものである。

（c)一般的にいって、学力上の問題は、個々のニーズに適合するような学校教育を

求めており、学校教育が不適切で効果的でないことを指摘することを考慮すべき

である。

（d)もし、委員会が「特異性学習困難」についてカテゴリー的ないし狭い定義に基づ

いた課題にその審議を限定するならば、教育実践が狭い教育的ニーズに焦点づけら

れたものとなり、逆にカテゴリーの使用を一層永続させることになる可能性がない

か。

（３）「学習困難」の概念と教育施策

特別委員会が、当初、アメリカ議会の「学習障害」の定義を出発点としては有効で

あろうと考えていた事実にもかかわらず、アメリカ的な「学習障害」としての子ども

の特別な類型の定義は、「措置、対応、ないし財源確保」にとっては、必ずしも必要で
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はないということが確認されはじめた。特別委員会によって示され、それを支持する

ような議論は次のようなものである。

（a)提案された「学習障害」の定義のいずれもが、一般的には受け入れられるもの

ではなかった。

（b)定義のカテゴリー的な適用は、基準に合致しないものを除くことによって、援助

の必要な子どもたちに対する援助の制度化を妨げるかもしれない。

（c)アメリカにおける「学習障害」のカテゴリー的財源確保の実践は成功していると

は思われないこと。

（d)障害児教育についてのオーストラリアの教育政策は、メインストリーミング（統

合）を促進するものであり、障害の定義によるものではないということである。

委員会は、「学習困難」の定義と原因に関しては多くの概念上の混乱があり、解決を

するのには多くの年数がかかるであろうと結論づけた。それにもかかわらず、子ども

たちの「全体的な学習環境」を見つめて子どもたちを援助する活動が必要とされると

いうことが認識された。委員会は、また、定義は、援助サービスの基礎をつくること

とは無関係であると指摘した。それは、アメリカに普及している見解とはまったく反

対のものであった。州教育庁から特別委員会によせられた証言においても、厳格な定

義の束縛なしに通常学校が学習困難を経験している子どもたちに援助の試みをおこな

うという政策を支持していた。

委員会では明示的には述べられていないが、委員会の使用した「困難(difficulty)」

は、「障害(disability)」という用語とは、意味の上で違いがあると思われる。この違

いのひとつは、「障害（disability)」は人間が持つ条件ないし特性をいうのに対して、

「困難(difficulty)」は人間の経験をいうという点であろう。つまり、子どもが障害

を持っていると言い、それとは対比的に子どもが課題を行う際に困難を経験している

と言う。このような考え方の変化の結果、委員会の報告の第２章は、「その状態の発生

率ないし出現率」というよりはむしろ「学習困難の生起」というようなタイトルとなっ

たのである。考慮されるべきは、ラベルを張られた子どもではなく、学習における困

難に焦点づけられたのである。

特別委員会の最後の提言は、これらの子どもたちが一つ以上の分野で援助が必要な

場合にその援助から排除されないように、修飾語の「特異性（specific)」という修

飾語を落とすというものであった。学習困難をもつ子ども、学力遅進児と軽度知的障

害をもつ生徒との間の明確な境界は必ずしもサービスの実施にとって必要なものとは

いえないとされたのである。

-３５－



－

おわりに

多くの点で、「学習困難」に関するオーストラリアの経験は、アメリカにおいて見い

だされたものと類似したものであった。しかしながら、いくつかの重大な相違点を確

認することができる。アメリカにおいては、定義上の課題について専門的な議論はあ

るが、学習障害というカテゴリーは、障害のカテゴリーとして区別されたものとして、

1975年アメリカ全障害児教育法（PL、94-142）において結実したものであった。

オーストラリアにおいては、１９７０年代半ば、「学習困難」の子どもを持つ親たちの

運動によって、オーストラリア下院に特別委員会が組織され、２年にわたってヒアリ

ングを含む調査がなされ、その報告によって教育的対応の基本方向が示された。報告

においては、アメリカで使用されていた「学習障害」の定義と原因に関しては多くの

概念上の混乱があると結論づけられたが、それにもかかわらず、子どもたちの「全体

的な学習環境」を見つめて子どもたちを援助する活動が必要であるということが認識

された。「学習困難」「軽度知的障害」「軽度の行動上の問題」の間での区別は、援助制

度上重要でないという方向づけがなされたのである。州教育省においても、厳格な定

義の束縛なしに普通学校が学習困難を経験している子どもたちに援助の試みをおこな

うという政策が支持された。１９７０年代後半以降、通常学級におけるこうした子どもに

対する援助が全体的な学習環境の整備とともに本格的に実施されたのである。

ところで、「学習困難」への教育的対応として、当初、リソース．ティーチヤーの

制度が尊入されたが、リソース・ティーチャーは取り出し指導モデルと学習援助協議

モデルを基にして活動を展開していった。取り出し指導モデルは、アメリカなどで行

われている通級制の特別指導室（リソースルーム）での指導をいい、また、学習援助

協議モデルとは、リソース・テイーチヤーが専門性を発揮し、通常学級担任と子ども

に対してのカリキュラムや教授方法を協議しあって、より望ましい学級での授業展開

をつくっていくことをいう。こうして、本格的に開始されたオーストラリアの「学習

困難」への教育的対応は、１９８０年代に入って、通常学級の中での特別な対応としての

特色を明らかにしてゆくことになる。
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EducationalPolicyandconceptsofLearnin9DifficultleslnAustralia

KunihikoTamamura（NaraUniversityofEducation）

Thispaperaimstodescribethehistoricaloutlineofthepolicyforstudents

withleal,ningdifficultiesinAustralia，withparticularemphasisonthe

activitiesofRepresentativesSelectCommitteeonSpecificLearningDifficul-

ties・

Untilthel960,schildrenwithlearningdifficultiｅｓｗｅｒｅｒecognizedas

backwardsinbasicschoolsubject“underachieve1,s”ａｎｄ“slowleal,ners”・

Duringthel960'ｓ，leamingfromtheNorthAmericanexperiencewithleal,ning

disabilities，Australianparentsformedstateassociationforstudentswith

specificlearningdifficulties・Ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｅｆfectivelobbyingofthese

parents，associations，insomestates，schoolsrespondedtothishighlevelof

awarenessandpl,Ovidedremedialhelpforsuchstudents・Itbecameclearthata

disproporionatecommitmenttothetl,ainingandemploymentofl,emedialteachers

wouldbeneeded・

Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｄｅｖｅlopeducationalpoliciesoflearningdifficultiesatthe

statelevel，theconceptoflearningdifficultieswasunderdiscussionuntilthe

latterhalfofthel970'・Asthosereceivingthesubmissionsarguedstrongly

againstadiagnostically-0rienteddefinitionoflearningdisabilities，the

Committeeconcludedthattherewasconceptualconfusionregardingthedefinition

oflearningdisabilitiesaswellastheircausesthatwouldlikelytakemanyyears

toresolve・Despitethisitwasrecognizedthatactionwasneededtoassistchi-

ldrenbylookingattheil，‘‘totalleamingenvironment'，，ａndthustheCommittee

l,ecommendedthedevelopmenteducationalpolicyforstudentswithlearning

difficulties．
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＜論文＞ オーストラリアで開発されたＥＦＬ教材と教授法

一大学英語授業への適用一

幸野稔

(秋田大学）

はじめに

筆者が１９９５年３月～４月に豪日交流基金の一般奨励金の助成により「オーストラリ

アにおける第二言語としての英語教育に関する調査」（幸野1995）プロジェクト実施

のために渡豪した折収集した成人用ＥＳＬ（EnglishasaSecondLanguage）教材の中

に、肋rds版〃乃aveノ（1994年版；以下WWTと略記）があった。同年１１月初めに福

岡市で開催された同基金主催のオーストラリア英語セミナーで、筆者およびWWTの出

版責任者RogerHudson氏と編集者の一人JaneCrawford氏の３名が講師となったが､そ

の折WWTが、同基金の助成を得て、日本のようなＥＦＬ(EnglishasaForeignLanguage）

状況にも対応できるように改訂されて、同年出版されたことを知った。

ＷＷＴの改訂ＥＦＬ版は，わが国の英語教育におけるコミュニケーション重視の方向を

よりいっそう推進する上で大きな可能性を持つものと予見されたので、授業への適用

を試みようと考えた。本来成人用ＥＳＬ教材であったことから、レベルや題材の上で、大

学の英語授業にふさわしいと思われたので､同教材を検討した上で１９９６年度の担当授

業でその適用を試みた。本稿ではＷＷＴの教材と教授法開発の視点を論じ、担当クラス

および授業の目標と展開例を紹介して､アンケートによる受講学生の反応を考察した。

１．教材・教授法開発の視点

(1)基本概念

ＷＷＴの教材・教授法開発の基本概念は、ＥＳＬ版（Clemens＆Crawfordl994）とＥＦＬ

版（Clemens＆Crawfordl995）のいずれにも共通しており、両者のTeacher，ｓＢｏｏｋ

(1994:ii-v)(1995:v-vi)に言語および言語学習に関する８つの前提として次のように

示されている。

１）言語は機能的体系である。

２）言語はコンテクストの中で意味を持つ。

３）言語は社会的慣習である。

４）学習は学習者個々のプロセスである。

５）言語学習は繰り返しの中で成立する。
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６）言語学習は言語以外の手段によるコミュニケーションも含む。

７）言語は書き言葉および話し言葉の様々なジャンル（発話類型）を含む。

８）学習者は教室における共同作業を通じて多くを得る。

これらの前提の支柱となっているコンセプトは、シドニー大学名誉教授のMichael

Hallidayの体系機能言語学（Hallidayl985）である。言語をその社会的文化的コン

テクストとの関連においてとらえるHallidayのアプローチは言語教育にも応用され、

カリキュラム開発においても指導法開発においても、オーストラリアにおけるＣＬＴ

（CommunicativeLanguageTeaching）の理論的支柱の一つとなっているのである。

たとえば､成人ＥＳＬの学習プログラムのために開発され１９９３年に刊行されたカリキ

ュラムCeFtificatej〃SpOAe〃ａ"ｄＩＭｒ脱e〃Ehgjishにも、その支柱となるのが体系

機能言語学であることが明示されている（NSWAMES1993：９)。このカリキュラムは具

体的には次のような特徴を持ち、WWTのESL版にも具現化されている。

Ａ・competency-basedframeworks（設定された言語活動目標を個人として達成する

ための訓練の体系）

Ｂ・criterionreferencedassessment(設定された言語活動目標の達成度を学習者

が個人として評価されるという評定方式）

Ｃ・task-basedsyllabuses（言語を用いて遂行する作業課題を中心に編成されたシ

ラバス）

Ｄ・needs-basedapproaches（学習者のニーズに沿ったアプローチ）

(2)改訂の視点

ＥＳＬ版をＥＦＬ版に改訂した際に、何が変わり、何が変わらなかったか？言語および

言語学習を社会的文化的コンテクストとの関連においてとらえるという社会言語学的

アプローチはＣＬＴの根幹をなすものであり、不変である。両版はいずれも文字教材と

視聴覚教材がセットになっており、後者の中にビデオドラマが含まれている。これは

コンテクストを提供すると同時に、(1)の前提６)の「言語以外の手段によるコミュニ

ケーション」の実例ともなっている。

ＥＳＬとＥＦＬで異なるのは、社会的文化的コンテクストが、ＥＳＬ学習者にとっては自ら

の生活環境そのものであるが、ＥＦＬ学習者にとっては、異文化環境ということになる。

したがって、ＥＦＬにおけるＣＬＴは、生存に必要な言葉の習得といった切実性には乏し

く、言葉を学ぶ楽しさを体験させ、言葉を通して異文化を実感させることが現実的目

標となる（幸野１９８９：95-96)。

両者の環境の違いは、また学習の量と質にもかかわってくる。英語に日常的に接し
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英語を日常的に使わざるを得ないESL学習者は､聴いたり話したりする能力は高いが、

読み書き能力が低いことが多い。それに対して、限られた時間しか英語に接しないＥＦＬ

学習者は、その反対となる（Hudsonl995：21-24)。

以上の相違を考慮して、ＥＳＬ版のModule5はＥＦＬ版ではカットされた。求職情報

というＥＦＬ学習者には不要のトピックを扱ったモジュールだからである。また、ＥＳＬ

版のレベルはｓｔａｇｅ２と記されているが、このレベルは、教材開発のベースになって

いる前掲の成人用ＥＳＬカリキュラムではPostBeginner（初級の上）と位置付けられ

ている（NSWAMES1993：４)。一方、EFL版の方は、１冊本になっていたESL版を、Ｌｅｖｅｌ

ｌ（low-intermediatetointermediatelevel）とLevel２（high-intermediatelevel）

の２冊本に分け、学習作業のステップを細かくしかつバラエティーに富ませて、ＥＦＬ

学習者の実態に合わせようと工夫した跡が見られる。

しかしながら、素材となるストーリーやビデオ・オーディオソフトは基本的に共通

なので、音声面におけるＥＦＬ学習者の困難点、とくにオーストラリアなまりに対する

抵抗などは依然として予見され、それにどう対処するかが問題となろう。また、知識

の獲得に主眼をおいた英語学習体験から抜けきれない学習者が、言語技能の熟達度を

ベースにしたオーストラリア版CLT（Crawfordl995：1-4）をどのように受けとめ、授

業を通じていかに変容していくかも検討したい。なお、９６年度の授業では、下記に述

べる学習者の実態を考慮して、Ｌｅｖｅｌ２を使用した。

２．担当クラス

本稿で報告する授業は、1996年度の秋田大学総合教育科目（旧一般教育科目）の医

学部２年次英語Ⅱ（通年、必修、２単位、週２時間、いわゆる１コマ）である。彼等

は１年次にすでに英語１．４単位を取得している。医学部学生は本学の中で学力レベ

ルが相対的に高く、出身地の分布は全国にわたっている。学生定員は１００名で、英語

の授業クラスはその半分の５０名となっている。

本学の総合教育科目・英語の教材、教授内容は、従来担当教官の自由に任せられて

きた。かつては、自由に、という･よりは、教官本人の好みに応じてばらばらに対応し

てきたきらいがないでもなかったが、最近は、教材選択においても教授内容において

も、受講生のニーズに応ずる傾向が強まってきた。

医学生の場合、コミュニケーション重視の英語学習に関心を持ちそれを求める者も

少なくないが、一方では知識注入型のいわゆる受験学力から抜け切れない者もいる。

本稿は前者の求めに応じ後者をその悪癖から救い出すために試みた報告である。
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３．授業の目標

授業計画（シラバス）に掲げた授業の目標は次の通りである。

ｌ）映像と音声を活用した話し言葉と書き言葉の総合的な英語コミュニケーション

能力の養成

２）オーストラリアを主とする環太平洋地域の人々の話す英語と同地域の文化の理

解

１)は技能面の目標であり、ESL版とＥＦＬ版の双方の表紙に記された‘Communicative

English'にかかわっている。いわゆる４技能を映像と音声によって提供される社会的

文化的コンテキストの中で統合して、英語で適切なコミュニケーションができる能力

を養うことである。

２）は言語を含めた異文化理解にかかわる目標である。EFL版の表紙にはあるがＥＳＬ

版の表紙には見当たらない‘IntemationalEnglish'に関連している。ＥＳＬ版の表紙

にこの用語がないのは、それが基本的には移民がホスト社会に生きていくための、い

わゆる‘SurvivalEnglish，の教材だからであろう。だからといって、オーストラリ

ア移民が‘Australianaccent'への同化を強制されているわけでは決してない。音韻

上のモデルは、ＥＳＬ版巻末の「国際音声記号」で表示されるように、英標準音である

が、白豪主義時代とは異なり、多文化社会となったオーストラリアに住む人々は、コ

ミュニケートできることを共通項として英語の種々の変種に寛容であることが、共通

のビデオミステリーを鑑賞するとよくわかる。そこでは、日本を含めた様々な国の俳

優により、英語を母語とする人、しない人の多様なアクセントに触れられ、スリルあ

る世界に引き込まれていく。

ドラマの舞台はＮＳＷ州の小さな田舎町で、Australianaccentを話す人もたしかに

登場するが、それは、環太平洋地域の人々の話す様々な英語の一つとして相対化され

ている(Crawfordl995：２)。舞台はローカルでも視野はグローバルで、自然保護か開

発かという論点をめぐってミステリーは展開する。ＥＦＬ学習者は、単一の英語変種と

それを背負う文化に同化するのではなく、できるだけ様々な英語の変種をそれらの文

化的背景とともに学べば良いのである。そのようなInternationalEnglishの考え方

を編集者は、「米国、オーストラリア、英国、アイルランド、日本、インドネシア、ロ

シアを含む英語国、非英語国出身者の様々な英語変種発音を聞く機会を学習者に与え

る」（Clemens＆Crawfordl995：Teacher，ｓＢｏｏｋｉ）と明らかにしている。

４．授業展開

Ｌｅｖｅｌ２は、Module3（Unit７～Unit９），Module4（UnitlO～Unitl2）の６つ
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の単元から成り、それぞれの単元の冒頭に、達成すべき言語活動目標が設定されてい

る［1(1)Ａ参照]・各単元の末尾にSelf-Assessmentがあり、設定された目標をどの

程度達成したかを学習者が自己評価することが求められる[5(1)参照]･

各単元には次の作業が含まれ、１つの単元は４～５のパートから成る。

１）ビデオ視聴による導入練習

２）オーディオカセットによる聴解練習

３）オーディオカセットによるプロソデイーを中心とする発音練習

４）読解練習およびコンテクストの中での語葉の練習

５）表現練習（口頭および作文）

６）語法・文法のまとめとその応用練習

Ｕｎｉｔ７の展開例として、上記１)～3)は実例を、４)～6)は概要のみ示す。

１）Discussion

WatchthesceneinwhichＪｕｎｅｔａｌｋｓｏｎｔｈｅｐｈｏｎｅｔｏＳａｌｌｙＲｕｂｅtskiand

discussthesequestions：

ａ・Whatdoyouthinktheconversationisabout？

ｂ・WhatnewinformationdoyouthinkSallygivesJune？

ｃ･ＨｏｗｄｏｅｓＪｕｎｅｆｅｅｌａｂｏｕｔｗｈａｔＳａｌｌｙｔellsher？

ｄ・ＷｈｏｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋＪｕｎｅｉｓｃａｌｌｉｎｇａｔｗ０－勉cedsnaAe？

２）Listening

Ontheaudiocassetteyouwillheartheentiretelephoneconversation

betweenJuneandSally・Lookagainatthequestionsyoudiscussedin

thepreviousactivityandlistentotheconversation・Ｗｏｕｌｄｙｏｕｌｉｋｅｔｏ

ｃｈａｎｇｅａｎｙｏｆｔｈｅａｎswersyoudecidedon？

1)と２)はＰａｒｔ４の冒頭にある連続した作業であり、ビデオ視聴で立てた予測をオー

ディオカセヅトでチェックするのである。

3）Pairwork

l・HereisaconversationbetweentwoguestsatTreeTops・Ｒｅａｄitwithyour

partneranddecidewhel,eyouthinkanEnglishspeakel,woulduseweakforms

andcontractions・Ｎａｒｋａｓｃｈｗａ／ｅ/abovetheweakformsandunderlinethe

contractions、

ＧＵＥＳＴｌ：Ｗｈａｔａｒｅｙｏｕｇｏｉｎｇｔｏｄｏｔｏｄａｙ？

ＧＵＥＳＴ２：Ｉthoughtlwouldwalktothebeach・Ｗｈｙｄｏｙｏｕｎｏｔｊｏｉｎｍｅ？
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ＧＵＥＳＴ３：Thanks，ｂｕｔｌｃａｎｎｏｔｇｏｏｕｔ、IamwaitingfoI,animportanttelephone

cal１．

２．ＮｏｗｌｉｓｔｅｎｔｏｔｈｅｃｏｎｖｅＩ,sationontheaudiocassetteandcheckyour

predictions・

Part2にある弱形と短縮形のまとめの作業であり、ここでも単なる模倣ではなく、予

測からチェックヘという手順がふまれている。Ｐａｉｒｗｏｒｋは「学習者は教室における

共同作業を通じて多くを得る」［1(1)８）参照］という言語学習の前提を反映したもの

であり、Groupｗｏｒｋとともに多用されている。

4）Ｐａｒｔ４の末尾にPOSTCARDSANDPERSONALLETTERSという読解作業がある。内容に

加えて、葉書文と手紙文の語法的特徴を理解する作業もある。タイトルのみ示す。

①ApostcardfromSeaford②Whatmakesapostcardapostcard？

③Apersonalletter

5）上記に連続した作業として、④Writingapostcardという表現練習がある。読解

作業で得られたものを書く作業に応用することが求められている｡他にPart3にTELLING

SOMEONEABOUTANEMBARRASSINGSITUATIONという口頭作業がある。イラストをヒン

トにした練習から始めて、自己表現に至る。

6）LANGUAGEFOCUSという項目が２箇所ある。Ｐａｒｔ２では過去進行形を扱っており、解

説の後に、ビデオをヒントにした応用練習がある。Ｐａｒｔ４では話法を扱っており、解

説の後に、オーディオカセットにもとづいて予測からチェックヘという手順をふんだ

応用練習がある。

５．受講学生の反応

受講学生５０名の反応を探るため、各単元の末尾の自己評価欄（Self-Assessment）

を授業の実態に合わせて加減し、無記名で記入させ回収した。さらに、９５年７月と９６

年２月には自由記述もさせた。その２回分のアンケートの集計と自由記述のまとめを

紹介し、その間の学生の意識の変容を考察したい。

(1)アンケート集計

表１の１)～7)はUnit７，８)～9)はＵｎｉｔ８，表２はＵｎｉｔｌ２の自己評価を示す。．

Ｈｏｗｍｕｃｈｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋｙｏｕｈａｖｅｌｅａｍｅｄｉｎｔｈｉｓｕｎｉｔａｎｄｈｏｗｗｅｌｌｃａｎｙｏｕ

ｕｓｅｔheEnglishyouhavebeenpracticing？
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表１ 実施年月日：９６年７月８日回答数：４５名回答率：９０％
Easilｙ Better NＣ NＣ

thanbefore Progress ａｎｓｗｅｒ

No. ％ No. ％ No. ％ No. ％
l）Icanunderstandthestoryinthe

videodramaforthisunit．
３ ７ 3６ 8０ ５ 1１ １ ２

2）Ｉｃａｎｕｓｅｍｙｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆｔｈｅ
contexttounderstandspoken ２ ４ 3０ 6７ 1３ 2９ ０ ０
English．

3）Icanusethepastcontinuous
tense．

４ ９ 2６ 5８ 1５ 3３ 0 ０

4）Ｉｃａｎｕｓｅｗｅａｋｆｏｒｍｓａｎｄ

contractionsinspokenEnglish．
５ 1１ 2２ 4９ 1８ 4０ ０ ０

5）Icantellasimpleanecdote． ５ 11 2８ 6２ 1２ 2７ ０ ０

6）Icanusereportedspeech． ２ ４ 2７ 6０ 1６ 3６ ０ ０

7）Icanwriteapostcard． ６ 1３ 3０ 6７ ９ 2０ 0 ０

8）Icanunderstandinformation
inanarticlefromanacademic ７ 1６ 2６ 5７ 1２ 2７ 0 0

journal．

9）Icanidentifythemainpoints
ofanewspaperarticle．

９ 2０ 3０ 6７ ６ 1３ 0 0

表２実施年月日：９６年２月１７日回答数：３５名回答率：７０％

Easily Better NＣ NＣ

thaDbefore Progress ａｎｓｗｅｒ

No. ％ No. ％ No. ％ No. ％
l）Icanunderstandthestoryinthe

videodramaforthisunit．
５ 1４ 2７ 7７ １ ３ ２ ６

2）Ｉｃａｎｕｓｅｍｙｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆｔｈｅ

contexttounderstandspoken ３ ９ 2６ 7４ ４ 11 ２ ６

English．

3）Ｉｃａｎｕｓｅｔｈｅｓｔａｇｅｓｏｆａｎｅｗｓ－
paperarticletounderstandthe ５ 1４ 2３ 6６ ５ 1４ ２ ６

mainideas．

4）IcanreadandunderstandFirst

Aidinstructions．
６ 1７ 2４ 6９ ２ ６ ３ ９

5）Icangiveandunderstand
advice．

４ 11 2３ 6６ ５ 1４ ３ ９

6）Ｉｃａｎｒｅｃｏｇｎｉｓｅａｎｄｕｓｅｔｏｎｅｏｆ
voicetoexpressemotions．

1０ 2９ 1７ 4９ ６ 1７ ２ ６

7）Icanidentifythefeaturesof
formalandinformalletters．

７ 2０ 2４ 6９ ２ ６ ２ ６
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（２）自由記述のまとめ

A、９６年７月８日実施分

下記の１)～5)の項目ごとにコメントを書かせた。似通った意見はまとめ、○△×に

分類した。○は肯定的意見、△はどちらとも言えないもの、×は否定的意見である。

1）Textbook

○全て英文なので少々面食らったが、質問されていることや問題文の内容は理解でき

るので、さほど苦労していない。

今までと違った型のテキストでおもしろいと思う。

△イラストが多く見ていて楽しいが、テープやビデオを聞いてから答える問題が多い

ので、勉強がしづらい。

ビデオの理解を深めるのに良いと思うが、問題数が多すぎる。

×わかりにくい。／使いづらい。

2）VideoDrama

○英語を聞き落としても、映像から内容を想像できて楽しい。

何回か見ていればわかってくる。／ある程度先が読めるのでやりやすい。

△Verydifficultbecauseitisveryfast，butthestoryisinteresting．

×物語として面白みに欠ける。／笑いがない。

3）AudioTape

△少々聴きとりにくい部分があるように思う。耳だけではやはり難しい。会話は目と

耳で覚えるものだなあと思う。

×速い。／難しい。／全然わからないし、聞きづらい。

4）Classwork

○従来とは全く異なった形式で、最初はとまどったが、慣れるとおもしろくなった。

△大人数でこれ以上の密度の授業は無理｡／人前で答えたりするのは少し恥ずかしい。

5）Others

△［1）２）３）４）まとめて］こういうスタイルのEnglishは、今まで経験したことが

ない。教材・ビデオ・テープ等にしても有効に使用すれば各々効果が現れてくるだ

ろうが、このスタイルの授業としては、クラスの人数が多すぎるのでは（？）と思っ

ている。

×こんな授業をやっていたのでは英語の力はぜんぜんつかないと思う。普通の授業を

受けたい。

SpeakJapanese．
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B、９７年２月１７日実施分

Ｕｎｉｔ12,Part5Epilogueの後に、最後の作業としてＷＷＴの著者に葉書を書こう

という課題がある。各学生が書いたものをそのまま著者に送り、後日クラスあての返

事をWWTの出版責任者のHudson氏からいただいたので、掲示をして知らせた。次は代

表的なものを添削なしで示したものである。○△×は７月実施分と同様である。

○ThevideodramahelpedmeunderstandspokenEnglishbetter・

ItwasdifficultfoI,metounderstandthisstory・Ｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔ・Ilearned

Englishspokenbynativepeople・

Ｉｋｎｏｗｔｈｅｗａｙｔｏｇｕｅｓｓｔｈｅｍｅａｎｉｎｇｏｆnewwords，toreadnewspaperarticles．

Ｉ'mveryhappybecauselcouldlearnaboutAustralia・Ａｎｄｌ,minterestedin

natureofAustralia．

△InthevideoprogramofWordsWillTI,avel，peoplespeakEnglishwith

Australiastyle…Ifeelverydifficultthatundel,standthatEnglishspeaking・

Ｉｔｈｉｎｋｔｈａｔｌ,ｌｌｔｒｙｔｏｔｏｕｃｈｓｅｖｅｒａｌｓｔｙｌｅｓｏｆＥｎｇlishmore…

…Sadlylthinklhavenoprogressnow，Ｂｕｔｌｃｏｕｌｄｅｎｊｏｙthislessonvery

・ｍｕｃｈ，becauselcouldunderstandalittlefromthepicturesofthevideo．

×Itisalittledifficulttoheal,whattheysaybecausewehavelearnedAmerican

Englishforyears・ＳｏＩｄｏｎ'trecommend‘‘WordsWillTI,avel.',

（３）考察

(1)の表１と表２を見比べてみたい。７月より２月のほうが回答数が少ないので、厳

密な比較は困難であるが、大体の傾向はつかめる。

１）と２）は双方に共通の事項で、１(1)の前提２）と６）に関連している。いずれの

事項も進歩しているが､とくに前提２)に関連した事項２)の進歩が著しい｡すなわち､話

される英語をコンテクストから理解する力が増進してきたと言える。

残りの事項は７月と２月では異なるので、対応させた比較はできないが、全般的に

後者は左方に増加し、進歩の跡が見える。表１でもっとも進歩したのは９）であるが、

それは新聞記事の読解に至るまでの諸作業の遂行を通じて多くの学生に内容スキーマ

ができていたためであると推測される。このことは、１(1)の前提では主として２）３）

5）に関連するが、とくに前提３）との関連が深い。すなわち、言語は社会的慣習であっ

て、学習者は作業課題を通じて言語と現実社会との意味的関わりを獲得していくので

あり、その意味で、１(1)末尾の成人ＥＳＬカリキュラムの特徴Ｃ，すなわちtask-based

syllabusesはＥＦＬ状況でも有効に機能すると言えよう。
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表１でNoProgressのもっとも多い事項、すなわち多くの学生が苦手とする作業は

4）であり、音声面のプロソデイーに関するものであった。表２でも、同じ作業ではな

いが音声面のプロソデイーに関するという共通点を持つ6)は､相対的にはNoProgress

がもっとも多いが、表１の４）と表２の６）を比べれば、Easilyl1%→29%,NoProgress

40%→17%と著しい変容を見せたことは注目される。後者の「感情表現のための声調の

認識と使用｣は､むしろ１(1)の前提６)､すなわち｢言語以外の手段によるコミュニケー

ション」に関わるところが多く、関心を引いたと思われる。

（２）のＡを見よう。７月実施分の自由記述では、学習者の反応は様々に分かれたが、

全般的には予想以上に受講生の反応は良かった。○印の反応から見られるように、７

月の段階でも、コンテクストや言語以外のコミュニケーション手段による学習スタイ

ルに慣れて興味を持ち始めた学生は多く、表１の１）２）を裏付けている。

△印は、教材・教授法を評価しつつ問題点もあげているコメントであるが、とくに、

２点考察したい。一つは問題数が多すぎるという点であるが、その点は筆者自身教え

る立場として実感していた。EFL版改訂時の工夫［1（２）参照］にもかかわらず、言

語技能に熟達させることを目標にしたきめ細かな作業課題中心の授業で、しかもその

ような形態の授業に慣れている学生の少ないクラスでは、「受験学力｣は高くても時間

のかかることは不可避であり、かなりの部分を省略することになった。本授業の実状

に合わせて取捨選択するという対処法を取ったことになる。

二つ目は５）△のコメントで、これには筆者自身もつとも共感した。本格的にコミ

ュニケーション能力を伸ばそうとするなら、クラスサイズ等の物理的学習環境の改善

は当然ながら欠かせないのである。現条件下で改善の余地があったとすれば、１(1)の

前提８）に示されているように、グループワークやペアワークをもっと積極的に活用

すべきだった。またリスニングはＬＬを使えればもう少し効果的にできる。以上の反省

点は９７年度のＷＷＴＬｅｖｅｌｌを使った授業に生かすことができた。

×印の典型は、オーディオテープの発音に関する苦情である。映像の支えがあるビ

デオテープとは異なり、BroadAustralianほどになまりが強くなればＥＦＬ学習者には

当然ながら歯が立たない。これも結局取捨選択という対処法を取った。もう一つは、馴

れ親しんだ知識の獲得型授業スタイルとは異なる技能の養成型スタイルに反発を示す

学生の存在であるが、予想外に少数であり、９月以後の変容に期待した。

（２）のＢを見よう。２月実施分の著者への葉書では、学生の反応はより好意的とな

り、表１から表２への数値の推移を裏付けている。×はここに示した１通だけで、ア

メリカ英語への慣れゆえにオーストラリア英語になじめないという感想である。すべ

ての学習者がオーストラリアなまりを様々な英語の一つとして相対化できることはや
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はり困難であったが、それでも、△の．メントのように、困難があってもより多くの

英語変種に触れてみようという意欲を持つ学生や、英語力の伸びがそれほどでなくて

も学習態度の変容を経た学習者が見られたことは喜ばしいことである。社会的文化的

コンテクストを通して言語技能の熟達を図るというスタイルに、多くの学生が慣れて

いった傾向は明らかであろう。

おわりに

オーストラリアにおける第２言語としての英語教授法をベースにして開発された外

国語としての英語教材jMOrds胸〃７ravejとその教授法が、本学で筆者が担当した英

語授業で有効に機能し、技能面と異文化理解の面で学生の学習スタイルと意識に一定

の変容をもたらしたことを報告した。本報告はあくまでもケーススタディーであるの

で、日本の大学への一般的適用可能性については若干の検討を要する。

教材や教授法は学習者･教授者の実態に合わせて適用すべきことは言うまでもない。

本授業のように、「受験学力」は比較的高いが英語技能、とくに聞き話す技能の熟達度

に問題を持つ者が多い学習者群という実態は、日本の大学によく見られるケースであ

る。本授業の受講者の多くが技能の熟達をベースにする学習スタイルに慣れていった

ことは、教材の作業課題設定のベースとなった体系機能言語学の前提［１（１）参照］

が、同様の学習者群にとって一定の有効性を持つ可能性を示すものと言えよう。

もちろん､クリアすべき若干の問題点はある｡そのうち､物理的学習環境の改善は､前

述のように、個人レベルで可能なものもあれば、教育行政レベルで解決を図るべきも

のもあろう。教材に直接関連あるものとしては、作業量の問題と英語なまりへの対処

がある。今回は、いずれも取捨選択という対処法を取り、それなりに妥当な方法だっ

たとは思うが、今後上記のような学習者群を主たるターゲットにして改訂するとすれ

ば、作業量のスリム化と‘StandardAustl,alianEnglish，（Horvath：175）のよ

うな発音モデルの設定は考慮されて良い。ただ、後者は微妙な問題である。様々な英

語変種発音に相対的な距離を取るInternationalEnglishの考え方との調和が困難と

なるからである。今後の課題として残したい。

実際、異文化理解の視点からは、InternationalEnglishの考え方は重要である。

オーストラリア多文化主義のローカル面からグローバル面への拡大を、言語と言語教

育の観点から示唆しているからである。題材面でも、英米で開発されたテキストにあ

りがちだった自国文化への同化を図るような観点ではなく、自然保護と開発をめぐる

問題というようなグローバルな、すなわちローカルかつグローバルな論点で貫かれて

いる。結局、ＥＦＬ教材・教授法としてのＷＷＴは、そのグローバルな側面に価値がある

-４９－



のであり、その点で、オーストラリア研究者であるなしにかかわらず、わが国の大学

を中心とする英語教員に多くの示唆を与えることは疑いない。

本稿は、１９９７年９月６日に、早稲田大学で開催された第３６回大学英語教育学会全

国大会で行なった「オーストラリアで開発されたCommunicativeEnglish教材のＥＦＬ

版を使用して」という報告に補筆したものである。

【参考文献・資料】

Clemens，Ｊ、＆Ｊ・Crawford（eds.)．ルb1,.s町〃Traveﾉ：Ｃり”皿Cative助g〃s力ｆｂｒ

ﾉ"te”edjateLeveノLeame1,ｓ（Stude"t，s800A，meacher'ｓ800k，１/ideOCassettes，

AudjoOassettes)．Sydney：ELSPtyLimited，1994．

Clemens，』．＆Ｊ､Crawford（eds.)．ルノｂｒｄｓ随〃Ｔrave昨ＣＯ”叩icatjve助g〃s力

（Stude"t，ｓＢ００ＡＩ＆２’たacher，sB00k，１／ｆ先O0assettes，Audio砲ssettes)．

Sydney：ELSPtyLimited，1995．

Crawford，Ｊ・肋ｅ助a〃engeofLa"guageLeami昭fbI,Pmficie"Cy：SPeecﾉｩSCI､jPt

fbI､A〃(AustFa〃a-Japa"ん叩dation）Ｓｅ皿"aFj"細stI､a〃an助g〃Ｓ力.Fukuoka，

１Novemberl995

Halliday，Ｍ､Ａ､Ｋ・ＡｎｌｎｔＩ,oductiontoFunctionalGrammar・London：EdwardArnold，

1985．（SecondEd,1994）

Horvath，Ｂ，Ｍ・Ｉ/aI､iati”ｉ〃伽stra〃a〃肋gﾉisﾉｩ：肋eSocioﾉｅｃｔｓｏｆ‘qydhay・

Cambridge：CambridgeUnivel,sityPress，1985．

Hudson，Ｒ・SpeeChS”jptん1,Ａ‘ﾉｱＳe"伽rinAUStI､a〃a〃助g〃Sh．Fukuoka，

１Novemberl995・

NSWAMES・Certificatei〃SPoAe〃ａ"dIMritte〃助g〃sh．Sydney：ＮＳＷＡＭＥＳ（NSW

AdultMigrantEnglishService）＆NCELTR（NationalCentreforEnglish

LanguageTeachingandResearch)，1993．

幸野稔、「｢コミュニケーションを図ろうとする態度を育てる｣英語教育とは｣、『秋

田英語英文学』第３１号、１９８９年、ｐｐ､85～99．

幸野稔、「オーストラリアにおける第二言語としての英語教育に関する調査｣、

『オーストラリア教育研究』第２号、１９９５年、ｐｐ,6～17.

－５０‐



EFLCoursematerialNethodolo9yDevelopedinAustralla

:TheirAppllcationtoaUnlversltyEn911shCourseinJapan

MinoruKono（AkitaUniversity）

１Ｍ01,.ｓルＷノ乃､aveI（WWT)，originallydevelopedasanadultEnglishasa

SecondLanguage（ESL）coursematerialinAustraliainl994,ｗａｓｒｅｖｉｓｅｄｔｏｂｅｕｓｅｄ

ｉｎＥｎｇｌｉｓｈａｓａForeignLanguage（EFL）situationslikeJapaninl995・Observing

thepossiblecontributionoftherevisedWWTtothepromotionofthecommu-

nicativeapproachtotheteachingofEnglishinJapan，Ｉｔｒｉｅｄａｐｐｌｙｉｎｇｉｔｔｏ

ｏｎｅｏｆｍｙｏｗｎｕｎiversityEnglishcoursesinl996・ＩｎｔｈｉｓａｒｔｉＣｌｅ，Idiscussthe

theoI,eticalbasisofthedevelopmentoftheWWTcoursemateI,ialandmethodology，

describemycourseanditsaims，aswellassampleclassroomtasks，andconsider

thefeedbackfrommystudents，ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｔｗｏｓｕｒｖｅｙｓｍａｄｅｉｎｔｈｅｍiddleand

attheendofthecourse・

TheWWTdevelopmentteamworkedwiththefollowingeightkeyassumptions

aboutlanguageandlanguageteachingwhichhaveshapedthｅｍａｔｅｒｉａｌｓａｎｄｔｈｅ

ｗａｙｔｈｅｙａｒｅｔｏｂｅused、

１．Languageisfunctiona１．

２．Contextisakeytomeaning、

３．Languageissocialpractice、

４．Learningisanindividualprocess、

５．Languagelearningisassistedwhenlanguageisrecycled、

６．Ｌearningalanguageinvolveslearningnon-verbalaswellasverbal

communication，

７．Languageinvolvesdistinctwrittenandspokengenres、

８．Learnersbenefitfromacollaborativeclassroomenvironment・

Theseassumptionsarederivedfromsystemicfunctionallinguisticsasdeve-

lopedbyHalliday・Thisapproachtolinguistics，whichseeslanguageinasocio

-culturalcontext，hasbeenappliedtolanguageteachinginAustralia・Ｉｔｉｓｏｎｅ

ｏｆｔｈｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｂａｓｅｓｏｆCommunicativeLanguageTeaching、ThusWWTfeatures

avideodramawhichgivesleamersarealisticcontext・Associatedprintand

audiomaterialsprovidestimulusfoI,avarietyoflanguagelearningactivities・

ThesefeaturesarecommontotheESLandEFLversions・Consideringthe
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backgroundofmostEFLlearnerswhohaveacompal,ativelyhighlevelofliteracy

butpoorlisteningandspeakingskills，theWWTdevelopingteamdividedthe

textbooksintolevell（low-intermediatetointermediate）ａｎｄｌｅｖｅｌ２（high

-intermediate)，providingmorestep-by-steplearningactivities・Becauseofthe

useofmostlycommonvideoandaudiomaterials，however，Iforesawmystudents，

difficultiesoriginatingfromtheirbackgroundmentionedabove・Applyinglevel

２，Iexaminedtheirresponsesandchanges、

Belowisthecourseoutline、

１．５０２nd-yearmedicalstudents，AkitaUniversity

２．One-yeargeneralEnglishcourse

３．Ａｉｍｓ

ｌ）CommunicativeEnglish：thedevelopmentofintegratedskillsinspokenand

writtenEnglishthroughvideoandaudioresources

２）IntemationalEnglish：theunderstandingofthevarietyofEnglishspoken

bypeopleintheAustralia-focusedPan-PacificAI,ｅａａｎｄｏｆｔｈｅｃｕｌｔｕｒｅｓ

ｉｎｔｈｅＡｒｅａ

Ｓａｍpleclassroomtasksineachunitincludethefollowin９．

１．０rientationandgettingthepicture

２．Listeningactivitiespl,Ovidedbyaudiocassettes

３．Pronunciationactivitiesprovidedbyaudiocassetteswithanemphasiｓｏｎ

ｐｒｏｓｏｄｙ

４．Readingactivitieswithcontext-dependentvocabularybuildingcharacter-

istics

５．Speakingandwritingactivities

６．Languagefocus

lundertooktwosuI,veys，oneinJuly，1997,andtheothel,inFebruary，1998．

Eachofthemincludedaquestionnaireconcemingthestudents，self-assessment

ofbehavioralobjectivesspecifiedatthestartofeachunit・Inadditionthe

firstencourageseachstudenttowritecommentsｉｆany,andthesecondoneto

writeapostcarｄｔｏｔｈｅＷＷＴｗｒｉｔｅ1,s・

Theresultsofthesurveysshowthatmoststudentsbecomeaccustomedtothe

communicativeleamingstyleofunderstandingandspeakingandwritingEnglish

byusingtheirknowledgeofcontext，bothverbalandnon-verbal･ＴｈｅＷＷＴｃｏｕｒｓｅ
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materialandmethodologyhaveprovedfairlyeffectiveforourcourse・Ｈｅｃａｎｉｎｆｅｒ

ｔｈａｔｔｈｅｙｃｏｕｌｄａｌｓｏｂｅｆairlyeffectiveformanyotheruniversityEnglish

coursesinJapan，Sinceourstudentssharethebackgl,oundofmostEFLlearne1,s･

Wealsohaveanumberofproblemscomingfl,Omthesamebackgl,0und・Ihadtocut

manylearningsegmentsespeciallylisteningactivitiestodealwithstudying

difficulties・ＩｆｔｈｅｆｕｒｔｈｅｒｒｅｖｉｓｉｏｎｓｏｆＷＷＴａｒｅmade，theslimmingoflearning

activitiesandtheintroductionof‘‘StandardAustralianEnglish'，shouldbe

considered・Thelatter，howeverisadelicatｅproblem，becauseitcouldcollide

withtheconceptof‘‘InternationalEnglish,'’０ｆｗｈｉｃｈＷＷＴｍａｄｅｏｕｒｓｔｕｄｅｎｔｓ

ａｗａｒｅ、

Indeed，thisconceptisimportantinthatitsuggeststheenlargementof

Australianmulticulturalism，ｆｒｏｍａｌｏｃａｌｔｏａｇｌｏｂａｌｂａｓｉｓ，intermsof

languageandlanguageeducation・Ｇlobalizationisalsoobservedinsuｃｈｔｏｐｉｃｓ

ｏｆＷＷＴａｓｔｈｅｉｓｓｕｅｏｆｃｏｎｓｅrvationvs･development･Undoubtedlythisglobalas-

pectoｆＷＷＴｗｉｌｌｓｕｇｇｅｓｔａｇｒｅａｔｄｅａｌｔｏＥｎｇlisheducatorsinJapan，especially

attheuniversitylevel．
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＜論文＞オーストラリアの成人移民英語教育の現状

一ヴィクトリア州を事例に－

板 倉 弘 子

(千葉大学研究生）

はじめに

移民の国としてよく知られているオーストラリアでは、４人に１人が外国生まれ

で、その半数以上は非英語圏生まれである。なかでもヴィクトリア州では、外国生ま

れの７０％近くを非英語圏生まれが占めている。このようにオーストラリアは、多民族

によって構成されている社会、多文化社会の国であるといえる。

外国生まれの人も地域に暮らす住民として、生活が保障されなければならない。言

葉がわからないために、すべての情報から遮断され、条件のよい職を得られないとい

うような不利な立場に置かれ、困難な日常生活を強いられている場合が少なくない。

生活するうえで、言葉の問題は深刻であり、その支援を最優先させることが求められ

ている。オーストラリアでは、移民への英語教育の歴史は古く、目的はともかくとし

て、政府による政策として確立されている。

この論文では、ヴィクトリア州における非英語系移民への英語教育に焦点をあて、

実地調査、政府資料、関連機関の資料などによる考察を通して、これからの言語支援

のあり方を考えることを目的とする。実地調査とは、１９９７年６月３日から１週間ヴィ

クトリア州メルボルンにおいて、英語教育を提供している成人多文化教育サービスの

シテイセンターと成人教育審議会シテイセンターの２機関における調査を指している。

なお、この論文における移民の定義は、出国する移民（Emigrant）ではなく、入国し

てくる移民（Migrant）とする。

1．成人移民教育の歴史的背景

オーストラリアにおける移民・難民の受け入れの歴史は、1788年にイギリスから囚

人移民を含む関係者がシドニーへ入植したことに始まる。１９０１年にオーストラリア連

邦が成立し、同年移住制限法が制定され、その第３条に定められたヨーロッパ系言語

による書き取りテストは、白豪主義の核となり、アジア系移民を排除する目的のため

に実施された。第２次世界大戦後、人口の増大、産業の復興・活性化、経済成長や防

衛のために移民の導入が積極的に進められた。移民への英語教育は、オーストラリア

への航海中や入国後の収容施設で、生活習慣指導とともに行われた')。これは、移住
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者がオーストラリアの言語を学び、生活面でも早くオーストラリア人と同じ行動をと

るように、加えて民族ごとのコミュニティを形成しないように、地域社会に早くとけ

込ませることを意図して、強制していたと考えられる。

１９５８年には、書き取りテストが廃止され、非ヨーロッパ人の移住に関する制限が緩

和された。１９７１年には、非英語圏生まれの外国生まれ全体に占める割合が５０％を越え

た。非英語系移住者の増加、さらに１９７３年の市民権法の改正、１９７５年の人種差別禁

止法の制定によって、白豪主義政策は終わりを迎えることになった。１９７０年代後半か

らはヴェトナムなど、大量のインドシナ難民の受け入れで、非英語系移住者が増加し

たことによって、英語教育のあり方や、多様な文化の理解に努める必要性が生じてき

たため、移民政策の見直しをせざるを得なくなった。

１９９７年に、ガルバリー（Galbally,Ｆ､）が委員長である「到着後の移民計画及びサー

ビスに関する評価委員会」が設立された。同委員会が1978年に出した『移民に対する

到着後のプログラムおよびサービスについての評価』報告書（ReportoftheReview

ofPost-aI,rivalProgramsandServicesfoI,Migrants）（通称「ガルバリー．レポー

ト｣）の提案をフレーザ一政権は受け入れた。「ガルバリー．レポート」によって提案

されたのは、つぎの４項目２）である。

・社会のすべてのメンバーは、自分たちの能力を十分に高めるための機会が等しく

与えられ、プログラムやサービスは平等に受けられなければならない。

・どんな人も、自分たちの文化を偏見や不利益を受けることなく維持でき、他の文

化を理解し尊重するように勇気を持つべきである。

・移民の要求は、一般にすべてのコミュニティに利用可能なプログラムやサービス

によって、充足されていなければならない。しかし特別なサービスやプログラム

は、利用や提供の平等を保証するために、現在必要である。

・サービスやプログラムは、学習者と十分に話し合って企画され、運用されなけれ

ばならない。そして、自助は移民ができるだけ早く自信を持つことができるよう

にという視点で、可能なかぎり促進されるべきである。

ガルバリー・レポートによって、政府の移民プログラムやサービスへの財政援助を

はじめ、移民政策が大幅に拡大された。そのなかで、多文化主義についての意識、成

人移民の英語教育､そして移民の持っている第１言語の維持に関して明らかにされ､移

民政策への政府の援助を拡大していった。

また、レポートによれば、「1967-68年度から１０年間に、約４０万人の新しい非英語

系移住者がオーストラリアにやってきた。そのうちの２５％は英語をあまり必要としな

かったため、特別な英語指導は必要でなかった。残りの７５％の人は、英語クラスに参
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加した。１９６９年に設けられたフルタイム・コース（300～320時間）は、1976-77年

度までにわずか21,035人の学習者しか利用していない。十分な英語が話せない、英語

指導を受けていない、フルタイム・コースに参加できない、あるいはそれと同様の事

情で指導が制限された移民が数多く残っていると考えられる｡」３）そして、現行の英

語指導に関する改善と政府援助の予算化を勧めた。このレポートは、多文化主義路線

をより確実なものとしたことで、その役割は大きかった。

その後、政府は第２言語としての英語（EnglishasaSecondLanguage、以下ＥＳＬ

と略す）教育を含む言語政策を発表した。雇用・教育・訓練省（DepartmentofEmp-

loyment,EducationandTraining，現在の雇用・教育・訓練・青少年問題省、以下ＤＥＥＴ

と略す）のDawkins，Ｊ、によってまとめられ、１９９１年に刊行された『オーストラリア

の言語識字政策』（theAustl,alianLanguageandLiteracyPolicy、以下ALLＰと略す）

の中に、オーストラリア言語識字政策のゴールとして、「すべてのオーストラリア住民

は、オーストラリア社会にとけ込めるように、英語の有効的な識字を発展、維持する

べきである。英語以外の学習は、拡大され改善されるべきである。アボリジニ・トー

レス海峡島人の言葉は、文化的な遺産として保持されるべきである。通訳・翻訳、出

版物、電子メディアなどや図書館で提供される言語サービスは拡大、改善されるべき

である｡」４）の４点を挙げている。すべての住民に社会にとけ込むための英語習得を

強調しているのは、識字という概念からの言語習得の捉え直しと考えてもよいのでは

ないだろうか。また先住民文化の保持や英語以外の言語の学習の重要性を提案してい

るのは、多文化主義に照らしたものであり、国際的な観点でオーストラリアの位置を

意識しているといえる。

1995年１２月にオーストラリア移住・民族関係省（Departmentoflmmigrationand

EthnicAffairs、現在の移住・多文化問題省）から出されたデータによれば、国家政

策の枠組みとして、政府の政策はオーストラリアの共通語としての英語の発展を援助

し、１９９１年のALLＰは、連邦政府と州政府が保証するとしている。すべてのオースト

ラリア住民が適切なレベルの読み書き英語を発達させるべきと考え、そのために政府

のサービスを受けたり、英語による職業教育・訓練に参加することを認めている。成

人英語・識字プログラムは連邦や州などのプランを通して供給している。雇用に関連

したＥＳＬ訓練はＤＥＥＴの責務であり､職さがしや職業訓練を受けるための高等指導も含

んでいるこのプログラムは、職業安定所（CommonwealthEmploymentService，ＣＥＳ

Office）を通して受けられる。次に具体化されている非英語系成人移民への英語教育

についてみてみる。
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2.成人移民英語プログラム（AdultMigrantEnglishProgram，AMEP）

（１）背景

１９４７年に成人移民教育プログラム（AdultMigrantEducationProgram，AMEP）と

して政府によって始められ、非英語系移住者に対して識字教育が活発化していった。

移民協定と英語訓練は州や地区が、政策や資金の提供は連邦政府が担当して、サービ

スの管理、内容や方法論、使用テキストを定め、教えることに対する責任を負った。

現在は成人移民英語プログラム（AdultMigrantEnglishProgram、以下AMEＰと略す）

となっている。管理しているのが移住・多文化問題省(Departmentoflmmigrationand

MulticulturalAffairs、以下ＤＩＭＡと略す）で、居住サービスの一環として、非英語

系成人移住者のために、５１０時間以内で基礎的な英語の指導を提供している。ＤＩＭＡは

州・準州・首都特別地域にある、ＡMEPのサービス機関を通して、コースを提供するた

めの資金援助をしている。1996-7年度にＡ$75,600,000の助成金が、AMEＰを通して約

43,200人の成人移民のために援助された。1997-8年度には２５％ほど増額されている５)。

ＡMEPを利用できるのは、１９９１年７月１日以後に到着した１８歳以上の移民でオース

トラリア移民志願者英語コミュニケーション技能検定テスト6）（AustralianAssessmentof

CommunicativeEnglishSkillstest）によって読む・書く・話す・聞くの４技能に関

してＤＩＭＡに機能的な英語を備えていないと評価された人や､1991年７月１日以来オー

ストラリアに住み永住ビザを取得した人など､16～18歳であっても学校や雇用･教育・

訓練・青少年問題省(DepartmentofEmployment，Education，TrainingAndYouth

Affairs、DEETYA）による英語のクラスに参加できない人、５１０時間の権利を使ってい

なくて機能的な英語をまだ身につけていない人である。ＡMEPは、新しく入国した非英

語系移住者自身が学習と、社会とのかかわりを通して機能的な英語を身につけ、彼ら

の目標とする就職などで、不利益が生じないように計画されている。彼らが５１０時間

の英語教育を受ける権利が完全に終了し、機能的な英語を身につけたとき、次の学習

選択や適当な機関への紹介などについて相談できアドバイスを受けられる｡国内の300

のセンターでAMEＰの教育プログラムが展開され、１３万人以上の受講者が登録してい

る。

（２）第２言語としての英語（EnglishasaSecondLanguage，ESL）指導

ＡMEPの英語教育を受ける移住者は、オーストラリアのどの地域においても、指導を

受けることができる｡英語クラスはオーストラリアの多くの都市にあるAMEＰの英語教

育提供機関のセンターで開かれている。そこでは英語の指導とともに、生活するため

の情報やいろいろなサービスの利用に関する情報の提供､就職のためのアドバイス､.異
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文化を理解する寛容さの促進なども合わせて指導している｡またその責任において､学

習者の英語レベルの評価や学習者の目標・要求について話し合いながら目標への明確

な道筋を示し、相応しいコースで学習者に対応している。

ヴィクトリア州では１９９５年９月１日から、いくつかのケースでＡＭＥｐの学習者のた

めの指導が５１０時間を越えても受けられることを認め、１６～１８歳で以前にその権利を

持っていなかった何人かに適用された7)。

プログラムには、民族の文化を尊重したと思われる、イスラムの女性のための英語

クラスがある。イスラムの女性は男性と同じクラスで学べないということで、配慮し

たものと考えられる。ＡMEPでは学習者のいろいろな障害をできるだけ取り除くことを

保証している。そのひとつに保育（Childcare）サービスがある。小さい子どものい

る学習者が安心して授業に出席できるように保育を実施している。１９９５年は約3,200

人の子どもが、ボランティア・チューター（VT）によって世話を受けた。

このような状況をみると、多くの学習者に便利な体制が整い、学習者に配慮した、英

語教育の柔軟な提供が考えられてきているといえる。1994-95年度のAMEＰへの参加者

は３４，０００人（内女性は５７％)、年齢は３０歳以下が３４％、３１～４４歳以下が４３％、４５

歳以上が１７％8）であった。

3．ヴィクトリア州における成人移民教育

(1)成人多文化教育サービス（AdultMulticultul,alEducationServices，AMES）

ヴィクトリア州では､1951年に成人移民教育サービスが正式に設立され､新しくオー

ストラリアに来た非英語系移住者に英語や識字プログラムを提供することになった。

1997年に、移民（Migrant）を、多文化（Multicultural）に改め、成人多文化教育サー

ビス・ヴィクトリア（AMESVictoria、以下ANESVと略す）となった。

AMESVはメルボルンに設置された州最大の政府の教育機関で、州内に２６の英語教育

センターを持っている。AMESVはヴィクトリア州高等教育・訓練大臣の職務の管轄と

なっており、成人コミュニティ継続教育局（Adult，CommunityandFul,therEducat-

ionBoard，ＡＣFEB）とは別の部門である。基礎的なESLの指導で、非英語系成人移民

が職業や継続学習のために十分な英語が得られ、地域社会に生産的に参加できるよう

識字訓練をすることが、AMESVの主な目的である。所長のシヤーリー・マーテイン

（Martin，Shirley）は英語教育の方針として、「オーストラリア社会で適切に評価さ

れるためにはコミュニケーションの手段としての英語を身につけなければならない。

AMESVではその英語を提供したい」９）と述べている。

クラスは昼夜開講されており、学習者はフルタイムかパートタイムのクラスを選択
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する。センターで学習するプログラムが中心におかれているが、種々の産業の職場に

おいて実施している職場英語教育プログラム（EnglishintheWorkplaceProgram，

以下EWPと略す)、遠隔地で学ぶ人のために、テキストやテープを使用して、専門の教

師の電話対応による遠隔地教育プログラムもある。また、センターの個人用学習施設

におけるコンピュータによる学習プログラム、資格のある教師の指導を受けながらテ

キストや資料を使って学ぶプログラムも準備されている。センターで実施されている

プログラムに参加できない人のために、ボランティア・チユーターの指導によるホー

ム・チユーター制度（HomeTutorScheme,以下HTSと略す）もあり、学習者が学びや

すいように計画されている。

AMESVのすべての職業コースには、仕事の観察や経験をすることも含まれ、言語学

習は、雇用や継続訓練に要求される技能と組み合わせて展開されている。専門職コー

スのための英語は、専門的な背景を備えた学習者を、その資格が生かせる場で実施す

るように企画されている。

学習者限定プログラム

AMESVセンターでは、一般のコースのほか、「中国人レストラン従業者のための英語

クラス」というような、学習対象者を限定した受講料無料のプログラムもある。授業

時間内なら出入りが自由であるために、筆者が視察中も、職場のユニフォームのまま

駆けつけたり、授業の途中で仕事のために退室していく学習者もいた。中国語を話す

女性指導者がクラス学習の形態で、１０数名の学習者を指導している。時々は、中国語

で対応していた。テキストは授業時間内のみ貸し出されている。

職場英語教育プログラム（EWP）

訓練のすべての状況と職場のコミュニケーション要求を支援するため、現場に準拠

できる教師たちによって提供されている。１９９６年には４４の企業において実施され、

2,568人が受講した。プログラムのうち、約２０％は読み書き英語の資格取得と成人の

ための一般英語の両方を含んでいた。

新しい科学技術や産業の再構築は、雇用者と被雇用者のコミュニケーション技能の

必要性をもたらした。限られたレベルの言語識字技能では、産業の要求に応じること

や、職場のコミュニケーションが困難になると思われる。これは結果的に職場の生産

性と、被雇用者個人の経歴の向上における機会の両方を妨げることにつながると考え

られる。また、１９９３年のオーストラリアにおける失業率は、平均が12.2％、オースト

ラリア生まれは11.1％、非英語圏生まれは18.5％’０）となっている。非英語系移民
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は、就職において不利益を被っているといえる。したがって、ＥＷＰ教育は、就職して

から労働の場で英語を学べるという点において評価できる。しかし、実施している企

業はまだ少なく、企業の規模の問題も当然あり、実施したくてもできない企業がある

状況は否めない。

ホーム・チューター制度（HTS）

この制度は、１９７３年からＹＷＣＡなどによる準備段階を経て、１００名以上の養成された

ボランティア・チユーター（以下ＶＴと略す）の支援とともに、１９７４年４月にメルボ

ルンに発足した。１９７５年にはＶＴは５００人を越え、ＨＴＳは、１９８１年にAMESVに組み込

まれ、現在に至っている。ＨＴＳは、新しく入国した移民が、何らかの理由でセンター

で実施されているプログラムを利用できない状況にある場合、その学習機会を保障す

るため、ＶＴを学習者の家庭に派遣し英語指導を行うプログラムである。登録料として

Ａ＄５０を払えば利用できる。

学習者の家庭での指導ということで、うちとけた雰囲気の中で進められている。１

対１の指導は１週間に１回ｌ～２時間というのが基本で、６か月間行われる。学習者が

学習を続けたいと希望し、ＶＴが同意すればさらに６か月間延長することができる。基

本的には学習者の家庭での指導になるが、公園、喫茶店やコンサートなどでの指導も

ある。ＶＴは本、テープ､種々の道具を用いて、毎日の生活に必要な英語の練習を手伝っ

ている。何人かのＶＴや学習者は授業を越えて、友好的なつき合いをしている。

ＶＴに要求されるものは、英語が上手に話せる、異文化背景をもつ人にうまく対応で

きる、言葉が話せないコミュニティに住むことの困難さが理解できる、１週間に時間

の余裕が少しある、などで、英語以外の言語を話すことや、教師である必要はない。

ＶＴは、オーストラリア生まれの人が多いが、移住者の家族も少数いることで、学習者

の状況をよりいっそう理解でき、求めに応じた対応が可能である。

ＶＴの養成や訓練は、専門職のスタッフが対応して訓練プログラム（VolunteerTutor

ProgramTrainingSession、以下VTPと略す）を実施している。学習者を指導する前

に、２時間のプログラムを５回、､合計１０時間のＶＴＰを修了しなければならない。ＨＴＳ

ではその他に定期的な会報の発行、特別なワークショヅプの開催、そして多様な教材

や資料の提供などを通して常にＶＴを支援している。ＶＴＰの講習内容は、支援する理由

について､職務の説明一権利と責任､新移民の要求について､学生の要求を理解する､文

化の気づきの活動、資源についてなどである。筆者の調査時、ＶＴの一人が、専門職の

スタッフから、コンピュータによる訓練を受けていた。

学習者にとって、求めるものが得られる喜びは大きく、ＶＴは言葉の指導だけに終始
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していては、その学習者がどんな支援を必要としているかを把握することは不可能で

あるｏＶＴＰの内容をみると、言語活動に関することは全体のほんの一部であり、ほと

んどがＶＴ一人ひとりの意識を高めるような内容になっている。

ＨＴＳの問題点について、「この制度を利用したい移住者数に対して､ＶＴの数がいつも

足りず、長期間待つ地域がある。また、予算が少なくてプログラムを大きくできない

状況にある｣とコーデイネータのMckoeough,N・は筆者に話してくれた(インタビュー､1997

年６月５日)。非英語圏からの移住者は年々増加傾向にあるが、言語支援者側の対応が

追いついていない現状である。

言語支援者に求められているのは、学習者の権利や文化を保障し、お互いが双方向

に学びあい､お互いを理解する姿勢である｡ＶＴとの学びあいの中で､学習者が自立し､言

葉を手段にして積極的に地域社会とかかわっていけるように､またＶＴも学習者とのか

かわりのなかで、さらに育っていくことができるような内容で、養成システムが確立

できているといえる。

AMESVではコミュニティでの対応を拡大するため、コミュニティ連絡担当のスタヅ

フを配置し、多様なグループに相応しい学習のための計画を、民族グループの人たち

と一緒に作ろうとしている｡一部地域において展開し始めた英語教育プログラムは､母

語との２言語による英語指導であるが、あくまでも移住者のみが対象である。

（２）成人教育審議会（CouncilofAdultEducation，CAE）

ＣＡＥは１９４６年１２月に設立され、最初のクラスは１９４７年８月に開講した。メルボル

ンのシティセンターと、他地域に１５のセンターを持っている。オーストラリアにおけ

る、成人コミュニティ教育プログラムとサービスの最大の提供機関で、地域社会にお

いて、広範なプログラムを継続教育として提供している。継続教育、資格取得や学校

教育を終えていない人のための一般コースなど、分野は文学、言語、歴史、芸術、科

学、医療、情報処理などの他に、就職のための職業訓練、介護や精神的サポートなど

多岐にわたっている。成人移民のための英語、失業者のためのコースなどは、政府の

援助によって受講料は学習者の自己負担が少ない｡半年間に約８５０コースが設定され、

2,000以上のクラスが開講している。１９９６年は4,472のクラスが開講し、延べ59,235

人の受講者があった。政府からの助成金もあり、受講者の負担は約６０％となっている。

現在ＣＡＥはヴィクトリアの高等教育・訓練大臣（MinisterforTeI,tiaryEducation

andTraining）の管理・統制のもとに、成人教育を通してヴィクトリアの人々の生活

の質を向上させるために、広範で質の高い成人教育プログラムを実施したり、成人．
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ミュニテイ継続教育を提供する他の機関と共に機能している。他の州の人にも通信教

が受けられるシステムが整っている。

非英語系成人移住者へのＥＳＬ教育

ＣＡＥで提供しているプログラムのなかに、ＥＳＬも含まれている。６か月が１期間と

なっており、学習者は受講登録の前に、最低１時間、マネジャーと面接し、本人の希

望と英語の評価によってクラスが決められる。登録料は１期間Ａ$４０のみである。ＥＳＬ

プログラムには、「一般英語(GeneralEnglish)｣、「文法｣、「会話｣、「生活のための英

語｣、「継続学習のための英語｣、「仕事のための英語」などのコースがあり、全コース

も昼夜開講しているので、仕事を持っている人も受講しやすい。

「一般英語」は、レベル別にコースが設定され、初心者から中級レベルまで、読む・

書く・話す英語を１授業３～４時間で、週に２～３回開講している。「継続学習のための

英語｣は、目的に合った英語技能を学ぶコースで、有効な読み方、発音法､発表技能､報

告書執筆法、コンピュータ技術を学ぶ。英語の正しいスペル・文法、専門分野の書き

方や上級専門英語技能が含まれ、学習者をより高度なレベルへと導いている。「仕事

のための英語」は、仕事に関する文書作成や会話の学習から、新しい仕事を見つける

前の準備、仕事全体でのコミュニケーション技能の向上を目的としている。

筆者は、ＣＡＥを調査中に授業を視察する機会を得た。「一般英語１」のクラスで、学

習者はロシア出身が７人、中国・ヴェトナム・タイ出身が１人づつ（女性が６人、男

性が４人）であった。指導者は女性（CAEではマネジャー、指導者など女性が７０％を

占めている）で、クラス形式、時々はグループで学んでいた。授業は仕事さがしに関

する内容で、新聞掲載の求人広告をもとに、募集先の会社の担当者あての「手紙の書

き方」について、プリント教材を用いて学習していた。ロシア出身の学習者が多いた

めロシア語が飛び交い、自己主張を堂々とする人もあり、活気のあふれる授業であっ

た。指導者にインタビューしたところ、つぎのような話が聞けた。

一Hughes，Ｌ・（英語指導者）の話一

「授業での問題点は、同国出身の学習者たちが、母語で話し合ってし

まうので、授業では困るが、家庭では母語を使うのも必要なことだと理

解している。授業では、いろいろな国からの人たちが混在したクラスが

理想だと思っている｡」（インタビュー、１９９７年６月６日）

視察した２つ目の「一般英語２」のクラスは、毎週３回、１回３～６時間の長時間授

業である。筆者は、授業（９：３０－１４：００）の午後２時間ほど参加した。指導者はやは

り女性で､プリント教材の内容に沿って授業がすすめられていた｡学習者は10数人で､ロ
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シア、中国出身者が多かった。中級クラスであるためか、内容も指導方法も先のクラ

スとは異なり、学習者が２人１組で、質問者役と回答者役になり、英語での質問に対

して、その答えを紙に描かれた絵の中に示すものであった。楽しそうに学んでいる学

習者の雰囲気が伝わってきた。指導者は、授業の終了後、一人の学習者の進路につい

ての相談にも時間をとって対応していた。

案内された資料室には、個人学習のためのテキスト、カセットなどが袋にセットさ

れていた。また、図書室は学習者が利用しやすいように整備され、図書の貸し出しも

行われている。図書室の一隅で、コンピュータを使った学習が、チユーターの指導の

もとに行われていた。筆者も、学習者とともにCD-ROM授業に参加した。６台ほど設置

されたコンピュータを使って、何人かの慣れた学習者が学んでいた。

ＣＡＥのプログラムは１５歳以上の人たちに提供されているが、登録者は２０～５５歳の

範囲で、そのうちの５０％は４５歳以下、学習者の７５％は女性である。１９９６年の各プロ

グラムへの登録者数を見てみると、ＥＳＬプログラムは2,546人、識字プログラムは

1,692人となっている。創作芸術プログラムの12,340人と比べて、ＥＳＬプログラムや

識字プログラムの登録者は少ない。成人教育機関として、多様なクラスが開講されて

いるために、受講者が分散するのは当然であるとしても、移民の受け入れが現在も行

われており、ＣＡＥにおいては非英語系移住者のＥＳＬプログラムへの参加を促す企画が

必要ではないかと考える。

おわりに

オーストラリアの成人移民英語教育について考察した。公的に確立されている肯定

的な面は、学習者にとって学びやすい形態ができていること、学習者の置かれている

環境によっては、受講費が免除されることなどが挙げられる。

ヴィクトリア州では、移住者へのサービスとして翻訳・通訳サービス（100以上の

言語で電話による２４時間対応)、各種登録の案内、居住のアドバイスなどを実施して

いる。居住地域における生活に根ざした英語学習は、移住者にとってより効果的では

ないかと考えるが、サービスの一環には含まれていない。従って、地域における移住

者への言語支援が、政府の政策以外十分に機能しているとはいい難い。

ＡMEPは、新しく入国した非英語系移住者が英語教育を受け、機能的な英語を身につ

け、彼らが目標とする教育や仕事に就くために計画されているといえる。ところが､移

住者に言語的同化を強いるという否定的な面を併せ持っているともいえる。多文化主

義のもとでは、学習者の権利である母語や文化の維持・保障が中心に置かれた言語政

策が求められるが、ＥＷＰは現実問題として、非英語系有職者の1.4％しか参加していな
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い。職場の環境整備は、働く人の権利を守るという観点から優先されなければならな

いが、実施費用の経営者負担や、参加者の労働のカバーなど、企業の規模によっては

実施が困難と思われる。ＨＴＳは、学習者に配慮した制度であるといえるが、利用希望

者が待たされている現状から考えると､チューターの不足解消のための施策として､ＶＴ

の養成をより積極的にすすめることが重要である。AMESVには、より広範で柔軟な英

語指導サービスの提供を追求している姿勢が感じられるのだが、対象が移住者のみで

あり従来の域を脱し得ない。

ＣＡＥは多様なプログラムと受講しやすい料金体系から、地域住民に生涯学習の機会

を提供する機関として、地域社会で大役を担っているといえる。また生涯を通して学

べる機関として、大規模に展開しているＣＡＥの存在価値は高いといえる。しかし、あ

らゆる機能を備えていても､ESLプログラム受講者数の全登録者数に占める割合は４％

である。このことは、新しく入国した移民が学びやすい条件を備えているかどうか、再

考の余地があることを示している。そして、成人教育機関としての使命から、新しく

州に来た移住者への英語教育にとどまらず、移民の持ち備えている能力開発の役割を

担うことも必要ではないかと思われる。

、考察を通して、政府による言語支援の方向が少しづつ変化しているのは確認できる

が、コミュニティにおける展開がまだ十分とはいえない。オーストラリアでは、かつ

て移住者に仕事をもつこととならんで英語の学習を要請した。英語教室の組織化は政

府の役割と認識されていた。しかし政府の政策だけでは網羅できない部分もあり、民

間レベルのボランティアによる支援が不可欠ではないだろうか。移住者の住む地域に

おける英語学習が可能になれば、移住者にとって英語の習得のみならず、地域社会へ

の参加という両面を満たすことができる。さらに、地域住民とも交流機会がもて相互

の文化理解につながると考えられる。

従って、移住者の生活の場である地域社会において、政府と地域住民の連携のもと

に、地域活動の枠組みの中に成人移民への言語支援を展開していくことが、多文化主

義政策をとるオーストラリアに強く求められていることではないだろうか。
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En91ishLan9ua9eTutorin9forAdultNi9rantsinAustralia

-Focus1n90nVictoria-

HirokoItakura（ResearcherofEducation，ChibaUniversity）

Australiahasbeencalled‘‘anationofmigrants'，，ａｎｄｔｈｅｒｅｆｏｒｅｉｔｃａｎｂｅ

ｓａｉｄｔｏｂｅａｍｕlticulturalsociety・Ａｍｉｇｒａｎｔｉｎｓｕｃｈａｓｏｃｉｅｔｙｍｕｓｔｂｅｇｕaranteed

andduebenefitsasAustralian・Arangeofsettlementservicesispl,ovidedwith

theaimoffacilitatingamigrantsearlysettlementandequitableparticipation

inAustraliansociety・Inparticular，languageisthemostimportance・Most

immigrantsduenothaveasufficientcommandoftheEnglishlanguage，andhence

havetherightofhavingthelanguagetaughttothem・Govemmentpolicysupports

thedevelopmentofEnglishasthecommonlanguageofAustralia･

ThispaperfocusesonEnglishtutoI,ingforadultmigrantsofnon-English-

SpeakingbackgroundsinVictoria・Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｅｐａｐｅｒｉｓｔｏｍａｋｅｉｔclear

howtobestsupportEnglishasSecondLanguage（ESL）andliteracytl､ainingfor

adultmigrants・Thereasonfol,focusingonVictoriaisbecausethisstatehas

thelargestpopulationofcitizensamongallthestates・

TheAustraliangovemmenthasprovidedadultmigrantsfromnon-English-

SpeakingbackgroundwithbasicESLtutoringsincejustWorｌｄＷａｒｌｌ・ThemigI,ant

policyofAustraliahasadapted‘‘Multiculturalism，，ｆｒｏｍ1973．TheGalballyRe-

pOI､t，HepOI､ｔＯｆ幼eReview0fP0st-a〃ivaノルogramsa"ｄＳｅＩ､vicesfbI､版gra"ｔｓ

(1978)，stronglyemphasizedEnglishlanguagelearningforadultmigrantsthl,Ough

AdultMigrantEducation（laterEnglish)Program(AMEP)．Thegovemmentcontinues

toprovidetheAMEPforthosemigrants，asallAustralianresidentsshoulddeve-

lopanappropriatelevelofspokenandwrittenEnglish・AMEPensuI,esthatadult

migrantsofnon-English-SpeakingbackgroundshaveaccesstoEnglishlanguage

learningsoonafterarrivalinAustralia・Theyreceivetuitioninacompetency-

basedcurl,iculumthathelpsthemtodeveloptheirlanguageskillswhichare

neededtoenablethemtoparticipateinthecommunity・Theclassesareheldat

providersinmostcitiesinAustralia・AMEPcoul,sesareheldattheAdult

Multicultural（formerMigrant）EducationServices（AMES）officesinVictoI,ia・

Inotherstates，AMESistheabbreviationofAdultMigrantEducationServices・

TheAMESVictoria（AMESV）ｉｓｔｈｅｌａｒｇｅｓｔｐｒｏｖｉｄｅｏｆｔｈｅＥＳＬａｎｄliteracy
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programsfoI,newarrivalsinthisstate・ANESVhassponsorsavarietyofprograms

inclassrooms，workplaces，individuallearningcentres，atlearners,homes，etc・

ItismadeavailabletomigrantstoenablethemtoseekjobsrequiI,ingfunctional

English・TheymightlearnEnglish，ｂｕｔｉｔｍｅａｎｓｔｈａｔｔheyareassimilatedto

Australia，ｆ1,0mtheperspectiveoflanguage・TheHomeTutorScheme（HTS)，aspart

oftheAMEP，isprovidedbyAMESV･HTSgivesEnglishtuitiontoadultmigrants

whocannotjoinclasseshelｄｉｎｔｈｅｃｅｎｔｒｅａｎｄｗｈｏａｒｅｓｕｐｐｏｒｔｅｄbyvolunteeT

tutors，ＴｈｅＨＴＳａｐｐｅａｒｓｔｏｂｅａｇｏｏｄｓｙｓｔｅｍ，ａｓｉｔｓａｔｉｓｆｉｅｓｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆａｄｕｌｔ

ｍｉgrants・BecausetheEnglishtutoringisheldattheirhomes，ｔｈｅｌ,elationship

betweenandvolunteertutorsisclose・Ｉｔｉｓ，howevertheshortageofvolunteers

hasbecomeaseriousproblemforHTS・

TheCouncilofAdultEducation（CAE）wasestablishedinl947asapl,ovider

ofadult，communityandfurthereducationpl,ogramsandservicesinVictoI,ｉａ・Ｔｈｅ

ａｉｍｓｏｆｔｈｅＣＡＥａｒｅａｔｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔhestandardsoflivingofpeopleinVictoria

throughadulteducation･Itwouldappeal,thattheGeneralEnglishcoul,se，part

ofCAE，ｓＥＳＬｐｒｏgrams，meetsmigrantneeds，ｂｕｔｖｅｒｙｆｅｗｍｉｇｌ,antsregistel,to

attendthecourse．

ＩndeedAMEPhasbeenestablishedanddevelopedviathegovemmentpolicy，but

itisundertakenonlyatclassesformigl,ants･Itisnecessal,ytohaveacommand

ofEnglishlanguage，ｔｏｅxchangeculturalaffairsbetweenmigrantsandAustralian

peopleinthecommunityandtomakemigrantsthemselvesparticipateinAustralian

society･

Consequently，governmentpolicyconsiderationiｓｎｏｗｔｕＩ,ninghowtooffer

Englishlanguagetutoringfol，adultmigrantswithmanyAustralianintheir

community・ThistutoringmustｂｅｃａＩ,I,iedoutintlieframeworkofadulteducation

conductedinthecommunity・Thisisanimportantproblemthatthegovernmentfaces

inthemulticulturalsociety．
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＜論文＞ オーストラリア先住民を対象とした教育支援政策に関する考察

-1970年以降の財政的な支援政策を中心にー

伊井義人

（青山学院大学大学院）

はじめに

オーストラリアの先住民であるアボリジニを対象とした学校教育は、1815年にシド

ニー近郊のパラマツタ(Paramatta)において始まった。その後、アボリジニに対する教

育政策は、1890年代から始まる「保護」政策、1940年代からの「同化」政策、1970年

代以降の「自律的決定」政策に対応して策定されてきた。

本稿では、1970年代以降に見られる自律的決定政策の流れの中での、アボリジニに

対する教育支援政策を中心に考察する。多民族・多文化社会と言われるオーストラリ

ア社会の中で、アボリジニを考察対象とした理由は次の理由からである。

第１に、社会的不利益を被ってきた先住民への教育支援に関して、オーストラリア

は先駆的であることからである｡わが国において､先住民であるアイヌに対しては､1997

年からアイヌ文化振興法が適用されている。しかし､戦前の北海道旧土人保護法以来､彼

らの学校教育に関する「特別な」施策は行われていない'）。その点から、アボリジニ

ヘの教育政策は、わが国の先住民に対する教育施策に示唆深いであろう。

第２に、アボリジニが抱く子どもの将来に対する一般的な考え方として、①オース

トラリア社会のメインストリームである価値観、技能の獲得、②アボリジニの伝統的

な価値観､慣習の継承､という二つの相反する価値観があげられることからである2)｡つ

まり、アボリジニは「学校教育」と家庭やコミュニティ内で行われている、若しくは

行われてきた広義の「教育」の間において葛藤しているのである。このような状況は

アボリジニの至上価値が一般的に西欧社会への「適応」であったことに起因している

と思われる。しかし、学校に就学する子どもたちが学校で求められる価値観(①の価値

観)への「適応」を強いられる点で、アボリジニの学校教育に対する葛藤状況には、先

進国が抱える教育問題3)にも繋がる根本的な原因を見ることもできる。ただ、先住民

の方が自らの伝統文化に急速に異文化が進入してきただけ、学校教育に対する価値観

をめぐっての葛藤が表面化しているにすぎないのではないだろうか。

これまでのアボリジニに対する教育政策がアボリジニの文化的葛藤に対する解決策

を提供してきたとは必ずしも言えない。何故ならば、それらの支援政策はアボリジニ

の「学校教育」への就学率を上昇させることを主な目的としているからである。都市

-６８－



部に在住するオーストラリアの一般社会に適応しているアボリジニ(既に学校教育から

一定の恩恵を得ている人々)を含めて、依然として多くのアボリジニが、先述した二つ

の価値観の中で自らの位置づけを模索しているのである。

以上のような状況を踏まえて、本稿では多様な学校段階に就学する、又は就学を希

望するアボリジニヘの連邦政府の財政的な支援に関する考察を行う。それは、アボリ

ジニに対する教育支援政策が、奨学金的な支援からアボリジニの自律性を重視する支

援へと性格は変化しつつも､1970年代以来一貫して展開されているからである｡また､各

州独自のアボリジニヘの支援政策も展開されてはいる。しかし、州における支援政策

は、連邦政府の政策に準拠しているため、本稿では考察対象外としている。

アボリジニを対象とする教育政策又は教育状況を考察した先行研究は幾つか見受け

られる４)。しかし、それらの論文はその多くがアボリジニに対する学校教育の「保障」

を視点とするものであった。そこで本稿では、アボリジニの学校教育の「保障」を目

的とした､過去20年間の教育支援政策の段階的な変化とその政策自体が苧んでいる｢意

味」を明らかにすることを目的としたい。

アボリジニの民族的定義については、一般的な政策文書では①本人が自らをアボリ

ジニと認めていること、②本人が住んでいる地域社会からアボリジニであると受け入

れられていること、③アボリジニの子孫であること、とされている5)。なお、本稿で

はアボリジニとトーレス海峡島喚民を文脈上必要な場合を除き、一括して、アボリジ

ニという名称を用いている。

1．アボリジニの学校教育の現状

1996年の国勢調査によると、アボリジニの人口は352,970人であり、これはオース

トラリア全人口の約2.0%である6)。また、1994年の政府の資料では、①5歳で公教育を

受けていないアボリジニは13.2%､②10学年を修了する前に中等教育を離れるアボリジ

ニは25%､③12学年に残留するアボリジニは33%､という実態を示している｡これらは､オ

ーストラリア全体の就学率(それぞれ5.9%､２%､７６%)と比較するとアボリジニの就学率

の低さを露呈している７)。

しかし、このような状況の中でも初等・中等学校に自らの子どもを就学させている

父母の86％が学校での教育に満足していることを示す調査結果もある８)。この数値は

オーストラリア社会で今後アボリジニの子どもたちが暮らしていくためには、アボリ

ジニ社会の中に閉じこもることなく、学校教育で幅広い技能を身に付ける必要がある

とアボリジニの父母が認識していることを示していると考えられる。また、アボリジ

ニの父母は48%がアボリジニ・コミュニティによって独自に運営されている学校に子
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どもを通学させたくはないと考えている９)。さらに調査対象としたアボリジニの父母

全員が、アボリジニの生徒にとって代替的な学校の必要性について言及していないこ

とを示す調査もある１０)。彼らの多くは代替的な学校よりも、一般的な学校やオース

トラリア社会内で、一個人として自由に生活することを希望しているのである。

また､政府から生活保護を受けているアボリジニは64%と高い割合であり､年収12,000

ドル以下のアボリジニも約６割いる’1)。その点から、経済的に上級学校に進学する

ことが困難なアボリジニ生徒が数多くいると考えられる。そのため、連邦政府による

アボリジニの生徒に対する奨学金などの財政面での支援は意義のあることである。

2.1970年代～80年代におけるアボリジニヘの教育支援政策の変遷

連邦政府によるアボリジニの学校教育への就学促進を目的とする財政的支援は､1967

年の憲法改正、1973年の「アボリジニ関連法(AboI､iginalAffairsAct)」の制定を境

にして活性化してきた。前者はアボリジニをオーストラリア国民として認めることを

義務づけた｡これにより、アボリジニはオーストラリアの市民権を獲得したのである｡後

者は、アボリジニに関連する事柄の政策策定、調整に対する責任が州政府から連邦政

府へ移行することを規定した。つまり、アボリジニ問題への連邦政府の関与が可能と

なったのである。また、それまで州ごとにアボリジニに対する政策内容に格差が存在

したが、それが是正される契機ともなった。特に初等、中等教育の分野は、その分野

に関して責任を有している州政府と連邦政府との共同体制が確立した。

以上のような流れの中で､1968年には｢アボリジニの学習支援計画(AboriginalStudy

GrantsScheme:Abstudy)｣１２)や1970年の｢アボリジニ中等教育補助金計画(Aboriginal

Secondal,yEducationGrantsScheme:ABSEG)」’3)が連邦政府によって実施された。こ

れらは、アボリジニの教育的、社会的レベルを向上させることを目的とし、アボリジ

ニの生徒への奨学金などを通した財政的支援を提供したものである。両者は1970年代

以降、アボリジニの教育支援政策を先導してきた。また、1975年の全国アボリジニ協

議会(NationalAboriginalConsultativeGroup：NACG)のアボリジニ教育に関する報

告書は、連邦政府のアボリジニに対する教育政策に影響を及ぼした。同報告書は、ア

ボリジニの「教育的意思決定への参加」「教育関連職員の増加」「教育要求の反映」「教

育機会の不足の改善」などを指摘している’４)。これらは、現在もなお継続している

アボリジニ教育に対する連邦政府の一貫した目標である。その点で、ＮACGは1970年代

以降のアボリジニヘの教育政策に影響を及ぼしたのである。以下に、項目別に1970年

代～1980年代のアボリジニに対する教育支援政策を記していく。
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①Abstudy

Abstudyは､1960年代末からアボリジニの生徒が高等教育､継続教育機関に学ぶ際､若

しくは受験する際の財政的な支援として顕著な成果をあげている。具体的には、学費

や入学試験の経費だけではなく、在籍中に必要な生活費に対する補助などもなされて

いる。Abstudyの対象となったアボリジニは1969年には115名であったが、1985年には

16,810名、1996年には表１の通り48,769名となり、その後も順調に増加している。そ

れに伴い、高等教育に在学するアボリジニも次第に増加している。つまり、中等教育

以降の教育機関に進学しているアボリジニ生徒の大多数がAbstudyによる援助を受け

ているのである。また、予算も81.1百万豪ドルから初等、中等教育に対象が広がった

1992年には107.5百万豪ドルへと大幅に拡大している１５)。

②ABSEG

ABSEGは、アボリジニ生徒を義務教育修了後も中等教育段階に在籍させるため、日常

生活を過ごす上での財政的な支援、学費の補助を提供していた。これはAbstudyの対象

が高等教育段階以上の生徒であることに対して、同計画では21歳以下の中等教育を受

ける若年のアボリジニを対象としていた。また、ABSEGは学費支援や生活補助だけでは

なく、生徒に対する個別指導などの学習面の支援も提供していた。その点で単なる奨

学金的な支援よりも一歩踏み出した計画であったと言える。この計画は順調に拡大し

ていき､1970年当初は2,379人が支
表１ABSTUDYの奨学金を受けている生徒数

と連邦政府予算額､先住民の高等教育援対象であったが、1983年には
在学者数の変遷～ヘヘヘ． ．一一．一‐一．‘､、～

21,900人に及んでいる１６)。ま

た、1970年には10学年以上のアボ

リジニ生徒の残留率は1.4%であっ

たが､1989年には70.1%に増加して

いる１７）。現在ABSEGの役割

は、ABSTUDYに含まれている。

③アボリジニの自律的決定の促進

を意図した支援政策

1970年代以降、アボリジニ生徒

に対する財政的支援が定着してい

く一方で、アボリジニの学校教育

に関する自律的な決定を促進する

政策も策定されていった。その契

生徒数 予算額 高等教育在学者数

1988年 40,813 ８１．１

1989年 40,358 7４．３ 3,307

1990年 44,664 87.5 3,609

1991年 40,281 95.4 4,807

1992年 42,266 107.5 5,105

1993年 42,309 110.7 5,578

1994年 ４４，２７１ 1１４ 6,264

1995年 45,835 1１８．６

1996年 48,769 121.6

出典:R､G､SchwabandS.F､Campbell,所ｅ幼tu'窓ｓﾉｳaPeof

ABS7ZのXTheAustraIianUniversity(CAEPR),１９９７(生徒
数及び予算額）

:CommonweaIthofAustraIia,ノM団ｆﾉb”ﾉﾉ形ｗｅ”ｏｆＥﾛｾﾉcarわ〃

んｒＡ６ｏ刺９１ｹ”/a"d7b"壱ｓＳｒ宿花ｊｓｊｂﾌ昨ｒＰ七cpﾉｂ－Ｓ”焔tﾉb臼ノ

A”e狐AGPS､1994(高等教育在学者数）

註)予算額の単位は百万豪ドル

－７１‐



機となったのは、1975年の各州における「アボリジニ教育協議会(Aboriginal

EducationalConsultativeGroups：AECGs)」の設置である。AECGsはコミュニティ段

階にも設置されている。このAECGsは州段階、コミュニティ段階でのアボリジニの教育

要請を州政府、連邦政府に助言する機関として重要な役割を担ってきた。また、全国

規模のアボリジニの学校教育に関する協議会は、1977年の「全国アボリジニ教育委員

会(NationalAboriginalEducationCommittee：NAEC)｣、そして1980年代にはNAECを

引き継いだ「全国アボリジニ雇用、教育、訓練委員会(NationalAbol,iginalCommittee

onEmployment,EducationandTraining)｣､1989年には｢アボリジニ関係省(Department

ofAboriginalAffairs)」を引き継いだ「アボリジニ・トーレス海峡島喚民委員会

(AboriginalandTorl,esStraitlslandel,Commission：ATSIC)」が設置された。特に

ATSICの設置は､1970年代以降のアボリジニの自律的な決定を重視する制度を一層促進

する契機となった。

これらの組織は連邦及び州政府が教育政策を策定する際、アボリジニ独自の教育的

要請を表明する意味で重要な役割を担ってきた｡つまり､①各州段階ではアボリジニ・

コミユニテイの教育要請をAECGsが反映し、州の教育省に助言する制度､②NAECのメン

バーである各州のAECGsの議長が､自らの州の教育的要請を連邦政府の教育省に助言す

る制度、が確立されたのである。

1970年代の中頃には、シドニー大学ではアボリジニの教員を養成するために「アボ

リジニ教授補助訓練計画(AboriginalTeachingAssistants)」が実施された。また、北

部準州でも教員養成機関としてバチェラーカレッジ(BatchelorCollege)が設置され

た。そして、連邦政府も1979年には1990年までに10,000人のアボリジニ教員を養成す

ることを目標とした’８)。ここから、アボリジニ自らが学校教育の提供者側に立つこ

とを目的とした政策を見ることができる。

これらの政策は、アボリジニ生徒への直接的な支援を目的としていない。しかし、ア

ボリジニ自らが支援政策の策定や実施に関与することを、連邦政府は「支援」してい

たのである。このような政策を通して、アボリジニは学校教育について、自らが当事

者であることを認識する契機とな．ったと考えられる。そして、アボリジニの中には支

援される側から支援する側への移行する者も現れたのもこの時期であろう。

以上のように、1960年代後半から1970年代初頭にかけてのアボリジニを対象とした

教育支援政策は、アボリジニの生徒に対する奨学金的な学費、生活補助が中心であっ

た。このような政策は、アボリジニの就学率の上昇に一定の成果をもたらした。１９７０

年代中頃からは奨学金的な支援を持続しつつも、様々な協議会の設置や学校教育に関

わるアボリジニを養成してきた。つまり、ここにアボリジニが直接教育に関する政策
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決定に参加し、助言できる体制が整えられてきたのである。この時点から、これまで

教育支援政策に対して受動的であったアボリジニが能動的な役割を担っていったので

ある。これらのアボリジニの自律的決定の促進を目的とする政策が、1990年代以降の

教育支援政策の土台となっていくのである。

3.1990年代以降のアボリジニに対する教育支援政策

1990年以降、教育支援政策の新しい流れを形成する契機となったのは、1988年に結

成された｢アボリジニ教育政策に関する特別委員会(Abol,iginalEducationPolicyTask

Force)」である。同委員会は「1988年の時点で、アボリジニは依然としてオーストラ

リアで最も教育上の不利益を被っている人々である」１９）との見解を示している。こ

の特別委員会の危慎を打開するために、1989年には「先住民教育法(Indigenous

EducationActl989)」が施行された２０)。同法は、「教育的意思決定への先住民参加」

「先住民の就学率の上昇」「先住民にとって文化的に適切な教育サービスの開発｣など

特別委員会の提言の大部分が盛り込まれている。この「先住民教育法」により特別委

員会の提言は法的な根拠をもって、実施に移されることとなった。

以上のような流れの中で、1990年には「全国アボリジニ・トーレス海峡島唄民のた

めの教育政策（NationalAboriginaland表２NATSIEpの４つの理念
①教育的意思決定への先住民の参加

②教育サービスの利用の平等

③就学機会の平等

④平等かつ適切な教育成果の達成警鐘難蝋蕊蕊1翼］
り、各州、準州の合意、支持に基づいて策定POj岬Staten1e"t’１９９３
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①ASSPA

ASSPAは、子どもの学校教育に対する父母の認識や関心の促進を目的としている。父

母の関心の促進は、義務教育段階での子どもの学校への出席率、就学率を向上させる

のに役立つとしている。そして、この目的を達成するために各学校で計画された事柄

を実施するための補助金を連邦政府が提供している。また、学校に設置されているア

ボリジニによって構成される委員会(ASSPA委員会)が補助金の用途を決定するのであ

る。同計画により、1996年には3,700のASSPA委員会が設置されている２２)。なお、１９９７

年から幼稚園(preschool)までASSPAの範囲を拡大している。

ＡSSPAは、先述したNATSIEPの理念の中で、①ASSPA委員会設置により可能となるアボ

リジニの教育的意思決定への「参加」の実現、②アボリジニの教育的要請を反映する

ことによるアボリジニ生徒の｢就学｣意欲の促進､③ASSPA主催のアボリジニの文化､歴

史に関する行事を通しての伝統文化に関する教育的「成果」の達成、を目標としてい

る。

ＡSSPAの課題としては､①アボリジニが教育的な意思決定を可能にする訓練の提供の

必要性、②遠隔地におけるASSpA委員会の設置率の低さ２３)、などが挙げられる２４)。

②VEGAS

VEGASは､アボリジニの人々がより広範囲の学校教育と職業選択についての情報を得

る機会を持つことを目的としている。しかしこの計画は、生徒の義務教育以後の学校

教育の残留率や他の学校教育機関への進学を促進することが目的のABSTUDYなどの他の

計画を補完するものであるとの消極的な立場をとっている。

VEGASは①生徒が進学を希望する高等教育・継続教育の情報を提供することによる

「就学」の促進、②遠方に在住する生徒の父母をASSPA委員会に「参加」させることを

可能にするための援助､③中等教育における､実践的な職業教育への支援による教育・

訓練「成果」の達成、を目的としている。具体的には、週末の学校を利用した父母会

やキャンプを利用したセミナーによって、父母や生徒自身への進学や就職に関するオ

リエンテーションなどを開催する諸団体に補助金を提供している。この対象となるイ

ベントには、他にも職業適性テストや学校が主催する勤労経験プログラムなど実践的

な計画も多い。１９９６年には２３０の計画が承認され、補助金を受けている２５)。

VEGASについては、①その目的と対象が暖昧であること２６)、②VEGASの認知度の低

さ、③年間予算がその目的と比較すると少額であること２７)、④義務教育後の進路を

決定することに関してアボリジニ生徒の自覚を促すことを目的とした学校主催の活動

に対する支援の活性化の必要性、などが指摘されている２８)。

－７４－



③ATAS

ATASは、初等学校から大学まで全ての段階に就学しているアボリジニに対して、個

別指導を提供する計画である。ＡTASは、①無償の個別指導の提供によるアボリジニの

教育サービス「利用」の促進、②個別指導による学校への興味の喚起による「就学」

率の上昇、③個別指導による他のオーストラリア人の生徒と同レベルの教育的「成果」

の達成、を目的としている○この個別指導は、個人的な音楽やスポーツのレッスンな

どには利用できない。また、学校の就学時間外の個別指導が主たるものである２９)。

,997年には、約33,000人の生徒が9,000人のチューターの指導を受けている３０)。

この個別指導を実際に管理運営する組織は、ホームワークセンターである。ＡTASは

個別指導を希望する生徒ではなく、このホームワークセンタに活動資金を提供してい

る。ホームワークセンターは、最低２人から運営する事ができる。しかし、現状とし

てはASSpA委員会がホームワークセンターを運営している学校が多い。また、雇用．教

育．訓練．青少年問題担当省(DepartmentofEmployment，Education，Trainingand

YouthAffairs：DEETYA)のアボリジニ担当部局がホームワークセンターを運営してい

る場合もある。

このATASへは、①個別指導を受けるための手続きの複雑さの克服、②学校の就業時

間以外での個別指導の利用に関する柔軟性の欠如、③チューター数と生徒数の不均等

な割合の改善、④公的な教授資格を持たないチューターの採用、⑤特定の教科ではな

く、学習方法などの一般的な事項に関する個別指導の提供の必要性、などが提言され

ている３１)。

1995年に刊行されたNATSIEPの報告を受けて、「教育・雇用・訓練・青少年問題担当

大臣協議会(Ministeria，Counci，ｏｎEducation，Employment，TrainingandYouth

Affairs:NCEETYA)は1996-2002年のアボリジニを対象とする全国規模の教育計画を発

表した３２)。同計画は、NATSIEPの21の目標を表３の通り七つの優先事項に集約して構

成されている３３)。この長期計画の基本理念はそれまでの支援政策の理念と比較して

もさほどの変化はない。しかし、５年間の実践経過を考慮し、改めて目標を確認する

意味では重要である。

ASSpA､VEGAS､ATASの３計画は､DEETYAからのアボリジニに対する教育支援である｡そ

のため､アボリジニの生徒がこれらの援助を得るためには､州の教育省ではなく､DEETYA

の出先機関であるアボリジニ教育の担当部局と交渉することとなる３４)。しかし、州

段階の教育省も連邦政府主体の支援に対して、協力的な政策を展開している３５)。
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表31996-2002年オーストラリア先住民を対象とした教育計画の優先事項

①先住民が､教育的な意思決定に参加する効果的な制度の整備

②教育･訓練機関で雇用される先住民の増加

③教育･訓練サービスを先住民が平等に利用

④教育･訓練機関における先住民の就学の保障

⑤平等且つ適切な先住民の教育成果の保障

⑥先住民･非先住民に対する先住民に関する研究･文化･言語の教授の奨励･継続･支援

⑦先住民の成人に対する英語の言語能力､数的能力を含めたコミュニティ開発訓練計画の提供

出典:MinisteriaICounciIonEducation・EmploymentTrainingandYouthAffairg,AAZ477DAI4LS刀?A正GyFひ月
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以上、1990年以降のアボリジニヘの教育支援を概観してきた。そして、教育支援政

策の今後の課題として、①教育支援に関する情報に乏しい遠隔地に在住するアボリジ

ニを特別な支援対象とすること(地域格差の是正)、②補助金を得るまでの手続きの複

雑さの克服、③資金力の不十分さの打開、④補助金運用時の柔軟性の促進、をあげる

ことが出来る。

また、これらの支援政策は全て財政的支援の側面を持ち合わせている。しかし、そ

の目的によって①奨学金としての支援(ABSTUDY)、②人的な支援(ATAS)､③自律的決定

への支援(ASSPA)、④補完的支援(VEGAS)、と分類することができる。

ここでASSPA、VEGAS、ATASの３計画の共通点をまとめる。まず第１に、３計画とも

NATSIEPの理念である「参加」「利用」「就学」「成果」のうち、いずれか三つの理念の

達成を目的としており、ここからそれぞれの計画が密接に連携して、四つの理念を達

成することがAEDAの最終目標であるとみることが出来る。第２に、アボリジニの生徒

への直接的な支援ではなく、生徒に対する教育的支援の管理、運営を目的とした組織

への財政的な支援であることである。そして、その組織を構成するのは、学校関係者

の場合もあり、生徒の父母の場合もある。しかし、そのいずれの場合にしても、アボ

リジニがその構成員となる。そのためこれらの計画は、アボリジニ自らが支援体制を

管理運営するための連邦政府の補助金としての側面も有している。つまり、アボリジ

ニ・コミュニティ全体を学校教育に関与させる可能性を３計画は持ち合わせている。

その点で､80年代までの生徒への奨学金的な教育支援とは異なる傾向を有している。し

かしその一方で、一定の社会的地位をアボリジニが獲得し、それによって収入格差な

どの社会的公正を実現するという1970年代からの一貫した理念は持続している。つま

り、３計画の共通目標は初等、中等教育への就学率の上昇を主目的としている。それ

が、高等・継続教育への就学を目的とするABSTUDYへと段階的に継続しているのであ

る。
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おわりに

本稿では1970年代以降のアボリジニを対象とする教育支援政策を考察してきた。

1970年代、連邦政府のアボリジニ生徒に対する支援は奨学金が中心であった。しかし、

そのような支援を継続しつつも、次第にアボリジニ自らが連邦政府によって提供され

る補助金の利用方法を決定する自律的な決定を促進する支援政策も実施された。

これらの支援政策の変遷は概括的に二つの視点から見ることが出来る。それは、①

支援対象となるアボリジニ生徒が就学する教育機関の変遷、②自律的決定を促進する

ための支援対象の変化である。前者は、まず高等、継続教育機関に就学する学生を支

援対象としていた。その後中等教育、初等教育そして就学前教育と徐々に支援範囲を

拡大していったのである。後者は、①1970年代での連邦．州政府段階でのアボリジニ

によって構成される教育諮問機関の設置、②1980年代におけるアボリジニの学校教育

関係者の育成、③1990年以降の学校段階、コミュニティ段階での一般的なアボリジニ

を巻き込む教育的意思決定への参加体制の導入、という段階を経てきた３６)。

また､既に半数以上のアボリジニが遠隔地域だけではなく､都市部に在住している３７)｡そ

れはアボリジニを一つの「民族」として教育支援政策の対象と捉えることは出来ない

ことを意味する。今後は、教育機会が不足しがちな遠隔地域への支援と共に、都市部

など様々な環境に在住するアボリジニを対象とした多様な支援政策が必要である。

しかし、以上のような支援政策において一貫していることは、連邦政府による補助

金は、社会的な不公正を是正することを目的としていることである。このような社会

的公正の実現という点でこれらの政策は、アボリジニの自律的な管理・運営を完全に

実現する制度であると考えにくい。このような支援政策は、依然としてアボリジニが

「オーストラリア社会」の枠内にあることを前提としている。アボリジニ独自の「教

育」の促進という面では、アボリジニヘの教育政策の目的において「アボリジニ文化

の自覚」の促進といった記述が多く含まれている。しかし、これらの政策は現在のオ

ーストラリアの産業社会で、アボリジニの人々が生活するのに必要な技能や知識を身

につけるための「学校教育」の定着を意図した政策と見ることができるのである。

アボリジニが伝統的な「教育」のみに依存することは、大多数のアボリジニ自身に

とって、もはや許容できない状況にある。これはアボリジニの父母がアボリジニによ

って独自に運営している学校にその子女を通わせたくないと回答している調査からも

わかる。また、NAECも、アボリジニの子どもたちは伝統的なアボリジニの社会とより

広範なオーストラリア社会の両方の社会で成功するために、学校教育を受けるべきで

あるとの見解を示している３８)。その点において、本稿で取りあげた支援政策は、ア

ボリジニの「オーストラリア社会での成功」の実現を支援することを主目的としてい
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る。勿論、伝統的な文化の存続という要求に対しても、ASSPA委員会により計画される

行事などを通して対応することは可能である。しかし、それらの支援政策は両者とも

「学校」という枠組み内でのアボリジニの教育要請への対応であることは変わりがな

いのである。

本稿では「オーストラリアの一般社会」や「学校」の枠組み外における「教育」の

重要性を示唆することを目的とはしていない。また、積極的に西欧文化とアボリジニ

文化との「共存」を可能とするような「教育」を強調するものでもない。しかし、そ

のような枠組み内という限界を本稿で扱った教育支援政策が苧んでいることは事実と

して受け止めなくてはならないのである。それ故にアボリジニは「学校教育」と「教

育」における異なる二つの「目的」を今なお、追い続けているのである。

以上のような状況を踏まえつつ、マイノリティとしてのアボリジニの視点からアボ

リジニの学校教育に対する支援政策をどのように捉えていくかが、今後の課題として

考えられる。
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AstudyofEducationSupportPolicyforAustralianlndl9enousPeople

YoshihitoIi（GraduateSchool，AoyamaGakuinUniversity）

Ｔｈｅｍａｉｎｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｄescl,ibethehistoricaloutlineof

EducationalSupportpolicyforAustralianindigenouspeopleaftertheendof

l960s・

Inl968itwasconfirmedthatindigenouspeoplehavetherighttobecome

Australiancitizens・Afterthat，thefederalgovemmentimplementedappropriate

supportpolicies･

Ｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９６０ｓｔｏ１９７０ｓ，ａｌｏｔｏｆｓｕｐｐｏｒｔｐｏｌｉｃｙｗａｓｂａｓｅｄｏｎＳcholar-

shipsforindigenouspeoplewhowishedtoenterintotel,tiaryandhighereducation・

Eveninl990s，someoftheseScholarshipprogramsremain・

Ｂｕｔｔｈｅｔｒｅｎｄｏｆｔｈｅｓｕｐｐｏｒｔｐｏｌｉｃｙｆorindigenouspeoplechangedinl990･

MostofthoseeducationsuppoI,tpoliciesarerelatedtotheSelf-determination

ofindigenouspeople･After1990,indigenouspeopleatthecommunityandschool

levelwereabletodecidetheanyoffundingfromfederalgovernment，although

guidelinesforthisfundinｇｉｓｄｉｒｅｃｔｅｄｂｙDepartmentofEmployment，Education，

TrainingandYouthAffairs(DEETYA)．

Ｅｖｅｎｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ，thesepolicieshavenotchangedfundamentally、The

Australiangovernmentdoesn'tintendtoconstructanalternativeschoolsystem

foI,indigenouspeople･Theirmainpurposeisincreasetheparticipationrateand

improvetheeducationaloutcomeofindigenouspeople・Thesepurposeshavenot

changedsincethel970s・

Ifthesupportpolicypurposeisnotchanged，indigenouspeoplewillstill

orientthemselvestotwo-wayschooling・Oneistomaintainthetraditionalvalues

ofindigenouspeople･Anotherishelptheirchildrensucceedinthemainstreams

ofAustraliansociety、

０nemustrecognizethevalueoftheeducationalinthecontextoftheAustralian

educationalsystems（modernschoolingsystem)．
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く研究ノート＞豪州ビクトリア州における管理職・教員人事制度の検討

佐藤博志

(日本学術振興会特別研究員）

1．本論の目的

１９９２年以降、豪州ビクトリア州では、教育の質の向上（学校経営計画の充実と教育

成果の向上)、多様性の許容（独自の学校経営計画の許容)、財政的効率の徹底（教育

支出の維持あるいは削減）を政策目標として、自律的学校経営への移行を意図する学

校経営制度改革が実施された。「自律的学校経営は教育政策とアカウンタビリティーを

確保する制度の下、教育課程、人事、財政といった経営諸資源の運営に関する権限と

責任が委譲された学校経営である」’)。つまり自律的学校経営は学校組織それ自体の

改革のみで実現できるのではなく、学校経営制度の抜本的改革を必要とする。わが国

においても第１６期中央教育審議会の議論に見られるように、自律的学校経営を志向す

る学校経営制度を解明することは重要な課題である。

自律的学校経営を志向する学校経営制度は様々なバリエーションを想定できるが、

ビクトリア州の場合、教育課程、人事、財政、アカウンタビリティーの４領域から成

立している２)。これを政策研究の対象とする場合、１.制度の背景、形成、内容、実施、

影響3)、２.制度原理の構造、すなわち市場原理と契約原理の組み合わせ4)、３.政策目

標達成に対して制度が果たす機能という３つの視点から、その全体像を解明し、基本

思想と正当性を考察する必要があると考えられる。

筆者はこれら３つを研究の概念枠組として、ビクトリア州における学校経営制度改

革を解明、考察する予定であるが、その歴史的背景と学校財政については既に拙論を

発表してきた5)。本論はこの研究の一環として、ビクトリア州の管理職・教員人事制

度を検討し、その特徴と課題を明らかにすることを目的とする。人事制度とは、管理

職．教職員の任用（採用、昇任、降任、転任）など身分取扱いに関する制度である6)。

それゆえ人事制度のあり方は、管理職・教員の力量と意欲に直接的影響を与えるセン

シティブな問題であり、慎重な分析を必要とする。本論は研究の第一歩として、一次

資料にもとづいて管理職・教員人事制度を分析する。

2．管理職・教員人事制度の概要

１９８０年代、ビクトリア州の教育課程行政は分権的であったが、学校財政制度と人事

制度は集権的であった。しかし１９９２年以降、自律的学校経営に移行するため、教育課
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程、人事、財政、アカウンタビリティーの４領域から構成される学校経営制度が導入

された。すなわち教育課程政策（CurriculumStandardsFramework）と学力調査計画

（LeamingAssessmentProgram)、人事運営裁量（FullStaffingFlexibility)、学

校包括予算（SchoolGlobalBudget)、チャーター（Charter）と学校評価（Triennial

Review）という制度が導入された7)。

人事運営裁量は、学校が生徒の教育要求に十分対応するために、学校包括予算の範

囲で人事運営を行う権限と責任である。ただし、教育課程、財政、アカウンタビリテ

ィーの制度が急速に実施されたのに比べて、人事運営裁量は緩やかな実施となってい

る。これは、学校が人事運営裁量の導入の可否を決定できるためである8)。１９９５年の

教育省による調査では、１９９５年の段階では全体の８％の公立学校が人事運営裁量を実

施したにすぎない。しかも１９９６年の間に実施する予定の学校が１２％、１９９７年以降に

実施する予定の学校が１９％で、時期未定の学校が６１％となっている９)。この主な要因

として、学校の人事が安定しており、転任する教員の見込みがないことが指摘されて

いる’０)。とはいえ、人事運営裁量が学校経営制度の４領域の一角を占め、将来的に

は人事運営裁量を導入する学校が増加していく可能性も否定できない’１)。

人事運営裁量の概要は次の通りである’２)。第一に学校は校長の採用推薦を行う。

校長は、学校審議会の代表が参加する推薦会議（selectionpanel）の推薦を受け、５

年間の契約を結び、採用される。第二に校長は教職員の採用推薦を行う。校長は予算

の範囲で教職員の人数と編成の裁量を持ち、学校の必要に適した人物を推薦できる。

さらに教員の昇任も学校で判断される。第三に学校は給与の運営を行う。第四に校長

は教職員の特別休暇を管理する。第五に学校は教職員の個人情報を管理する。第六に

学校は健康・安全を管理する。

このように人事運営裁量は、管理職・教員の任用に関する権限と責任を学校に委譲

する制度である。上述の６点のうち管理職・教員の採用、昇任、給与の運営はとくに

重要であるが、その運営にあたっては客観的な基準が求められる。その基準として、

管理職職階制(PrincipalClassStructure）と教員職階制(ProfessionalRecognition

Programfol,Teachers）が策定されている。これは管理職、教員の力量に応じた給与

階梯を基礎に、業績・職務評価によって昇任・昇給を決定する制度である。以下で

は、職階制を含む人事制度の主要な側面について検討を進める。

3．管理職人事制度

（１）管理職の資格と採用

管理職、つまり校長と教頭は、教育課程、財政、人事の運営責任を持つとともに、学
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校審議会の運営を通して父母と地域の要求に対応する責任を持つ１３)○管理職の基

礎資格は、教職課程を含む４年間の高等教育を受け、４年間の行政研修を受けること

である，４)。ただし４年間の高等教育は、５年以上の民間企業勤務経験と教職課程の履

修などで代替できる。

管理職になるためには基礎資格を持つだけでなく、雇用契約を結ばなければならな

い。まず希望給与申請書（RemunerationPackageElectionFor､）に希望する給与と

年金保険料支払いの経緯と計画を記入して教育省に提出する’５)○

次に、管理職希望者は管理職を公募している学校に応募書を提出する。学校が校長

の採用を推薦するからである。すなわち、学校審議会は推薦会議を設置する。推薦会

議のメンバーは、校長の推薦の場合、学校審議会代表、父母代表、.教育省代表、州政

府労働保護委員会（MeritprotectionBoard）に認可された他校の校長であり、議長

は学校審議会代表が担当する１６)。一方、教頭の推薦の場合のメンバーは、校長、労

働保護委員会に認可された他校の校長、校長が指名した人物である’７)。

推薦会議は管理職希望者の履歴と資質を、教育的リーダーシップ、財政運営、計画

・実施．評価、人間関係、意思疎通の力量の観点から吟味、面接し、推薦候補者を決

定する１８)。そして推薦会議は推薦候補者を教育省に推薦する。推薦候補者は推薦に

もとづいて、最長５年間の雇用契約を教育省と結び、採用される’９)･管理職が契約

期間終了後に再契約することは可能であるが、その際、学校は管理職を改めて公募し

なければならない２０)。

（２）管理職職階制

１９９３年の『管理職職階制の検討』（principalClassReview）は管理職の地位と給

与を向上するために、表，のような管理職職階制を策定した２１)。管理職職階制は、学

校包括予算の規模にもとづいて、管理職の職階と給与をＩ～Ｖの８つの級に分類して

いる。学校包括予算が多い学校の方が職階と給与が高くなっており、職階給となって

いる。管理職階制にもとづく給与の内訳は「現金給与十非現金利益一年金保険料」で

ある。非現金利益とは例えば公用自動車の利用である２２)。

（３）経営業績評価

さらに、管理職職階制における重要な仕組みとして経営業績評価（performance

Management）が導入された２３)。前述のように、自律的学校経営へ移行する政策目標

の一つは教育の質の向上（学校経営計画の充実と教育成果の向上）であった。そこで

教育の質を向上するような学校経営、つまり業績を生み出す学校経営に対して、管理

職を動機づけることが必要になってくる。そのため、管理職が経営目標・計画を達成

したと評価された場合、昇給と業績賞与（performanceBonus）を与える仕組みが導入
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表１管理職職階制

級 級の特徴 年間学校包括予算 年間給与（1996年７月以降）

Ｖ 超大規模校の校長 453万以上 80,368～84,598

Ⅳ
大規模校の校長

大規模特別校の校長
182万～453万 74,804～78,742

Ⅲ
中規模校の校長

超大規模校の教頭
７８万～182万 69,631～72,884

IＩ ４５万～７８万 63,676～67,028

lla 小規模校の校長 ３０万～４５万 58,454～6０ 494

IIb ５万～３０万 55,626～5７ 228

Ⅱ 大規模校の教頭 63,676～6７ 028

Ｉ 中・小規模校の教頭 58,113～６１ 1７１

（出典：DirectorateofSchoolEducation，PrmcipaノＣﾉass他"dbooA’’996,ｐ､8．単位は豪ドル。）

された。これが経営業績評価であり、認定（Accreditation）と評価（Assessment）

から構成されている２４)。

第一に、認定は、管理職が経営業績評価に参加する第一条件として、各学校の管理

職が管理職職階制の当該レベルの職務遂行に必要な力量を持っていることを判定、確

認する２５)。力量とはリーダーシヅプ、教育課程経営、計画策定と組織編成、協働体

制、戦略的判断、外部環境の配慮、意思疎通の向上、経営成果への専心、経営理念の

一貫性、経営的知見の獲得である２６)。

これらの力量について、管理職認定センター（prinCipalACCreditatiOnCentre）

において認定訓練を受けたベテランの管理職が認定作業を行う２７)。そして認定され

た時点で、管理職の給与は最小額から最大額に昇給する。例えば管理職職階制のｖ級

の場合、80,368豪ドルから84,598豪ドルへと昇給する２８)。

ただし､認定を受けるためには１年以上の管理職経験を持っていなければならない。

また、ひとたび認定を受ければ６年以内に最低一回、再認定を受けなければならない。

なお認定されなかった管理職は研修を受ける必要がある。

第二に、評価は、管理職が学校経営の目標・計画を達成できたかどうか、つまり経

営成果に対する評価である。評価の手順は、業績計画の策定→中間評価→自己評価→

同僚認可→地方教育行政の決定→業績賞与の決定である２９)。具体的には次の通りで

ある３０)。

業績策定では、管理職が経営成果の目標を策定するｏそれは配分された３つの領域

とそれらに対応した９つの経営成果を基準として策定される（表２)。もちろん業績計

画は教育政策とチャーターとの整合牲が求められるし、明確な目標が示される必要が

ある。また業績計画の策定にあたって、校長は教頭および主任教員と相談する必要が

あり、教頭は校長と相談する必要がある。
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中間評価では、管理職が業績計画の達成程度を自己点検する。自己評価では、管理

職が業績計画の達成を自ら評価する。すなわち各経営成果について、十分達成を２点、

達成を１点、一部達成を０点、不達成を－１点として評価する。同僚認可では、管理

職とは異なる地区（district）の同僚すなわち管理職が、作成された自己評価の結果

を吟味した上で認可する。さらに教頭の自己評価は校長の認可を受ける必要がある。

その後、自己評価結果は地方教育行政に提出される。地域（region）の地方教育行

政の責任者である地方教育事務所長（GeneralManager）は自己評価結果を検討し、最

終的な業績賞与の額を決定する。業績賞与は１２段階に分類され、最大で年間給与の

15％、最小で年間給与の４％が与えられる。管理職が業績賞与の決定に不満がある時

は、労働保護委員会に提訴できる。

このように経営業績評価は認定と評価から構成されているが、認定されれば管理職

の給与は各職階の最大額になり、評価の如何によって業績賞与の額が決まってくる。

そもそも自律的学校経営へ移行する政策目的の一つは教育の質の向上であった。そこ

で、教育の質の向上を単にスローガンとして奨励するのではなく、管理職の力量形成

と経営成果の獲得に対する動機づけの手段として、給与と業績賞与を活用している。

表２業績計画の策定基準

領域 ウエイト 経営成果

基本成果 20％-40％ 教育的リーダーシップの発揮，学校のイメージ形成

共通成果 40％-60％ 教育課程経営、人事運営、財政運営と設備整備、安全

な学習環境の維持、良好な人間関係の形成

地域成果 10％-30％ 地域の要求を配慮した学校改善、地域の要求を配慮し

た特別なプロジェクトの実施

(出典：DirectorateofSchoolEducation，′r加cjpaノａａｓｓ舵"dbooAr，1996,ｐ､28.）

4．教員人事制度

（１）教員の資格と採用

教員の基礎資格は、教職課程を含む４年間の高等教育を受けることである３１)。た

だし基礎資格を持つ教員を確保できない場合、基礎資格を持たない人物も採用できる。

教員は後述するように，級教員（TeacherLevell）と上級教員（LeadingTeacher）

に分類される。

教員として採用されるためには校長の推薦が必要である３２)。まず校長は、教育省

刊行の『ビクトリア学校ニュース』（VictorianSchoolNews）において教員を公募し

なければならない３３)。その際、校長は公募する教員の職階、資格要件、学校におけ
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る役割と責任、８項目未満の採用基準、チャーターなどの情報を、教員希望者に与え

る。一方、教員希望者は公募の締切日までに校長に応募書を提出する３４)。

教員の推薦候補者の決定は推薦会議が行う。推薦会議のメンバーは、校長が指名し

た３人以上の人物であり、そこには労働保護委員会が認可した教員１人を含める３５)。

推薦会議は教員希望者の履歴と資質を吟味、面接し、推薦候補者を決定する３６)。そ

して校長は推薦会議の結果に同意する場合、推薦候補者を教育省に推薦する３７)。推

薦候補者は推薦にもとづいて、期限つき（最長５年間）あるいは期限なしの雇用契約

を教育省と結び、採用される３８)。１級教員の場合、２～５年間の期限つき採用と期限

なし採用がある。上級教員の場合、最長５年間の期限つき採用となる。

（２）教員職階制

教員の力量と実践に対応した給与体系とするために、表３のような教員職階制を策

定した。教員職階制は教員の力量にもとづいて１級～３級の分類しており、さらに号

俸に分類している。１級は１２の号俸があり、４年間の高等教育をおえた新任教員はま

ず３号俸に属する３９)。２級と３級は学校で中心的役割を果たす教員が属し、上級教員

と呼ばれる。級と号俸が高いほど給与が高くなっており、職階給となっている｡

教員職階制における級や号俸の上昇は、，級教員は基本的に職務評価（AnnualRev-

iew）にもとづいて行われ、上級教員は経営業績評価（PerformanceManagement）にも

とづいて行われる４０)。

（３）職務評価

１級教員を対象とする職務評価は、評価サイクルの開始→中間評価→評価→校長の

決定という手順で行われる４１)。評価サイクルの開始は通例、新年度である。その際、

校長は教員の実践への期待を明らかにし、また校長と教員は、教員が必要な力量と職

務の水準について議論する。中間評価では、教員が年度の途中に自分の職務を自己点

検する。そして年度末に校長が教員の職務を評価し、号俸の上昇によって教員を昇給

対象とするか否かを決定する。

評価結果をふまえて校長は「1.標準的な一年に１号俸の定期昇給とする、２．一年に

２号俸以上の特別昇給とする、３．定期昇給を見合わせる」のいずれかの決定をする必

要がある４２)。つまり職務評価は、定期昇給を標準として年功的賃金体系を相当程度

維持しつつも、特別昇給あるいは昇給見合わせの余地を保ち、職務成績にもとづく賃

金体系の要素を組み込んでいる。ようするに職務成績にもとづく賃金体系は教員の力

量形成を動機づける役割を担っている。

ただし、校長が特別昇給あるいは昇給見合わせと判断する場合、校長は職務評価会

議（AnnualReviewPanel）を設置し、評価の理由を説明する必要がある。職務評価
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（出典：DepartmentofEducation，ProfbssionaノRecQg刀itj”Ｐｍｇ７”，〃峰st，1996,ｐ,2．

単位は豪ドル｡）

会議のメンバーは校長が指名した３人以上の人物だが、その中に労働保護委員会が認

可した教員を含めなければならない。

（４）経営業績評価

上級教員を対象とする経営業績評価（PerformanceManagement）は、初年度の力量

形成（Induction)、認定（Accreditation)、評価（PerformanceReview）から構成さ

れている４３)。

２級と３級のいずれかに初めて任命された上級教員は初年度１２か月間の力量形成期

間を経験する４４)。この期間は学校における研修、行政研修への参加を行う。力量形

成期間を終えた教員は認定を申請する。認定は、上級教員として模範的な力量を持つ

ことを判定、確認する４５)。模範的な力量とは、教育実技、教育的リーダーシップ、分

掌の小集団の運営、意思疎通、問題解決、教育課程経営の力量を持つことである。

上級教員の認定を受けるためには、まず校長の支持が必要である。ただし校長が支

持しない場合は、認定会議の意見を考慮しなければならない。認定会議のメンバーは

校長が指名した３人以上の人物だが、その中に労働保護委員会が認可した教員を含め

なければならない。１２か月以上の上級教員としての経験を持ち、校長の支持を受けた

教員は、３年以内に認定を申請する必要がある４６)。上級教員が受けた認定は５年間の

期限つきであるが、校長の支持を受けて更新可能である。

上級教員が認定された場合､一年単位で評価の対象となることができる。評価は、上

級教員が、学校経営の目標・計画の達成程度に対する評価である４７)。そして評価の

結果しだいで、２級あるいは３級のｌ号俸～３号俸へと昇給する。評価の手順は、業績

計画の策定→中間評価→評価→校長の決定という手順で行われる。具体的には次の通

表３教員職階制

級号俸年間給与 級号俸年間給与
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りである４８)。

業績計画の策定では、上級教員が表４の基準にもとづいて経営成果の目標を設定す

る。その際、学校のチャーターとの整合牲を配慮し、成果領域Ａから２つ以上の領域

を選択する｡成果領域Ａの一領域を４０点以下､成果領域Ｂの全体を３０点以下として､成

果領域全体で合計１００点になるように、目標点を定めて業績計画を策定する。

中間評価では、上級教員が年度の途中に自分の職務を自己点検する。評価では、上

級教員が校長に計画達成の証拠を提出する。そして校長が、100％、７５％、５０％、２５％、

0％、-25％という基準で計画が達成されたかを評価し得点化する。例えば表５のよう

に評価した場合、合計点が７０点になる。その後、校長が評価結果に即して、上級教員

表４業績計画の策定基準

成果領域Ａ（２つ以上選択）

教育課程経営のリーダーシップ

教員の力量形成

生徒に対する教育実践

成果領域Ｂ

学校改善

アカウンタビリティー

その他

重点項目（選択した領域から１つ以上選択）

教育課程政策の実施／識字能力／教育方法／

成績評価／理科・技術／英語以外の言語／

保健体育／後期中等教育修了試験／その他

教員研修／教員評価への関与／公平な人事運

営／その他

生徒の学力向上／個人の学習要求に対応した

実践／学校活動への生徒参加の奨励／その他

重点項目（内容は自分で作成）

(出典：DepartmentofEducation，Pro企ssionaノRecOg刀iti”〃09r”,1996,ｐ､23.）

表５経営業績評価における評価の例

成果領域

教育課程経営のリーダーシップ

生徒に対する教育実践

学校改善／アカウンタビリティー

教員の目標点

４０点

40点

２０点

校長の評価

％による評価

100％

50％

50％

点数

４０点

２０点

１０点

（出典：DepartmentofEducation，PmfPssi”aノβecOg刀iti”PmgIqam，1996,ｐ､24.）

の昇給を決定する。すなわち評価における合計点が５０～６９点の場合１号俸、７０～８９

点の場合２号俸､90点以上の場合3号俸に昇給となる｡つまり認定された上級教員は､認

定の年間給与（表２）は保障されているが、校長の評価しだいで１～３号俸への昇給が

決まる。いいかえれば、上級教員は、いわば最低賃金は保障されているものの、その

昇給は自己の経営活動とそれに対する評価によって毎年変化する。したがって、上級

教員に関しては年功的賃金体系ではなく､職務成績にもとづく賃金体系となっている｡上
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級教員は学校経営においてリーダーシップの発揮が期待されるため、上級教員の力量

形成と経営実践を動機づける必要がある。この観点から、職務成績にもとづく職階給

が整備されたといえよう。

５．管理職・教員人事制度の特徴と課題

ビクトリア州では教育の質の向上、多様性の許容、財政的効率の徹底を政策目標と

して、自律的学校経営を志向する学校経営制度改革が実施された。その一環として人

事についても、以上に検討してきたような管理職．教員人事制度が導入された。本論

の最後に、その特徴を２点指摘したい。

第一に、学校、とりわけ校長の権限が実質的に拡大している。校長の採用推薦は学

校において決定され、その過程に父母代表が参加できる。教員の採用推薦も校長が大

きな権限を持っている。管理職の経営業績評価は､地方教育行政が最終決定を行う。だ

が、そこに至るまでの自己評価と同僚認可（異なる地区の管理職が自己評価の結果を

吟味、認可する｡）の実施は、行政ではなく管理職に委ねられている。さらに、校長は

１級教員の職務評価、上級教員の経営業績評価に対する最終的な評価と決定も行う。

第二に､政策目標の一つである教育の質の向上に焦点づけた職階給になっている｡教

育の質を向上するためには、管理職と上級教員の力量形成とリーダーシップの発揮、１

級教員の力量形成と職務遂行が求められる。そこで経営業績評価と職務評価に昇任．

昇給を組み込むことによって、力量形成と実践の効果的遂行を動機づける仕組みを整

えた。ようするに教育の質を向上するために、年功的賃金体系よりも、むしろ職務成

績にもとづく賃金体系（厳密な意味での職階給）へシフトしている。

では、このような管理職・教員人事制度の課題はどこに見出だされるのだろうか。

そのポイントは、職務成績にもとづく賃金体系へのシフトが教育の質の向上に結びつ

くのかという点であろう。

職階給について小川正人は次の重要な論点を指摘している｡「職務の分類.評価をど

のような基準．方法で公正におこなうことが可能なのか、又、給与．人事行政を支え

る他の諸制度．条件が民主的に運用される要件が確保されているか、あるいは教員の

仕事の集団的・協同的性格や教育実践活動の自律牲とキャリア形成の特性などとの関

連をいかに考えるか、等の問題が慎重に吟味されなくてはならない｡」４９）

もしこれらの視点から分析して、否定的な状況がビクトリア州で起こっているとし

たら、教育の質の向上は期待できないのではないか。そして制度の見直しも視野に入

れざるを得ないのではないか。逆に、学校において制度の運用が肯定的に受けとめら

れ、教育の質の向上に結びついている場合、その要因が何かを明らかにしておく必要
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があろう。つまり、学校の地域特性が決定要因なのか、制度に内在する特定の仕組み

が重要なのか、教員組合の対応などその他の要因も考慮する必要があるのかどうかと

いう点である。

いずれにせよ、ビクトリア州の新しい管理職・教員人事制度は、自律的学校経営を

志向する学校経営制度の４領域の一つとして、重要な位置にある。そして、このよう

な制度的試みが、より一般化した意味で、管理職・教員人事制度の新たな可能性を模

索するものであることも間違いない。とすれば、ビクトリア州の管理職・教員人事制

度の運用実態を、前述の論点をふまえて解明、考察していくことが今後の研究課題で

あると考えられるだろう。

【註】

’）Caldwell／Spinks，Leadj"ｇ幼ｅＳｅﾉf-jfmagjngSCh00I，Falmer，1992,ｐ､３１．

２）DiI､ectoI､ateofSchoolEducation(DSE)，“BroadPolicyFramework''’８Chooﾉｓ

ｏｆ幼ｅＦＵｔ”ｅＩＩ１ｆｂ皿ationKit，１９９５．
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教育開発研究所，１９９２年。
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タビリティー（説明責任と成果責任）を誘導、確保しようとしている。
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中間報告書、学校評価に関する実証的研究』１９９８年、６２－８３頁。
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123-134貢。

６）津布楽喜代治「地方教育行政における教職員人事」日本教育経営学会編『講座日

本の教育経営５，教育経営と教職員』1986年，５６－５７頁。

７）拙論「豪州ビクトリア州における学校財政制度に関する考察一学校への財政権限

委譲と学校改善の関係構造の解明一」前掲論文、124-125頁。

８）DSE，Ｆｕ〃Staffi"gFjexibj〃tJ'’1995,ｐ､１４．
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ThePersonnelSystemforPrlnclpalｓ，DeputyPrlncipalsandTeacherslnVictoria

HiroshiSato（JSPSResearchFellow）

Sincel992theVictoriagovel,nmenthassetupanewframeworkfol，school

managementtointroduceSelf-ManagingSchools･Thisframeworkiscomposedof

curriculum，personnel，financeandaccountability･Thisnotedetailsthesystem

framework，focusingonthepersonnelsystem･

ThepersonnelsystemiscalledtheFullStaffingFlexibilityanditspurpose

istodecentl,alizepersonnell,esponsibilitytoschools・Personnelresponsibi-

litiesthatareadministeredbyschoolsinclude：

○workforceplanning，includingtheselectionandappointmentofstaff

○salaryandpayrolladministl,ation，includingtaxationandpaymentofallow-

ances

Controlofpersonnelsystemenablesschoolstorecruitandappointthebest

availablestaffandtomakedecisionsrelatingtosalary・Thecriteriaof

peI,sonnelsystemarethePrincipalClassStructureandtheProfessional

RecognitionProgramforteachers・Thesecritel,iaintroducePerfoI,manceMana-

gementtogivePerfoI,manceBonusesorpromotions･Inthenewpersonnelsystem，

theBonusesorpromotionsarebasedoncapabilitywiththeoutcomedecidedby

theprincipal，thedeputyprincipalandteachers・

Ｔｈｅsystemenablesschoolstomakedecisionsonpel,sonnel、Inparticularthe

l,esponsibilitiesandauthorityoftheprincipalhavebeenincreased・Thesystem

alsoencouragestheprincipal，thedeputyprincipalandteacherstoimprovethe

outcomeofschoolmanagement・NonethelessitisimpoI,tanttostudythefollowing

points・Ｃａｎｔhesystembemanagedfairly？Doesthesystemreallyimprovethe

capabilitiesoftheprincipaldeputyprincipalandteachersandimprovethequa-

lityofeducation？Withtheseperspectives，Iwouldliketoexplorethesubject

moredeeply．
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【オセアニア教育学会情報】

○オセアニア教育学会活動報告

○オセアニア教育学会会則

○オセアニア教育学会選挙管理規程

○『オセアニア教育研究』編集委員会規程

○『オセアニア教育研究』執筆要領
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○オセアニア教育学会1998年度活動報告

1997年１２月６日オセアニア教育学会創立総会

於青山学院大学

○創立総会

○「日本におけるオセアニア教育研究の意義」谷内達（東京大学）

○「オセアニア教育研究に期待するもの」テリー・ホワイト（豪州大使館）

1997年１２月２２日１９９８年度第１回理事会

○総会（研究大会）について

○定例会

○紀要編集について

○学会ニユースレター

○役員選挙日程について

於青山学院大学笹森研究室

1998年１月１７日オセアニア教育学会ニユースレター第１号発行

1998年７月２２日１９９８年度第２回理事会

○オセアニア教育学会第２回大会の開催

○オセアニア教育学会理事選挙

○HedleyBeare氏を囲んでの研究会の開催

○ニュースレターの発行

○『オセアニア教育研究』編集の進行状況

1998年９月２日オセアニア教育学会

於青山学院大学笹森研究室

一ユースレター第２号発行
一

1998年１０月１３日

メルボルン大学名誉教授HedleyBeare先生を囲んでの研究会

於青山学院大学第１５会議室
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第１章総則

第１条本会はオセアニア教育学会（SocietyforOceanianEducationStudies）と

称する。

第２条本会はオセアニアの教育に関し学術的に研究し､かつ教育現場の理解に努め、

もって日本とオセアニア諸国の相互理解及び交流を深めることを目的とする。

第３条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１．総会及び研究会の開催

２．研究年報または会報の発行

３．その他本会の目的達成に必要な事業

第２章会員

本会の目的に賛同し､オセアニアの教育に関心を持つ者をもって会員とする。

本会の会員になるためには入会申込書を提出しなけれはならない。

会員は会費を負担するものとし会費は年額5,000円（学生3,000円）とする。

会員のうち３年間にわたって会費納入を怠ったものは､本会から除籍される。

条
条
条
条

４
５
６
７

第
第
第
第

第３章役員

第８条本会の事業を運営するために次の役員をおく。役員の任期は２年とする。

但し、重任を妨げない。

会長１名理事７名（但し、事務局長１名、編集委員長１名を含む｡）

監査 ２名

第９条１）会長は総会にて選出し、本会を代表するものとする。

２）理事は会員の互選により選出する。欠員が生した場合、直ちに補充する。

３）監査は理事会の議を経て会長が委嘱する。

４）事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。

５）編集委員長は、理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。

６）事務局長は、事務局員を委嘱することができる。

第４章総会及び理事会

総会は本会最高議決機関であって年１回これを開催し､重要事項を決定する。

理事会は会長及び理事によって構成し、本会の重要事項を審議する。

第１０条

第１１条

-９６－
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第１２条

第１３条

第５章会計

本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。

青山学院大学文

第６章雑則

第１４条本会の事務局は、当分の間、東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学｜

学部教育学科笹森研究室におく。

第１５条本会則の改正は総会の決議による。

第１６集本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め、総会に報告する。

附 則

本会の会則は、平成５年１２月４日より施行する。

附則

本会の会則は、平成６年１２月３日より施行する。

附則

本会の会則は、平成７年１２月９日より施行する。

附 則

本会の会則は、平成９年１２月６日より施行する。
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○オセアニア教育学会選挙管理規程

オセアニア教育学会役員選出に関する規定を次の通り定める。

（目的）

第１条この規程は、オセアニア教育学会における役員の選出が、公明かつ適正に行

われることを意図し、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。

（役員選出の方法）

第２条役員の選出は会員全員の選挙により行う。

（選挙事務の管理運営）

第３条役員の選挙については、選挙管理委員会が管理運営するものとする。

（選挙管理委員会）

第４条１.選挙管理委員会は、会長が会員の中から指名し３名の委員で構成する。但

し、理事１名を含むものとする。

２.選挙管理委員会には選挙管理委員長を置く。委員長は委員の互選とする。

３.委員の任期は、２年とする。

４.選挙管理委員会は、投票日の公示、投票の方法、その他選挙に関し特に必

要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止に対して適切な

措置を講じなければならない。

（選挙権）

第５条会員は全てその権利を有する。

（被選挙権）

第６条会員は全てその権利を有する。

（選挙人名簿の作成）

第７条オセアニア教育学会会員名簿をもって代用する。

（選挙期日）

第８条選挙日の設定及びその他選挙に関する日程の作成は選挙管理委員長が公示す

る。

（定例選挙）

第９条役員の定例選挙は、その任期終了前２か月以内に行う。

（臨時選挙）

第10条前条に定める定例選挙以外に、選挙管理委員会が必要と認める事態が生じ

た場合には、臨時選挙を行うことが出来る。

（投票）

第１１条1.選挙は、投票によって行う。
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２.投票は、会長については一人１票に限る。

３.投票は、理事については一人５名以内連記の１票に限る。

（投票用紙の様式及び作成）

第１２条１.定例選挙における投票用紙、別表第１号様式とする。臨時選挙における投

票用紙の様式については、その都度選挙管理委員会が定めるものとする。

２.投票用紙は、選挙管理委員会が作成する。

（投票の方法）

第１３条投票は全て郵送とし､宛先はオセアニア教育学会事務局内選挙管理委員会と

する。

（開票立会人）

第１４条選挙管理委員会は、開票に際し、選挙人の中から開票立会人１名を公募しな

ければならない。

（開票事務）

第１５条開票に関する事務取扱いは、選挙管理委員会が行うこととし、前条の開票立

会人が開票事務に立ち会う。

（開票の場所及び日時の決定）

第１６条１.選挙管理委員会は、開票立会人の立会いの上投票総数を点検しなければ

ならない。

２.投票の効力は、選挙管理委員会が決定しなければならない。その決定に

あたっては、第１７条の規定に反しない限り、その投票を有効とする。

（無効投票）

第１７条以下の投票は、無効とする。

１.正規の用紙が用いられていないもの。

２.被選挙権の無い者の氏名が記載されたもの。

３.投票が締め切られた日の翌日以後の日付で郵送されたもの。

４.第１１条に違反したもの。

附則この規定は平成８年１２月７日より有効とする。

附則この規定は平成９年１２月６日より有効とする。
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○オセアニア教育研究編集委員会規程

1.編集委員会は、若干名の編集委員をもって構成し、紀要（『オセアニア教育研究』）

の編集・発行に当たる。

2．編集委員長（以下、委員長）は編集担当理事とする。編集委員長は編集委員会を

招集し、論文審査その他紀要発行に必要な事務を行う。

3．編集委員の選出は理事会が行う。

4.編集委員の任期は１期２年とする。ただし、重任を妨げない。また、１期ごとに若

干名を交代する。

5．論文の審査・執筆については別に定める。

６本規程の改正は編集委員会の出席者の２分の１以上の同意により提案され、理事会

の承認を得るものとする。

附則本規程は、１９９７年１２月６日から施行する。
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『オセアニア教育研究』執筆要領

(1)名称：『オセアニア教育研究』（JournalofOceanianEducationStudies）とする。

(2)発行：原則として、年１回、毎年１２月１日をもって発行する。

(3)編集内容：オセアニアの教育に関する研究論文、現場報告、書評等を掲載する。

(4)執筆要綱：

1．原稿形式

・投稿はワープロまたはコンピュータで作成、印刷されたものとする。

・用紙はＢ５，縦置き横書きとし、枚数は、図表、注を含めて１２枚以内とする。

・上部余白２０ミリ、下部余白２５ミリ、左余白２５ミリ、右余白１９ミリとする。

右余白は揃える。

・フォントは明朝体、フォントサイズは１０、行間隔は１．５とする。（フオントサイズ

を指定できない場合は、３８字×33行、英文等は半角とする｡）

・図表は張り付けてもよい。

・ページ番号は入れない。

2．統一表記

・節の表記は、１，２，３、…、小節の表記は、（１）（２）（３）．･･･とする。

・注番号は上付き片かっことする。

・邦文の論文名には「」、書名・雑誌名には『』を付ける。

・英文等の論文名には“’'、書名・雑誌名はイタリックにする。（イタリヅクが不可

能な場合は、下線を引く。）

・文献の表示は、次の通りとする。

著者外国語著作で複数の場合はアルファベット順にする。

題名論文の場合は論文名の後に雑誌名、巻号数を入れる。

出版社名国外出版の場合は国名もしくは都市名も入れる。

出版年報告書等の題名に年号がついていても出版年は必ず入れる。

３．論文提出

・投稿希望は８月末日で締め切り、論文提出は１０月末日を締め切りとする。

・投稿希望、論文提出先：

〒150-8366束京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学院大学笹森研究室気付

オセアニア教育学会紀要編集委員会（FAXO3-3409-1528）

．なお、原稿形式や表記が統一されていない原稿は再提出させていただくこともあ

ります。次のページを参考にして原稿の作成をお願いいたします。
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題名

一副題一

氏名

所属

はじめに

「はじめに」を入れる場合は節に入れない。同じく「おわりに」を使用する場合も

題目に数字を入れない。題名、副題、「はじめに｣、「おわりに」は太文字にする。

１．節の題目

(1)小節の題目

節の題目は太文字にするが、小節は太文字にしない。なお、表や図を使用する場合

は、以下のように表題、出典を明記する。

表１州別学校数（1995年）

初等教育 中等教育 高等教育

Ａ州 200 100 2０

Ｂ州 9０ 4０ 10

（出典：MinistryofEducation．〃ucatimi〃助叩t〃Ｃ､1993,ｐ､16）

【注】

l）Leger,C､,＆Romano,J・P．“BootstrapAdaptiveEstimation：TheTrimmedMean

Example.，，ＺｈｅＯａ"adja〃JoumaノOfStatistics，１８．１９９０，ｐ､299.

2）Barcan,Alan．Ａ班sto〃ofAustI,aﾉia〃EUIﾉcati”・Melbourne：OxfordUniversity

Press,1980.

【参考文献】

U､Ｓ・SecuritiesandExchangeCommission．ＡｍｕａノHepoI,ｔｏｆｔＡｅＳｅｃｕＩ､jtjesa"d

ExcｶangBCbmmisi”fbI、ｔﾉｩｅＦｉｓｃａノyeaI,、Washington，，.Ｃ､：GovemmentPrinting

Office，1983．

Boyd,WilliamLowe，＆Ｓｍart,Don,eds・EbIuCatj”ａＩＰｏ〃Ｇｙｉｎ血stm〃ａａ"dAmeI､jca：

CbmparatjvePeI,Spectjves・NewYork：FalmerPress，1987.
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紀要編集委員会

委員長石附実（京都女子大学）

委員 海野士郎

幸野稔

笹森健

樋口信也

(茨城キリスト教学園・シオン短期大学）

(秋田大学）

(青山学院大学）

(帝京大学）

編集幹事伊井義人（青山学院大学大学院）

青木麻衣子（青山学院大学大学院）

英文校閲フオンス智江子（国士舘大学非常勤）

編集後記

このたび、オセアニア教育学会が結成された。これは、もと、青山学院大学の笹森健教授が

主宰されてきたオーストラリア教育研究会を母体として、発展的に改組、拡大が図られた、新

生の学会である。すでに、オーストラリア教育研究会にあっては、その定期刊行誌として､『オー

ストラリア教育研究』を４号出してきた（1994～97,年１回)。このほか、同研究会の積年に及

ぶ研究会活動および会員による各種学会での発表など、同会が日本のオーストラリア教育研究

に対して果たした役割には多大なものがある。

今回のオセアニア教育学会は、これまでのオーストラリア教育研究会のそうした大いなる研

究遺産を踏まえて、対象地域も、オーストラリアからオセアニア圏へと広がり、質的にも、な

おいっそうの深まりを目指そうとするものである。

ものごとの理解には、多角的な視点が必要である。その際、逆転の視点といったことも不可

欠となろう。オーストラリアには上下を逆にした世界地図があるが、それを見ると、これまで

慣れ親しんできた北半球中心ないし北からの視点が､北と南あるいは天地を逆転することによっ

て、さまざまな新しい刺激的着想も湧いてくる。世界の国家、民族、文化そして教育をダイナ

ミックに捉え直すためにも､南半球から北半球を見る視点も大切であろう。そうすることによっ

て、教育の南北、東西のそれぞれのあいだにおける真の比較や関係の諸相を解明する可能性が

拓かれてこよう。
●

皆さまのご支援とご協力によって、本学会およびその紀要である本誌『オセアニア教育研究』

が、活発に、しかも永くその学的いのちの火を燃やし続けていくことを念じている。本創刊号
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Iま『オーストラリア教育研究』の第５号に当たるが、今後ますますの充実と発展とを願ってい

る。

おかげさまで、本号は大変豊かな内容になった。これもひとえに、寄稿、投稿された各位の

ご協力の賜であり、心からの謝意を表したい。また、刊行に至るまで、笹森教授をはじめ、投

稿論文の査読と審査にあたられた編集委員の皆さん、それに、めんどうな編集の実務をねばり

強くこなして下さった伊井義人さんほかの皆さんにも、厚く御礼を申し上げる。

編集委員長 石附実

－１０４‐



『オセアニア教育研究』第５号

頒布価1,500円

１９９８年１２月４日印刷

１９９８年１２月１２日発行

編集

発行

オセアニア教育学会紀要編集委員会

オセアニア教育学会

〒150-8366東京都渋谷区渋谷４－４－２５

青山学院大学文学部笹森研究室気付

ＴＥＬＯ３－３４０９－８１１１

ＥＸ、２５１９

ＦＡＸＯ３－３４０９－１５２８

Ｅ－ｍａｉｌ:tsasa@Cl・aoyama・ac・ｊｐ

郵便振替番号００１４０－５－６６３１３９



ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＯＣＥＡＮ仏ＮＥＤＵＣＡＴＩＯＮＳＴＵＤＩＥＳ

VOL､５ DECHvmER1998

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

TheOpemngAdd”sS

SignificanceandNecessityofOceanianEducationStudies

………………………………………………………………………:mkeshiSASAMORI(１）

KeynoteSpeech⑧S

ToruTmiuchi(UniversityofTokyo）

TerryWhite(AustralianEmbassy）

MartinWeavers伽ewZealandEmbassy）

ArtIcIee

EducationPOlicyandtheConceptforLeamingDifficultiesinAustmlia

………………………………………………………….……KunihikoTAMAMURA(29）

EFLCourseMateIialandMethodolo8yDevelopedinAustralia：

TheirAppliEationtoaUniversityEnglishCourseinJapan

….………….………………………………..….….……….…….…..…MmOruKONO(39）

EnglishLan部ageTutoringfOrAdultMigrantsinAustralia:IbcusingonVictoIia

……………………………….……….………………………………HirokorrAKURA(54）

AStudyofEducationSupportPolicyfbrAus柾alianIndigenousPeople
….………………………………………….……………………………………YoshihitoⅡ(68）

〆

Rep。『t

ThePersonnelSystemfOrPrincipa1s,Depu可PrincipalsandTeachersinVictoriａ

．….………………….….……………………………………………………HUroshiSAIO(82）

ActivityReports.………………………….……………………………………………………………(95）

SocietyArtides…………………….……………………………………………………………………(96）

TheEditor，sNotes……………………………………….………….…………….…….……………(103）

SocietyforOceanianEducati⑥nShndieg


